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１ 地域密着型サービスについて 
 

地域密着型サービスは、要介護や要支援状態となっても、可能な限り、住み慣れた自宅や地域での生活

を継続できるようにするためのサービス体型として、平成１８年４月に創設されました。 

 住み慣れた自宅や地域での生活の継続を目的としているため、原則として、当該地域密着型サービス事

業所が所在する市町村の住民（被保険者）が利用できるサービスで、市町村が指定・指導監督の権限を持

ちます。 

 なお、有田町の地域密着型サービスを利用できる方は、要支援･要介護の認定を受けた有田町の被保険

者のみです。 

 
基準の性格【解釈通知】 

 

１ 基準は、指定地域密着型サービスの事業がその目的を達成するために必要な最低限度の基準を定めた

ものであり、指定地域密着型サービス事業者は、常にその事業の運営の向上に努めなければならない

こと。 

２ 指定地域密着型サービスの事業を行う者又は行おうとする者が満たすべき基準等を満たさない場合に

は、指定地域密着型サービスの指定又は更新は受けられず、また、基準に違反することが明らかにな

った場合には、①相当の期間を定めて基準を遵守する勧告を行い、②相当の期間内に勧告に従わなか

った時は、事業者名、勧告に至った経緯、当該勧告に対する対応等を公表し、③正当な理由がなく、

当該勧告に係る措置をとらなかったときは、［（略）］、直ちに指定を取り消すこと又は指定の全部

若しくは一部の効力を停止することができるものであること。 

３ 特に、指定地域密着型サービスの事業の多くの分野においては、基準に合致することを前提に自由に

事業への参入を認めていること等にかんがみ、基準違反に対しては、厳正に対応すべきであること。 

 

指定地域密着型サービスの事業の一般原則【基準第 3条、予防第 3条】 

 

第３条 指定地域密着型サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立っ

たサービスの提供に努めなければならなない。 

 

２ 指定地域密着型サービス事業者は、指定地域密着型サービスの事業を運営するに当たっては、地域と

の結び付きを重視し、市町村、他の地域密着型サービス事業者又は居宅サービス事業者（〔略〕）その他

の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。 

 

３ 指定地域密着型サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を

行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。 

 

４ 指定地域密着型サービス事業者は、指定地域密着型サービスを提供するに当たっては、法第１１８条

の２第１項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなけ

ればならない。 

 

雑則【基準第 183条、予防第 90条】 

 

第１８３条 指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型サービスの提供に当たる者は、作成、保

存その他これに類するもののうち、この省令の規定において書面（書面、書類、文書、謄本、抄本、製

本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の

有体物をいう。以下この条において同じ。）で行うことが規定されている又は想定されるもの（〔略〕）

については、書面に代えて、当該書面に係る電磁気的記録により行うことができる。 

 

２ 指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型サービスの提供に当たる者は、交付、説明、同

意、承諾、締結その他これらに類するもの（以下「交付等」という。）のうち、この省令の規定において

書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書

面に代えて、電磁気的方法（電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方

法をいう。）によることができる。 
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２ 指定地域密着型通所介護について 
 
第１節 基本方針等【基準第 19 条】 

 

第１９条 指定密着型サービスに該当する地域密着型通所介護（以下「指定地域密着型通所介護」とい

う。）の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その

有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、必要な日

常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並び

に利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。 

 

３ 人員に関する基準について 

 

第２節 人員に関する基準【基準第 20条】 

 

生活相談員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配置要件 

第２０条 

一 指定地域密着型通所介護の提供日ごとに、当該指定地域密着型通所介護を

提供している時間帯に生活相談員（専ら当該指定地域密着型通所介護の提

供に当たる者に限る。）が勤務している時間数の合計数を当該指定地域密

着型通所介護を提供している時間帯の時間数で除して得た数が１以上確

保されるために必要と認められる数 

 

【留意事項】 

（１）④ 

生活相談員については、指定地域密着型通所介護の単位の数にかかわらず、

次の計算式のとおり指定地域密着型通所介護事業所における提供時間数に

応じた生活相談員の配置が必要になるものである。ここでいう提供時間数と

は、当該事業所におけるサービス提供開始時刻から終了時刻まで（サービス

が提供されていない時間帯を除く。）とする。 

 

［確保すべき生活相談員の勤務延時間数の計算式］ 

提供日ごとに確保すべき勤務延時間数＝提供時間数 

 

例えば、１単位の指定地域密着型通所介護を実施している事業所の提供時間

数を６時間とした場合、生活相談員の勤務延時間数を、提供時間数である６

時間で除して得た数が１以上となるよう確保すればよいことから、従業者の

員数にかかわらず６時間の勤務延時間数分の配置が必要となる。また、例え

ば午前９時から正午、午後１時から午後６時の２単位の指定地域密着型通所

介護を実施している事業所の場合、当該事業所におけるサービス提供時間は

午前９時から午後６時（正午から午後１時までを除く。）となり、提供時間

数は８時間となることから、従業者の員数にかかわらず８時間の勤務延時間

数分の配置が必要となる。 

なお、指定地域密着型通所介護事業所が、利用者の地域での暮らしを支える

ため、医療機関、他の居宅サービス事業者、地域の住民活動等と連携し、指

定地域密着型通所介護事業所を利用しない日でも利用者の地域生活を支え

る地域連携の拠点としての機能を展開できるように、生活相談員の確保すべ

き勤務延時間数には、「サービス担当者会議や地域ケア会議に出席するため

の時間」、「利用者宅を訪問し、在宅生活の状況を確認した上で、利用者の

家族も含めた相談・援助のための時間」、「地域の町内会、自治会、ボラン

ティア団体等と連携し、利用者に必要な生活支援を担ってもらうなどの社会

資源の発掘・活用のための時間」など、利用者の地域生活を支える取組のた

めに必要な時間も含めることができる。 
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ただし、生活相談員は、利用者の生活の向上を図るため適切な相談・援助等

を行う必要があり、これらに支障がない範囲で認められるものである。 

 

（２）生活相談員（基準第２０条第１項第一号） 

生活相談員については、特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準

（平成 11年厚生省令第 46号）第５条第２項に定める生活相談員に準ずるも

のである。 

------------------------------------------------------------------------ 

特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準第５条第２項より 

第５条 生活相談員は、社会福祉法（昭和 26 年法律第 45 号）第１９条第１項各

号のいずれかに該当する者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められる者

でなければならない。 

------------------------------------------------------------------------

社会福祉法第１９条第１項より 

第１９条 社会福祉主事は、都道府県知事又は市町村長の補助機関である職員と

し、年齢１８年以上の者であって、人格が高潔で、思慮が円熟し、社会福祉の増

進に熱意があり、かつ、次の各号のいずれかに該当するもののうちから任用しな

ければならない。 

一 学校教育法（昭和 22年法律第 26 号）に基づく大学、旧大学令（大正 7 年

勅令第 388号）に基づく大学、旧高等学校令（大正 7年勅令第 389号）に

基づく高等学校又は旧専門学校令（明治 36年勅令第 61 号）に基づく専門

学校において、厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて卒

業した者（当該科目を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了し

た者を含む。） 

二 都道府県知事の指定する養成機関又は講習会の課程を修了した者 

三 社会福祉士 

四 厚生労働大臣の指定する社会福祉事業従事者試験に合格した者 

五 前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者として厚生

労働令で定めるもの 

２ 前項第二号の養成機関及び講習会の指定に関し必要な事項は政令で定める。 
 

看護師又は准看

護師 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配置要件 

第２０条 

二 指定地域密着型通所介護の単位ごとに、専ら当該指定地域密着型通所介護

の提供に当たる看護職員が１以上確保されるために必要と認められる数 

 

２ 当該指定地域密着型通所介護の利用定員（当該指定地域密着型通所介護にお

いて同時に指定地域密着型通所介護の提供を受けることができる利用者の上

限をいう。以下この節から第４節までにおいて同じ。）が１０人以下である

場合にあっては、前項の規定にかかわらず、看護職員及び介護職員の員数を、

指定地域密着型通所介護の単位ごとに、当該指定地域密着型通所介護を提供

している時間帯に看護師又は介護職員（いずれも専ら当該指定地域密着型通

所介護の提供に当たる者に限る。）が勤務している時間数の合計数を提供単

位時間数で除して得た数が１以上確保されるために必要と認められる数とす

ることができる。 

 

【解釈通知】 

（１）⑥ 

看護職員については、指定地域密着型通所介護事業所の従業者により確保す

ることに加え、病院、診療所、訪問看護ステーションとの連携により確保す

ることも可能である。具体的な取扱いは以下のとおりとする。 

ア 指定地域密着型通所介護事業所の従業者により確保する場合 
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提供時間帯を通じて、専ら当該指定地域密着型通所介護の提供に当た

る必要はないが、当該看護職員は提供時間帯を通じて、指定地域密着

型通所介護事業所と密接かつ適切な連携を図るものとする。 

イ 病院、診療所、訪問看護ステーションとの連携により確保する場合 

看護職員が指定地域密着型通所介護事業所の営業日ごとに利用者の

健康状態の確認を行い、病院、診療所、訪問看護ステーションと指定

地域密着型通所介護事業所が提供時間帯を通じて密接かつ適切な連

携を図るものとする。 

なお、アとイにおける「密接かつ適切な連携」とは、指定地域密着型通所介

護事業所へ駆けつけることができる体制や適切な指示ができる連絡体制な

どを確保することである。 
 

介護職員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配置要件 

第２０条 

三 指定地域密着型通所介護の単位ごとに、当該指定地域密着型通所介護を提

供している時間帯に介護職員（専ら当該指定地域密着型通所介護の提供に

当たる者に限る。）が勤務している時間数の合計数を当該指定地域密着型

通所介護を提供している時間数（次項において「提供単位時間数」という。）

で除して得た数が利用者（〔中略〕）の数が１５人までの場合にあっては

１以上、１５人を超える場合にあっては１５人を超える部分の数を５で除

して得た数に１を加えた数以上確保されるために必要と認められる数 

 

３ 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護の単位ごとに、

第１項第三号の介護職員（前項の適用を受ける場合にあっては、同項の看護

職員又は介護職員。次項及び第７項において同じ。）を、常時１人以上当該

指定地域密着型通所介護に従事させなければならない。 

 

４ 第１項及び第２項の規定にかかわらず、介護職員は、利用者の処遇に支障が

ない場合は、他の指定地域密着型通所介護の単位の介護職員として従事する

ことができるものとする。 

 

【留意事項】 

（１）⑤ 

基準第２０条第１項第三号にいう介護職員（第２項の適用を受ける場合の看

護職員又は介護職員を含む。以下⑤について同じ。）については、指定地域

密着型通所介護の単位ごとに、提供時間数に応じた配置が必要となるもので

あり、確保すべき勤務延時間数は、次の計算式のとおり提供時間数及び利用

者数から算出される。なお、ここでいう提供時間数とは、当該単位における

平均提供時間数（利用者ごとの提供時間数の合計を利用者数で除して得た

数）とする。 

 

（確保すべき介護職員の勤務延時間数の計算式） 

・利用者数１５人まで 

単位ごとに確保すべき勤務延時間数＝平均提供時間数 

・利用者数１６人以上 

単位ごとに確保すべき勤務延時間数＝（（利用者数－１５）÷５＋１）×

平均提供時間数 

※平均提供時間数＝利用者ごとの提供時間数の合計÷利用者数 

 

例えば、利用者数１８人、提供時間数を５時間とした場合、 

（１８－１５）÷５＋１＝１．６ 

となり、５時間の勤務時間数を１．６名分確保すればよいことから、従業員
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の員数にかかわらず、５×１．６＝８時間の勤務延時間数分の人員配置が必

要となる。〔略〕 

なお、介護職員については、指定地域密着型通所介護の単位ごとに常時１名

以上確保することとされているが、これは、介護職員が常に確保されるよう

必要な配置を行うよう定めたものであり、例えば、計算式により算出した確

保すべき勤務延時間数が、当該事業所におけるサービス提供開始時刻から終

了時刻までの時間数に満たない場合であっても、常時１名以上が確保される

よう配置を行う必要があることに留意すること。 

また、介護職員は、利用者の処遇に支障がない場合は他の指定地域密着型通

所介護の単位の介護職員として従事することができるとされたことから、例

えば複数の単位の指定地域密着型通所介護を同じ時間帯に実施している場

合、単位ごとに介護職員等が常に１名以上確保されている限りにおいては、

単位を超えて柔軟な配置が可能である。 
 

機能訓練指導員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配置要件 

第２０条 

四 １以上 

 

６ 第１項第四号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を

防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該指定地域密着型通所介

護事業所の他の職務に従事することができるものとする。 

 

【解釈通知】 

（３）機能訓練指導員（基準第２０条第６項） 

機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための

訓練を行う能力を有する者とされたが、この「訓練を行う能力を有する者」

とは、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん

摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の資格を有する者（はり師及びき

ゅう師については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道

整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置

した事業所で６月以上機能訓練指導に従事した経験を有する者に限る。）と

する。ただし、利用者の日常生活やレクリエーション、行事を通じて行う機

能訓練については、当該事業所の生活相談員又は介護職員が兼務して行って

も差し支えない。 
 

管理者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配置要件 

第２１条 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護事業所ご

とに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指

定地域密着型通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定地域密着型通

所介護事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事するこ

とができるものとする。 

 

【解釈通知】 

（４） 

指定地域密着型通所介護事業所の管理者は常勤であり、かつ、原則として専

ら当該事業所の管理業務に従事するものとする。ただし、以下の場合であっ

て、当該事業所の管理業務に支障がないときは、他の職務を兼ねることがで

きるものとする。なお、管理者は、地域密着型通所介護従事者である必要は

ないものである。 

①当該指定域密着型通所介護事業所の地域密着型通所介護従事者としての

職務に従事する場合 
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②同一の事業者によって設置された他の事業所、施設等の管理者又は従業者

としての職務に従事する場合であって、当該他の事業所、施設等の管理者

又は従業者としての職務に従事する時間帯も、当該指定地域密着型通所介

護事業所へのサービス提供の場面等で生じる事象を適時かつ適切に把握

でき、職員及び業務の一元的な管理・指揮命令に支障が生じないときに、

当該他の事業所、施設等の管理者又は従業者としての職務に従事する場合

（この場合の他の事業所、施設等の事業の内容は問わないが、例えば、管

理すべき事業所数が過剰であると個別に判断される場合や、併設される入

所施設において入所者に対しサービス提供を行う看護・介護職員と兼務す

る場合（施設における勤務時間が極めて限られている場合を除く。）、事

故発生時等の緊急時において管理者自身が速やかに当該指定地域密着型

通所介護事業所に駆け付けることができない体制となっている場合など

は、管理業務に支障があると考えられる。 
 

共通事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配置要件 

第２０条 

５ 前各項の指定地域密着型通所介護の単位は、指定地域密着型通所介護であっ

てその提供が同時に１又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。 

 

７ 第１項の生活相談員又は介護職員のうち１人以上は、常勤でなければならな

い。 

 

８ 指定地域密着型通所介護事業者が第１項第三号に規定する第１号通所事業に

係る指定事業者の指定を併せて受け、かつ、指定地域密着型通所介護の事業と当

該第１号通所事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合につい

ては、市町村の定める当該第一号通所事業の人員に関する基準を満たすことをも

って、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

 

【解釈通知】 

（１）① 

指定地域密着型通所介護の単位とは、同時に、一体的に提供される指定地域

密着型通所介護をいうものであることから、例えば、次のような場合は、２

単位として扱われ、それぞれの単位ごとに必要な従業者を確保する必要があ

る。 

イ 指定地域密着型通所介護が同時に一定の距離を置いた２つの場所で

行われ、これらのサービスの提供が一体的に行われているといえな

い場合 

ロ 午前と午後とで別の利用者に対して指定地域密着型通所介護を提供

する場合 

また、利用者ごとに策定した地域密着型通所介護計画に位置づけられた内容

の指定地域密着型通所介護が一体的に提供されていると認められる場合は、

同一単位で提供時間数の異なる利用者に対して指定地域密着型通所介護を

行うことも可能である。なお、同時一体的に行われているとは認められない

場合は、別単位となることに留意すること。 

（１）② 

８時間以上９時間未満の指定地域密着型通所介護の前後に連続して延長サ

ービスを行う場合にあっては、事業所の実情に応じて、適当数の従業者を配

置するものとする。 

（１）③ 

基準第２０条第１項第一号の生活相談員、同項第三号の介護職員及び同条第

二項の看護職員又は介護職員の人員配置については、当該職種の従業員がサ

ービス提供時間内に勤務する時間数の合計（以下「勤務延時間数」という。）



- 7 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

を提供時間数で除して得た数が基準において定められた数以上となるよう、

勤務延時間数を確保するよう定めたものであり、必要な勤務延時間数が確保

されれば当該職種の従業者の員数は問わないものである。 

（１）⑦ 

利用者の数又は利用定員は、単位ごとの指定地域密着型通所介護についての

利用者の数又は利用定員をいうものであり、利用者の数は実人員、利用定員

は、あらかじめ定めた利用者の数の上限をいうものである。従って、例えば、

１日のうちの午前の提供時間帯に利用者１０人に対して指定地域密着型通

所介護を提供し、午後の提供時間帯に別の利用者１０人に対して指定地域密

着型通所介護を提供する場合であって、それぞれの指定地域密着型通所介護

の定員が１０人である場合には、当該事業所の利用定員は１０人、必要とな

る介護職員は午前午後それぞれにおいて利用者１０人に応じた数というこ

ととなり、人員算定上午前の利用者の数と午後の利用者の数が合算されるも

のではない。 

（１）⑧ 

同一事業所で複数の単位の指定地域密着型通所介護を同時に行う場合であ

っても、常勤の従業者は事業所ごとに確保すれば足りるものである（基準第

２０条第７項関係）。 
 

 

 

人員基準の用語の定義等 

 

（１）常勤換算方法 

当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数（週３２時

間を下回る場合は週３２時間を基本とする。）で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の

員数に換算する方法をいう。 

 

【常勤換算方法による職員数の算定方法について】 

歴月ごとの職員の勤務延時間数を、当該事業所又は施設において常勤の従業者が勤務すべき時間数で

除することによって算定するものとし、小数点第２位以下を切り捨てるものとする。 

※やむを得ない事情により、配置されていた従業員数が一時的に１割の範囲内で減少した場合は、１月

を超えない期間内に従業員が補充されれば、従業員数が減少しなかったものとみなすこととする。 

 

（２）勤務延べ時間数 

勤務表上、当該事業に係るサービスの提供に従事する時間又は当該事業に係るサービス提供のための準

備等を行う時間（待機の時間を含む。）として明確に位置付けられている時間の合計数とする。なお、従

業者１人につき、勤務延時間数に算入することができる時間数は、当該事業所において常勤の従業者が勤

務すべき勤務時間数を上限とする。 

 

（３）常勤 

当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数

（週３２時間を下回る場合は週３２時間を基本とする。）に達している場合「常勤」となる。 

ただし、母性健康管理措置又は育児、介護及び治療のための所定労働時間の短縮等の措置が講じられて

いる者については、利用者の処遇に支障がない体制が事業所として整っている場合は、例外的に常勤の従

業者が勤務すべき時間数を３０時間として取り扱うことを可能とする。 

 

※人員基準において常勤要件が設けられている場合、産前産後休業・育児休業・介護休業・育児休業に準

ずる休業を取得中の期間において、当該人員基準において求められる資質を有する複数の非常勤の従業

者を常勤の従業者の員数に換算することで人員基準を満たすことが可能です。 

※事業者の雇用形態が正規職員であっても、上記の時間に達していない場合は、「非常勤」となります。 
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（４）専ら従事する・専ら提供に当たる 

原則として、サービス提供時間帯を通じて当該サービス以外の職務に従事しないことをいうものであ

る。この場合のサービス提供時間帯とは、当該従事者の当該事業所における勤務時間をいうものであり、

当該従業者の常勤・非常勤の別を問わない。 
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４ 設備に関する基準について 
 

第３節 設備に関する基準【基準第 22条】 

 

基準 第２２条 指定地域密着型通所介護事業所は、食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務室

を有するほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに指定地域密着型通所介

護の提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。 

 

２ 前項に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。 

一 食堂及び機能訓練室 

イ 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積

は、３平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。 

ロ イにかかわらず、食堂及び機能訓練室は、食事の提供の際にはその提供に支障がな

い広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保

できる場合にあっては、同一の場所とすることができる。 

二 相談室 遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること 

 

３ 第１項に掲げる設備は、専ら当該指定地域密着型通所介護の事業の用に供するものでな

ければならない。ただし、利用者に対する指定地域密着型通所介護の提供に支障がない場合

は、この限りでない。 

食堂及び機能

訓練室 

・それぞれ必要な面積を有するものとし、その合計した面積は、利用定員数×3㎡以上。（ダ

イニングキッチン等の台所部分、事務スペース、廊下、柵など通常動かすことのできないも

のを設置しているスペースは面積から除くこと。） 

・食事提供及び機能訓練を行う際それぞれに支障がない広さを確保できる場合は、食堂及び

機能訓練室は同一の場所とすることができる。 

・狭い部屋を多数設置して面積を確保すべきではない。 

・食堂には、洗面所が設けられていることが望ましい。 

相談室 ・部屋ではなくスペースを設けることにより対応する場合、遮へい物を設置するなどして、相

談内容が漏れないように配慮する。 

静養室 ・利用定員に応じた広さであること。 

・布団やベッド等が利用定員に応じて用意されていること。 

・部屋ではなくスペースを設けることにより対応する場合、遮蔽物を設置するなどして、静養

に適した環境となるように配慮すること。 

事務室 ・必要な広さを確保すること。 

・他サービスと共同で事務室を使用する場合、通所介護事業所の事務所として利用する部分

を明確にすること。 

消火設備その

他非常災害に

際して必要な

設備 

・消防法及び建築基準法等、その他の法令等に規定された設備を示しており、それらの設備を

確実に設置しなければならない。 

※所在地変更や指定更新の際には、消防法及び建築基準法に適合していることが必要。 

指定地域密着

型通所介護の

提供に必要な

その他の設備

及び備品 

・トイレ等その他必要な設備を設けること。 

・事業所全体として、各所の段差の解消や手すりを取り付けるなどして、利用者自身で動くこ

とが出来るように、また安全面に配慮すること。 

※宅老所併設の場合、通所介護事業所の区画として申請している部分（静養室）を居室として

使用すべきでない。 
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設備に係る共

用 

指定地域密着型通所介護事業所と指定居宅サービス事業所等を併設している場合に、利用

者へのサービス提供に支障がない場合は、設備基準上両方のサービスに規定があるもの（指

定訪問介護事業所の場合は事務室）は共用が可能である。 

ただし、指定地域密着型通所介護事業所の機能訓練室等と、指定地域密着型通所介護事業所

と併設の関係にある病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院における指定通所リハ

ビリテーション等を行うためのスペースについて共用する場合にあっては、以下の条件に適

合することをもって、これらが同一の部屋等であっても差し支えないものとする。 

イ 当該部屋等において、指定地域密着型通所介護事業所の機能訓練室等と指定通所リハ

ビリテーション等を行うためのスペースが明確に区分されていること。 

ロ 指定地域密着型通所介護事業所の機能訓練室等として使用される区分が、指定地域密

着型通所介護事業所の設備基準を満たし、かつ、指定通所リハビリテーション等を行

うためのスペースとして使用される区分が、指定通所リハビリテーション事業所等の

設備基準を満たすこと。 

また、玄関、廊下、階段、送迎車両など、基準上は規定がないが、設置されるものについて

も、利用者へのサービス提供に支障がない場合は、共用が可能である。なお、設備を共用する

場合、基準第３３条第２項において、指定地域密着型通所介護事業者は、利用者の使用する施

設、食器その他の設備又は飲用する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置

を講じなければならないと規定されていることから、衛生管理等に一層努めること。 

宿泊サービス

を提供する場

合 

第２２条４ 前項ただし書の場合（指定地域密着型通所介護事業者が第一項に掲げる設備を

利用し、夜間及び深夜に指定地域密着型通所介護以外のサービスを提供する場合に限る。）に

は、当該サービスの内容を当該サービスの提供の開始前に当該指定地域密着型通所介護事業

者に係る指定を行った市町村長に届け出るものとする。 

第１号通所事

業 

第２２条５ 指定地域密着型通所介護事業者が第２０条第１項第三号に規定する第１号通所

事業に係る指定事業者の指定を併せて受け、かつ、指定地域密着型通所介護の事業と当該第

１号通所事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、市町村の

定める当該第１号通所事業の設備に関する基準を満たすことをもって、第一項から第三項ま

でに規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 
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５ 運営に関する基準について 
 
第４節 運営に関する基準【基準第 3条の 7～第 3 条の 42】 
 

１内容及び手続の

説明及び同意 

【基準第３７条（基

準 第 ３ 条 の ７ 準

用）】 

指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護の提供の開始に際し、あらかじ

め、利用申込者又はその家族に対し、第２９条に規定する重要事項に関する規程の概要、地域

密着型通所介護従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認めら

れる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同

意を得なければならない。 

 

２ 指定地域密着型通所介護事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があった場合に

は、前項の規定による文書の交付に代えて、第５項で定めるところにより、当該利用申込者又

はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法

その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの（以下この条において「電磁

的方法」という。）により提供することができる。この場合において、当該指定地域密着型通

所介護事業者は、当該文書を交付したものとみなす。 

一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの 

イ 指定地域密着型通所介護事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその

家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者

の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 

ロ 指定地域密着型通所介護事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル

に記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又は

その家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に

備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法（電磁的方法による提供を 

受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、指定地域密着型通

所介護事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録す

る方法） 

二 電磁的記録媒体（電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認

識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用

に供されるものをいう。第１８３条第１項において同じ。）に係る記録媒体をいう。）

をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法 

３ 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することによ

り文書を作成することができるものでなければならない。 

 

４ 第２項第一号の「電子情報処理組織」とは、指定地域密着型通所介護事業者の使用に係る

電子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続し

た電子情報処理組織をいう。 

 

５ 指定地域密着型通所介護事業者は、第２項の規定により第１項に規定する重要事項を提

供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲

げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならな

い。 

一 第２項各号に規定する方法のうち指定地域密着型通所介護事業者が使用するもの 

二 ファイルへの記録の方式 

 

６ 前項の規定による承諾を得た指定地域密着型通所介護事業者は、当該利用申込者又はそ

の家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があった場

合は、当該利用申込者又はその家族に対し、第 1 項に規定する重要事項の提供を電磁的方法

によってしてはならない。ただし、当該利用申込者又はその家族が再び前項の規定による承諾

をした場合は、この限りでない。 

---------------------------------------------------------------------------------- 

【必要な記載内容】 

①重要事項に関する規程の概要 
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②地域密着型通所介護従業者の勤務体制 

③事故発生時の対応 

④苦情処理の体制 

⑤提供するサービスの第三者評価の実施状況（実施の有無、実施した直近の年月日、実施

した評価機関の名称、評価結果の開示状況） 

⑥その他の利用申込者がサービスを選択するために必要な重要事項 

---------------------------------------------------------------------------------- 

【解釈通知】 

①基準第３条の７は、指定地域密着型通所介護事業者は、利用者に対し適切な指定地域密

着型通所介護を提供するため、その提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はそ

の家族に対し、当該指定地域密着型通所介護事業所の重要事項に関する規程の概要、地

域密着型通所介護従業者の勤務体制、事故発生時の対応、苦情処理の体制、提供するサ

ービスの第三者評価の実施状況（実施の有無、実施した直近の年月日、実施した評価機

関の名称、評価結果の開示状況）等の利用申込者がサービスを選択するために必要な重

要事項について、わかりやすい説明書やパンフレット等（当該指定地域密着型通所介護

事業者が、他の介護保険に関する事業を併せて実施している場合、当該パンフレット等

について、一体的に作成することは差し支えないものとする。）の文書を交付して懇切

丁寧に説明を行い、当該事業所から指定定期巡指定地域密着型通所介護の提供を受ける

ことにつき同意を得なければならないこととしたものである。なお、当該同意について

は、書面によって確認することが適当である。 

②〔略〕 

２提供拒否の禁止 

【基準第３７条（基

準 第 ３ 条 の ８ 準

用）】 

指定地域密着型通所介護事業者は、正当な理由なく指定地域密着型通所介の提供を拒んで

はならない。 

 

【解釈通知】 

基準第３条の８は、指定地域密着型通所介護事業者は、原則として、利用申込に対しては

応じなければならないことを規定したものであり、特に、要介護度や所得の多寡を理由に

サービスの提供を拒否することを禁止するものである。提供を拒むことのできる正当な理

由がある場合とは、①当該事業所の現員からは利用申込に応じきれない場合、②利用申込

者の居住地が当該事業所の通常の事業の実施地域外である場合、その他利用申込者に対し

自ら適切な指定地域密着型通所介護を提供することが困難な場合である。 

３サービス提供困

難時の対応 

【基準第３７条（基

準 第 ３ 条 の ９ 準

用）】 

指定地域密着型通所介護事業者は、当該地域密着型通所介護事業所の通常の事業実施地域

（当該事業所が通常時に当該サービスを提供する地域をいう。以下同じ。）等を勘案し、利用

申込者に対し自ら適切な指定地域密着型通所介護を提供することが困難であると認めた場合

は、当該利用申込者に係る指定居宅介護支援事業者（法第４６条第１項に規定する指定居宅介

護支援事業者をいう。以下同じ。）への連絡、適当な他の指定地域密着型通所介護の紹介その

他の必要な措置を速やかに行わなければならない。 

 

【解釈通知】 

指定地域密着型通所介護事業者は、正当な理由により、利用申込者に対し自ら適切な指定

地域密着型通所介護を提供することが困難であると認めた場合には、基準第３条の９の規

定により、当該利用申込者に係る居宅介護支援事業者への連絡、適当な他の指定地域密着

型通所介護等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならないものである。 

４受給資格等の確

認 

【基準第３７条（基

準第３条の１０準

用）】 

指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護の提供を求められた場合は、そ

の者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効

期間を確かめるものとする。 

 

２ 指定地域密着型通所介護事業者は、前項の被保険者証に、法第７８条の３第２項の規定に

より認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、指定地域密着

型通所介護を提供するように努めなければならない。 

 

【解釈通知】 

①基準第３条の１０第１項は、指定地域密着型通所介護の利用に係る費用につき保険給付
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を受けることができるのは、要介護認定を受けている被保険者に限られるものであるこ

とを踏まえ、指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護の提供の開始

に際し、利用者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び

要介護認定の有効期間を確かめなければならないことを規定したものである。 

②基準第３条の１０第２項は、利用者の被保険者証に、指定地域密着型サービスの適切か

つ有効な利用等に関し当該保険者が留意すべき事項に係る認定審査会意見が記載されて

いるときは、指定地域密着型通所介護事業者は、これに配慮して指定地域密着型通所介

護を提供するように努めるべきことを規定したものである。 

５要介護認定の申

請に係る援助 

【基準第３７条（基

準第３条の１１準

用）】 

指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護の提供の開始に際し、要介護認

定を受けていない利用申込者については、要介護認定を受けていない利用申込者については、

要介護認定の申請が既に行われているかどうかを確認し、要介護認定の申請が行われていな

い場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を

行なわなければならない。 

 

２ 指定地域密着型通所介護事業者は、指定居宅介護支援が利用者に対して行われていない

等の場合であって必要と認めるときは、要介護認定の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受

けている要介護認定の有効期間が終了する日の３０日前までに行われるよう、必要な援助を

行わなければならない。 

 

【解釈通知】 

①基準第３条の１１第１項は、要介護認定の申請がなされていれば、要介護認定の効力が

申請時に遡ることにより、指定地域密着型通所介護の利用に係る費用が保険給付の対象

となり得ることを踏まえ、指定地域密着型通所介護事業者は、利用申込者が要介護認定

を受けていないことを確認した場合には、要介護認定の申請が既に行われているかどう

かを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに

当該申請が行われるよう必要な援助をおこなわなければならないことを規定したもので

ある。 

②基準第３条の１１第２項は、要介護認定の有効期間が原則として６ヶ月ごとに終了し、

継続して保険給付を受けるためには要介護更新認定を受ける必要があること及び当該認

定が申請の日から３０日以内におこなわれることとされていることを踏まえ、指定地域

密着型通所介護事業者は、居宅介護支援（これに相当するサービスを含む。）が利用者に

対して行われていない等の場合であって必要と認める時は、要介護認定の更新の申請 

が、遅くとも当該利用者が受けている要介護認定の有効期間が終了する３０日前にはな

されるよう、必要な援助を行わなければならないことを規定したものである。 

６心身の状況等の

把握 

【基準第２３条】 

指定地域密着型通所介護事業所は、指定地域密着型通所介護の提供に当たっては、利用者に

係る指定居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状

況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努

めなければならない。 

７指定居宅介護支

援事業者等との連

携 

【基準第３７条（基

準第３条の１３準

用）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護を提供するに当たっては、指定

居宅介護支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携

に努めなければならない。 

 

２ 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護の提供の終了に際しては、利

用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る指定居宅介護支

援事業者に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密

接な連携に努めなければならない。 

 

【解釈通知】 

基準第３条の１３第１項は、指定地域密着型通所介護は、利用者の在宅生活の継続のため

の総合的な支援を、日々の定期巡回サービス等の実施により継続的に把握される利用者の

心身の状況に応じて柔軟に行うサービスであることから、その他の介護保険サービスの利

用を含めた利用者の地域での生活全般のマネジメントを行う指定居宅介護支援事業者との

連携を密にしておかなければならないこととしたものである。 
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また、指定地域密着型通所介護は、医療が必要とされる場合があることから、医療が円滑

に提供できるよう、常に保健医療サービス等を提供する者との連携の確保に努めなければ

ならないことを規定したものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８法定代理受領サ

ービスの提供を受

けるための援助 

【基準第３７条（基

準第３条の１４準

用）】 

指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護の提供の開始に際し、利用申込

者が介護保険法施行規則第６５条の４各号のいずれにも該当しないときは、当該利用申込者

又はその家族に対し、居宅サービス計画（法第８条第２４項に規定する居宅サービス計画をい

う。）の作成を指定居宅介護支援事業者に依頼する旨を市町村に対して届け出ること等によ

り、指定地域密着型通所介護の提供を法定代理受領サービスとして受けることができる旨を

説明すること、指定居宅介護支援事業者に関する情報を提供することその他の法定代理受領

サービスを行うために必要な援助を行わなければならない。 

 

【解釈通知】 

基準第３条の１４は、介護保険法施行規則（平成 11年厚生省令第 36号。以下「施行規則」

という。）第６５条の４第１項第一号イ又はロに該当する利用者は、指定地域密着型通所

介護の提供を法定代理受領サービスとして受けることができることを踏まえ、指定地域密

着型通所介護事業者は、同項第一号イ又はロにも該当しない利用申込者又はその家族に対

し、指定地域密着型通所介護の提供を法定代理受領サービスとして受けるための要件の説

明、居宅介護支援事業者に関する情報提供その他の法定代理受領サービスを行うために必

要な援助を行わなければならないことを規定したものである。 

９居宅介護サービ

ス計画に沿ったサ

ービスの提供 

【基準第３７条（基

準第３条の１５準

用）】 

指定地域密着型通所介護事業者は、居宅介護サービス計画（法第８条第２４項に規定する居

宅サービス計画をいい、施行規則第６５条の４第一号ハに規定する計画を含む。以下同じ。）

が作成されている場合は、当該居宅サービス計画に沿った指定地域密着型通所介護を提供し

なければならない。 

 

【解釈通知】 

基準第３条の１５は、指定地域密着型通所介護は、居宅サービス計画（法第８条第２４項

に規定する居宅サービス計画をいう。以下同じ。）に沿って提供されなければならないこ

とを規定したものである。指定地域密着型通所介護は、〔略〕訪問時間帯又は内容等の変更

を行った場合は、当該利用者を担当する介護支援専門員に対し適宜報告を行う等、基準第

３条の１３の趣旨を踏まえて適切な連携を図るものとする。 

１０居宅サービス

計画等の変更の援

助 

【基準第３７条（基

準第３条の１６準

用）】 

指定地域密着型通所介護事業者は、利用者が居宅サービス計画の変更を希望する場合は、当

該利用者に係る指定居宅介護支援事業者への連絡その他の必要な援助を行わなければならな

い。 

 

【解釈通知】 

第３条の１６は、指定地域密着型通所介護を法定代理受領サービスとして提供するために

は当該指定地域密着型通所介護が居宅サービス計画に位置付けられている必要があること

を踏まえ、指定地域密着型通所介護事業者は、利用者が居宅サービス計画の変更を希望す

る場合（利用者の状態の変化等により追加的なサービスが必要となり、当該サービスを法

定代理受領サービスとして行う等のために居宅サービス計画の変更が必要となった場合

で、指定地域密着型通所介護事業者からの当該変更の必要性の説明に対し利用者が同意す

※指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準（平成 11年厚生省令第 38

号）第１３条第十二号において､「「介護支援専門員」は、居宅サービス計画に位置

付けた指定居宅サービス事業者等に対して、指定居宅サービス等基準において位置付

けられている評価の提出を求めるものとする」と規定していることを踏まえ、居宅サ

ービス計画に基づきサービスを提供している指定地域密着型通所介護事業者は、当該

居宅サービス計画を作成している指定居宅介護支援事業者から地域密着型通所介護計

画の提供の求めがあった際には、当該地域密着型通所介護計画を提供することに協力

するように努めるものとする。 
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る場合を含む。）は、当該利用者に係る指定居宅介護支援事業者への連絡、サービスを追加

する場合に当該サービスを法定代理受領サービスとして利用する場合には支給限度額の範

囲内で居宅サービス計画を変更する必要がある旨の説明その他の必要な援助を行わなけれ

ばならないことを規定したものである。 

１１サービスの提

供の記録 

【基準第３７条（基

準第３条の１８準

用）】 

 

指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護を提供した際には、当該指定地

域密着型通所介護の提供日及び内容、当該指定地域密着型通所介護について法第４２条の２

第６項の規定により利用者に代わって支払を受ける地域密着型介護サービス費の額その他必

要な事項を、利用者の居宅サービス計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなけ

ればならない。 

 

２ 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護を提供した際には、提供した

具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の

交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。 

 

【解釈通知】 

①基準第３条の１８第１項は、利用者及びサービス事業者が、その時点での区分支給限度

基準額との関係やサービスの利用状況を把握できるようにするために、指定地域密着型

通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護を提供した際には、当該指定地域密着型通

所介護の提供日、サービス内容（〔略〕）、保険給付の額その他必要な事項を、利用者

の居宅サービス計画の書面又はサービス利用票等に記載しなければならないことを規定

したものである。 

②同条第２項は、当該指定地域密着型通所介護の提供日、提供した具体的なサービスの内

容、利用者の心身の状況その他必要な事項を記録するとともに、サービス事業者間の密

接な連携等を図るため、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な

方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならないこととしたものであ

る。また、「その他適切な方法」とは、例えば、利用者の用意する手帳等に記載するな

どの方法である。なお、提供した具体的なサービスの内容等の記録は、基準第３６条第

２項の規定に基づき、２年間保存しなければならない。 

１２利用料等の受

領 

【基準第２４条】 

 

指定地域密着型通所介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定地域密着型通所

介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定地域密着型通所介護に

係る地域密着型介護サービス費用基準額から当該指定地域密着型通所介護事業者に支払われ

る地域密着型介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。 

 

２ 指定地域密着型通所介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定地域密着型

通所介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定地域密着型通所介

護に係る地域密着型介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしな

ければならない。 

 

３ 指定地域密着型通所介護事業者は、前２項の支払を受ける額のほか、次の各号に掲げる費

用の額の支払を利用者から受けることができる。 

一 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う

送迎に要する費用 

二 指定地域密着型通所介護に通常要する時間を超える指定地域密着型通所介護であって

利用者の選定に係るものの提供に伴い必要となる費用の範囲内において、通常の指定

地域密着型通所介護に係る地域密着型介護サービス費用基準額を超える費用 

三 食事の提供に要する費用 

四 おむつ代 

五 前各号に掲げるもののほか、指定地域密着型通所介護の提供において提供される便宜

のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に

負担させることが適当と認められる費用 

４ 前項第三号に掲げる費用については、別に厚生労働大臣が定める（「居住、滞在及び宿泊

並びに食事の提供に係る利用料等に関する指針（平成 17 年 9 月 7 日厚生労働省告示第 419

号）」）ところによるものとする。 
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５ 第３項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族

に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならな

い。 

 

【解釈通知】 

①基準第２４条第１項、第２項及び第５項の規定は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護

看護に係る第３条の１９第１項、第２項及び第４項の規定と同趣旨であるため、第３の

一の４の（１３）の①、②及び④を参照されたい。 

---------------------------------------------------------------------------------- 

第３の一の４の（１３）より 

①基準第２４条第１項は、指定地域密着型通所介護事業者は、法定代理受領サービスとし

て提供される指定地域密着型通所介護についての利用者負担として、地域密着型介護サ

ービス費用基準額の１割、２割又は３割（〔略〕）の支払を受けなければならないことを

規定したものである。 

②基準第２４条第２項は、利用者間の公平及び利用者の保護の観点から、法定代理受領サ

ービスでない指定地域密着型通所介護を提供した際に、その利用者から支払を受ける利

用料の額と、法定代理受領サービスである指定地域密着型通所介護に係る費用の額の間

に、一方の管理経費の他方への転嫁等による不合理な差額を設けてはならないこととし

たものである。なお、そもそも介護保険給付の対象となる指定地域密着型通所介護のサ

ービスと明確に区分されるサービスについては、次のような方法により別の料金設定を

して差し支えない。 

イ 利用者に、当該事業が指定地域密着型通所介護の事業とは別事業であり、当該サー

ビスが介護保険給付の対象とならないサービスであることを説明し、理解を得るこ

と。 

ロ 当該事業の目的、運営方針、利用料等が、指定地域密着型通所介護事業所の運営規

程とは別に定められていること。 

ハ 指定地域密着型通所介護の事業の会計と区分していること。 

④基準第２４第５項は、指定地域密着型通所介護事業者は、前項の交通費の支払を受ける

に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対してその額等に関して説明を行い、

利用者の同意を得なければならないこととしたものである。 

---------------------------------------------------------------------------------- 

②同条第３項は、指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護の提供に関

して、 

イ 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行

う送迎に要する費用 

ロ 指定地域密着型通所介護に通常要する時間を超える指定地域密着型通所介護であっ

て利用者の選定に係るものの提供に伴い必要となる費用の範囲内において、通常の

指定地域密着型通所介護に係る地域密着型介護サービス費用基準額を超える費用 

ハ 食事の提供に要する費用 

ニ おむつ代 

ホ 前各号に掲げるもののほか、指定地域密着型通所介護の提供において提供される便

宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用

者に負担させることが適当と認められるもの 

については、前２項の利用料のほかに利用者から支払を受けることができることとし、

保険給付の対象となっているサービスと明確に区分されないあいまいな名目による費用

の支払を受けることは認めないこととしたものである。なお、ハの費用については、居

住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料等に関する指針（平成 17年厚生労働省

告示第 419 号。以下「指針」という。）の定めるところによるものとし、ホの費用の具

体的な範囲については、別に通知（「通所介護等における日常生活に要する費用の取扱

いについて（平成 12年 3月 30 日老企第 54号)」）するところによるものとする。 

１３保険給付の請

求のための証明書

指定地域密着型通所介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定地域密着型通

所介護に係る利用料の支払を受けた場合は、提供した指定地域密着型通所介護の内容、費用の
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の交付 

【基準第３７条（基

準第３条の２０準

用）】 

 

額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなけ

ればならない。 

 

【解釈通知】 

①基準第３条の２０は、利用者が市町村に対する保険給付の請求を容易に行えるよう、指定

地域密着型通所介護事業者は、法定代理受領サービスでない指定地域密着型通所介護に係

る利用料の支払を受けた場合は、提供した指定地域密着型通所介護の内容、費用の額その

他利用者が保険給付を請求する上で必要と認められる事項を記載したサービス提供証明

書を利用者に対して交付しなければならないことを規定したものである。 

１４指定地域密着

型通所介護の基本

取扱方針 

【基準第２５条】 

 

指定地域密着型通所介護は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その

目標を設定し、計画的に行わなければならない。 

 

２ 指定地域密着型通所介護事業者は、自らその提供する指定地域密着型通所介護の質の評

価を行い、常にその改善を図らなければならない。 

１５指定地域密着

型通所介護の具体

的取扱方針 

【基準第２６条】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指定地域密着型通所介護の方針は、次に掲げるところによるものとする。 

一 指定地域密着型通所介護は、利用者が住み慣れた地域での生活を継続することがで

きるよう、地域住民との交流や地域活動への参加を図りつつ、利用者の心身の状況

を踏まえ、妥当適切に行うものとする。 

二 指定地域密着型通所介護は、利用者一人一人の人格を尊重し、利用者がそれぞれの

役割を持って日常生活を送ることができるよう配慮して行うものとする。 

三 指定地域密着型通所介護の提供に当たっては、次条第１項に規定する地域密着型通

所介護計画に基づき、漫然かつ画一的にならないように、利用者の機能訓練及びそ

の者が日常生活を営むことができるよう必要な援助を行うものとする。 

四 地域密着型通所介護従業者は、指定地域密着型通所介護の提供に当たっては、懇切

丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等につ

いて、理解しやすいように説明を行うものとする。 

五 指定地域密着型通所介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命

又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはな

らない。 

六 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の

状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

七 指定地域密着型通所介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介

護技術をもってサービスの提供を行うものとする。 

八 指定地域密着型通所介護事業者は、常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ、

相談援助等の生活指導、機能訓練その他必要なサービスを利用者の希望に添って適

切に提供する。特に、認知症（法第５条の２第１項に規定する認知症をいう。以下

同じ。）である要介護者に対しては、必要に応じ、その特性に対応したサービスの

提供ができる体制を整えるものとする。 

 

【解釈通知】 

指定地域密着型通所介護の基本取扱方針及び具体的取扱方針については、基準第２５条及

び第２６条の定めるところによるほか、次の点に留意するものとする。 

①指定地域密着型通所介護は、個々の利用者に応じて作成された地域密着型通所介護計画

に基づいて行われるものであるが、グループごとにサービス提供が行われることを妨げ

るものではないこと。 

②基準第２６条第四号で定める「サービスの提供方法等」とは、地域密着型通所介護計画

の目標及び内容や利用日の行事及び日課等も含むものであること。 

③指定地域密着型通所介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は

身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならず、緊

急やむを得ない場合に身体的拘束等を行う場合にあっても、その態様及び時間、その際

の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならないこととし

たものである。 

また、緊急やむを得ない理由については、切迫性、非代替性及び一時性の３つの要件を
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満たすことについて、組織等としてこれらの要件の確認等の手続きを極めて慎重に行う

こととし、その具体的な内容について記録しておくことが必要である。なお、基準第３

６条第２項の規定に基づき、当該記録は、２年間保存しなければならない。 

④認知症の状態にある要介護者で、他の要介護者と同じグループとして、指定地域密着型

通所介護を提供することが困難な場合には、必要に応じグループを分けて対応すること。 

⑤指定地域密着型通所介護は、事業所内でサービスを提供することが原則であるが、次に

掲げる条件を満たす場合においては、事業所の屋外でサービスを提供することができる

ものであること。 

イ あらかじめ地域密着型通所介護計画に位置付けられていること。 

ロ 効果的な機能訓練等のサービスが提供できること。 

⑥利用者が日常生活を送る上で自らの役割を持つことにより、達成感や満足感を得、自信

を回復するなどの効果が期待されるとともに、利用者にとって自らの日常生活の場であ

ると実感できるよう必要な援助を行わなければならないこと。 

１６地域密着型通

所介護計画の作成 

【基準第２７条】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指定地域密着型通所介護事業所の管理者は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれてい

る環境を踏まえて、機能訓練等の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等

を記載した地域密着型通所介護計画を作成しなければならない。 

 

２ 地域密着型通所介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サ

ービス計画の内容に沿って作成しなければならない。 

 

３ 指定地域密着型通所介護事業所の管理者は、地域密着型通所介護計画の作成に当たって

は、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならな

い。 

 

４ 指定地域密着型通所介護事業所の管理者は、地域密着型通所介護計画を作成した際には、

当該地域密着型通所介護計画を利用者に交付しなければならない。 

 

５ 指定地域密着型通所介護従業者は、それぞれの利用者について、地域密着型通所介護計画

に従ったサービスの実施状況及び目標の達成状況の記録を行う。 

 

【解釈通知】 

①基準第２７条で定める地域密着型通所介護計画については、介護の提供に係る計画等の

作成に関し経験のある者や、介護の提供について豊富な知識及び経験を有する者にその

とりまとめを行わせるものとし、当該事業所に介護支援専門員の資格を有する者がいる

場合は、その者に当該計画のとりまとめを行わせることが望ましい。 

②地域密着型通所介護計画は、サービスの提供に関わる従業者が共同して個々の利用者ご

とに作成するものである。 

③地域密着型通所介護計画は、居宅サービス計画に沿って作成されなければならないこと

としたものである。なお、地域密着型通所介護計画を作成後に居宅サービス計画が作成

された場合は、当該地域密着型通所介護計画が居宅サービス計画に沿ったものであるか

確認し、必要に応じて変更するものとする。 

④地域密着型通所介護計画は利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏ま

えて作成されなければならないものであり、サービス内容等への利用者の意向の反映の

機会を保障するため、指定地域密着型通所介護事業所の管理者は、地域密着型通所介護

計画の作成に当たっては、その内容等を説明した上で利用者の同意を得なければならず、

また、当該地域密着型通所介護計画を利用者に交付しなければならない。なお、交付し

た地域密着型通所介護計画は、地域密着型基準第３６条第２項の規定に基づき、２年間

保存しなければならない。 

⑤地域密着型通所介護計画の目標及び内容については、利用者又は家族に説明を行うとと

もに、その実施状況や評価についても説明を行うものとする。 

⑥居宅サービス計画に基づきサービスを提供している指定地域密着型通所介護事業者につ

いては、第３の一の４の（１７）⑫を準用する。この場合において、「定期巡回・随時対
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応型訪問介護看護計画」とあるのは「地域密着型通所介護計画」と読み替える。 

---------------------------------------------------------------------------------- 

第３の一の４の（１７）⑫より 

指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準（平成 11年厚生省令第 38 号)第１

３条第十二号において、「介護支援専門員は、居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービ

ス事業者等に対して、指定居宅サービス等基準において位置付けられている計画の提出を求

めるものとする」と規定していることを踏まえ、居宅サービス計画に基づきサービスを提供し

ている指定地域密着型通所介護事業者は、当該居宅サービス計画を作成している指定居宅介

護支援事業者から地域密着型通所介護計画の提供の求めがあった際には、当該地域密着型通

所介護計画を提供することに協力するよう努めるものとする。 

１７利用者に関す

る市町村への通知  

【基準第３７条（基

準第３条の２６準

用）】 

 

指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護を受けている利用者が次の各

号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければな

らない。 

 

一 正当な理由なしに指定地域密着型通所介護の利用に関する指示に従わないことによ

り、要介護状態の程度を増進させたと認められるとき。 

二 偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。 

 

【解釈通知】 

基準第３条の２６は、偽りその他不正な行為によって保険給付を受けた者及び自己の故意

の犯罪行為又は重大な過失等により、要介護状態又はその原因となった事故を生じさせる

などした者については、市町村が、法第２２条第１項に基づく既に支払った保険給付の徴

収又は法第６４条に基づく保険給付の制限を行うことができることに鑑み、指定地域密着

型通所介護事業者が、その利用者に関し、保険給付の適正化の観点から市町村に通知しな

ければならない事由を列記したものである。 

１８緊急時等の対

応 

【基準第３７条（基

準第１２条準用）】 

 

地域密着型通所介護従業者等は、現に指定地域密着型通所介護の提供を行っているときに

利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う

等の必要な措置を講じなければならない。 

 

【解釈通知】 

基準第１２条は、地域密着型通所介護従業者が現に指定地域密着型通所介護の提供を行っ

ているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、運営規程に定められ

た緊急時の対応方法に基づき速やかに主治医への連絡を行う等の必要な措置を講じなけれ

ばならないこととしたものである。。 

１９管理者の責務 

【基準第２８条】 

 

指定地域密着型通所介護事業所の管理者は、当該指定地域密着型通所介護事業所の従業者

の管理及び指定地域密着型通所介護の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その

他の管理を一元的に行うものとする。 

 

２ 指定地域密着型通所介護事業所の管理者は、当該指定地域密着型通所介護事業所の従業

者にこの節（第４節運営に関する基準）の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものと

する。 

 

【解釈通知】 

基準第２８条は、指定地域密着型通所介護事業所の管理者の責務を、介護保険法の基本理

念を踏まえた利用者本位のサービス提供を行うため、利用者へのサービス提供の場面等で

生じる事象を適時かつ適切に把握しながら、従業者及び業務の管理を一元的に行うととも

に、従業者に基準の第２章の２第４節の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うこと

としたものである。 

２０運営規程 

【基準第２９条】 

 

 

 

指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護事業所ごとに、次に掲げる事業

の運営についての重要事項に関する規程（以下この節において「運営規程」という。）を定め

ておかなければならない。 

一 事業の目的及び運営の方針 

二 従業者の職種、員数及び職務の内容 
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三 営業日及び営業時間 

四 指定地域密着型通所介護の利用定員 

五 指定地域密着型通所介護の内容及び利用料その他の費用の額 

六 通常の事業の実施地域 

七 サービス利用に当たっての留意事項 

八 緊急時等における対応方法 

九 非常災害対策 

十 虐待の防止のための措置に関する事項 ※令和６年４月１日より義務化 

十一 その他運営に関する重要事項 

 

【解釈通知】 

基準第２９条は、指定地域密着型通所介護の事業の適正な運営及び利用者に対する適切な

指定地域密着型通所介護の提供を確保するため、同条第一号から第十一号までに掲げる事

項を内容とする規程を定めることを指定地域密着型通所介護事業所ごとに義務づけたもの

であるが、特に次の点に留意するものとする。 

 

①営業日及び営業時間（第三号） 

指定地域密着型通所介護の営業日及び営業時間を記載すること。 

なお、８時間以上９時間未満の指定地域密着型通所介護の前後に連続して延長サービス

を行う指定地域密着型通所介護事業所にあっては、サービス提供時間とは別に当該延長

サービスを行う時間を運営規程に明記すること。例えば、提供時間帯（９時間）の前に

連続して１時間、後に連続して２時間、合計３時間の延長サービスを行う指定地域密着

型通所介護事業所にあっては、当該指定地域密着型通所介護事業所の営業時間は１２時 

間であるが、運営規程には、提供時間帯９時間、延長サービスを行う時間３時間とそれ

ぞれ記載するものとすること。 

②指定地域密着型通所介護の利用定員（第四号） 

利用定員とは、当該指定地域密着型通所介護事業所において同時に指定地域密着型通所

介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいうものであること。 

※利用定員の上限は、介護保険法第８条第７項の厚生労働省令で定める数である１９人

未満であること。 

③指定地域密着型通所介護の内容及び利用料その他の費用の額（第五号） 

「指定地域密着型通所介護の内容」については、入浴、食事の有無等のサービスの内容

を指すものであること 

④サービス利用に当たっての留意事項（第七号） 

利用者が指定地域密着型通所介護の提供を受ける際に、利用者側が留意すべき事項（機

能訓練室を利用する際の注意事項等）を指すものであること。 

⑤非常災害対策（第九号） 

（８）の非常災害に関する具体的計画を指すものであること（基準第５４条第九号、第

１２５条第八号及び第１４８条第七号についても同趣旨）。 

---------------------------------------------------------------------------------- 

第３の一の４の（２１）より 

〔略〕なお、同一事業者が同一敷地内にある事業所において、複数のサービス種類について事

業者指定を受け、それらの事業を一体的に行う場合においては、運営規程を一体的に作成する

ことも差し支えない〔略〕。 

①従業者の職種、員数及び職務の内容(第二号) 

従業者の「員数」は日々変わりうるものであるため、業務負担軽減等の観点から、規程

を定めるに当たっては、基準第３条の４において置くべきとされている員数を満たす範

囲において、「○人以上」と記載することも差し支えない（基準第３条の７に規定する

重要事項を記した文書に記載する場合についても、同様とする。）〔略〕。 

②③〔略〕 

④利用料その他の費用の額（第四号） 

「利用料」としては、法定代理受領サービスである指定地域密着型通所介護に係る利用

料(１割負担、２割負担又は３割負担)及び法定代理受領サービスでない指定地域密着型
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通所介護の利用料を、「その他の費用の額」としては、基準第３条の１９第３項により

徴収が認められている交通費の額及び必要に応じてその他のサービスに係る費用の額を

規定するものであること〔略〕。 

⑤通常の事業の実施地域（第六号） 

通常の事業の実施地域は、客観的にその区域が特定されるものとすること。なお、通常

の事業の実施地域は、利用申込に係る調整等の観点からの目安であり、当該地域を越え

てサービスが行われることを妨げるものではないものであること。また、通常の事業の

実施地域については、事業者が任意に定めるものであるが、指定地域密着型サービスで

ある指定地域密着型通所介護については、市町村が定める日常生活圏域内は、少なくと

も通常の事業の実施地域に含めることが適当であること。さらに、事業所所在地の市町

村の同意を得て事業所所在地以外の他の市町村から指定を受けた場合には、当該他の市

町村の一部の日常生活圏域を事業の実施地域の範囲に加えることもあること〔略〕。 

⑥虐待の防止のための措置に関する事項（第十号） 

（３１）の虐待の防止に係る、組織内の体制（責任者の選定、従業者への研修方法や研

修計画等）や虐待又は虐待が疑われる事案（以下「虐待等」という。）が発生した場合

の対応方法等を指す内容であること〔略〕。 

２１勤務体制の確

保等 

【基準第３０条】 

 

指定地域密着型通所介護事業者は、利用者に対し適切な指定地域密着型通所介護を提供で

きるよう、指定地域密着型通所介護事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければ

ならない。 

 

２ 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護事業所ごとに、当該指定地域

密着型通所介護事業所の従業者によって指定地域密着型通所介護を提供しなければならな

い。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。 

 

３ 指定地域密着型通所介護事業者は、地域密着型通所介護従業者の資質の向上のために、そ

の研修の機会を確保しなければならない。その際、当該指定地域密着型通所介護事業者は、全

ての地域密着型通所介護従業者（看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第８条

第２項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く）に対 

し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。

※令和６年４月１日から義務化 

 

４ 指定地域密着型通所介護事業者は、適切な指定地域密着型通所介護の提供を確保する観

点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務

上必要かつ相当な範囲を超えたものにより地域密着型通所介護従業者の就業環境が害される

ことを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。 

 

【解釈通知】 

 

基準第３０条は、利用者に対する適切な指定地域密着型通所介護の提供を確保するため、

職員の勤務体制等について規定したものであるが、このほか次の点に留意するものとする。 

 

①指定地域密着型通所介護事業所ごとに、原則として月ごとの勤務表を作成し、地域密着

型通所介護従業者の日々の勤務時間、常勤・非常勤の別、専従の生活相談員、看護職員、

介護職員及び機能訓練指導員の配置、管理者との兼務関係等を明確にすること。 

②同条第２項は、原則として、当該指定地域密着型通所介護事業所の従業者たる地域密着

型通所介護従業者によって指定地域密着型通所介護を提供するべきであるが、調理、洗

濯等の利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、第三者への委託等を行う

ことを認めるものであること。 

③同条第３項前段は、当該指定地域密着型通所介護事業所の従業者の質の向上を図るため、

研修機関が実施する研修や当該事業所内の研修への参加の機会を計画的に確保すること

としたものであること。 

また、同項後段は、介護サービス事業者に、介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉

関係の資格を有さない者について、認知症介護基礎研修を受講させるために必要な措置
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を講じることを義務づけることとしたものであり、これは、介護に関わる全ての者の認

知症対応力を向上させ、認知症についての理解の下、本人主体の介護を行い、認知症の

人の尊厳の保障を実現していく観点から実施するものであること。 

当該義務付けの対象とならない者は、各資格のカリキュラム等において、認知症介護に

関する基礎的な知識及び技術を習得している者とすることとし、具体的には、同条第３

項において規定されている看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、実務者研

修修了者、介護職員初任者研修修了者、生活援助従事者研修修了者に加え、介護職員基

礎研修課程又は訪問介護員養成研修課程一級課程・二級課程修了者、社会福祉士、医師、

歯科医師、薬剤師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、精神保健福祉士、管理栄養

士、栄養士、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師等とする。 

④同条第４項の規定は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護に係る基準第３条の３０第５

項と基本的に同趣旨であるため、第３の一の４の（２２）⑥を参照されたいこと。 

---------------------------------------------------------------------------------- 

第３の一の４の（２２）⑥より 

⑥同条第５項は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（昭

和 47 年法律第 113 号)第１１条第１項及び労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用

の安定及び職業生活の充実等に関する法律（昭和 41 年法律第 132 号)第３０条の２第１

項の規定に基づき、事業主には、職場におけるセクシュアルハラスメントやパワーハラ

スメント（以下「職場におけるハラスメント」という。）の防止のための雇用管理上の措

置を講じることが義務づけられていることを踏まえ、規定したものである。事業主が講

ずべき措置の具体的内容及び事業主が講じることが望ましい取組については、次のとお

りとする。なお、セクシュアルハラスメントについては、上司や同僚に限らず、利用者や

その家族等から受けるものも含まれることに留意すること。 

イ 事業主が講ずべき措置の具体的内容 

事業主が講ずべき措置の具体的な内容は、事業主が職場における性的な言動に起因す

る問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針（平成 18 年厚生労働省告

示第 615 号）及び事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問

題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(令和２年厚生労働省告示第５

号。以下「パワーハラスメント指針」という。)において規定されているとおりである

が、特に留意されたい内容は以下のとおりである。 

ａ 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発 

職場におけるハラスメントの内容及び職場におけるハラスメントを行ってはなら

ない旨の方針を明確化し、従業者に周知・啓発すること。 

ｂ 相談(苦情を含む。以下同じ。)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備 

相談に対応する担当者をあらかじめ定めること等により、相談への対応のための窓

口をあらかじめ定め、労働者に周知すること。 

なお、パワーハラスメント防止のための事業主の方針の明確化等の措置義務について

は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律（令和

元年法律第 24 号）附則第３条の規定により読み替えられた労働施策の総合的な推進

並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第３０条の２第１項

の規定により、中小企業（医療・介護を含むサービス業を主たる事業とする事業主に

ついては資本金が５，０００万円以下又は常時使用する従業員の数が１００人以下の

企業）は、令和４年４月１日から義務化となり、それまでの間は努力義務とされてい

るが、適切な勤務体制の確保等の観点から、必要な措置を講じるよう努められたい。 

ロ 事業主が講じることが望ましい取組について 

パワーハラスメント指針においては、顧客等からの著しい迷惑行為（カスタマーハラ

スメント）の防止のために、事業主が雇用管理上の配慮として行うことが望ましい取

組の例として、①相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備、②被害者へ

の配慮のための取組（メンタルヘルス不調への相談対応、行為者に対して１人で対応

させない等）及び③被害防止のための取組（マニュアル作成や研修の実施等、業種・

業態等の状況に応じた取組）が規定されている。介護現場では特に、利用者又はその

家族等からのカスタマーハラスメントの防止が求められていることから、イ（事業主

が講ずべき措置の具体的内容）の必要な措置を講じるにあたっては、「介護現場にお
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けるハラスメント対策マニュアル」、「（管理職・職員向け）研修のための手引き」

等を参考にした取組を行うことが望ましい。この際、上記マニュアルや手引きについ

ては、以下の厚生労働省ホームページに掲載しているので参考にされたい。

(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05120.html) 

加えて、都道府県において、地域医療介護総合確保基金を活用した介護職員に対する

悩み相談窓口設置事業や介護事業所におけるハラスメント対策推進事業を実施して

いる場合、事業主が行う各種研修の費用等について助成等を行っていることから、事

業主はこれらの活用も含め、介護事業所におけるハラスメント対策を推進することが

望ましい。 

２２業務継続計画

の策定等 

【基準第３７条（基

準第３条の３０の

２準用）】 

※令和６年４月１

日より義務化 

指定地域密着型通所介護事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指

定地域密着型通所介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再

開を図るための計画（以下「業務計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な

措置を講じなければならない。 

 

２ 指定地域密着型通所介護事業者は、地域密着型通所介護従業者に対し、業務継続計画につ

いて周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。 

 

３ 指定地域密着型通所介護事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて

業務継続計画の変更を行うものとする。 

 

【解釈通知】 

①基準第３７条により指定地域密着型通所介護の事業について準用される基準第３条の３

０の２は、指定地域密着型通所介護事業者は、感染症や災害が発生した場合にあっても、

利用者が継続して指定地域密着型通所介護の提供を受けられるよう、業務継続計画を策

定するとともに、当該業務継続計画に従い、地域密着型通所介護従業者に対して、必要

な研修及び訓練（シミュレーション）を実施しなければならないこととしたものである。

なお、業務継続計画の策定、研修及び訓練の実施については、基準第３条の３０の２に

基づき事業所に実施が求められるものであるが、他のサービス事業者との連携等により

行うことも差し支えない。また、感染症や災害が発生した場合には、従業者が連携し取

り組むことが求められることから、研修及び訓練の実施にあたっては、全ての従業者が

参加できるようにすることが望ましい。 

②業務継続計画には、以下の項目等を記載すること。なお、各項目の記載内容については、

「介護施設・事業所における感染症発生時の業務継続ガイドライン」及び「介護施設・事

業所における自然災害発生時の業務継続ガイドライン」を参照されたい。また、想定さ

れる災害等は地域によって異なるものであることから、項目については実態に応じて設

定すること。なお、感染症及び災害の業務継続計画を一体的に策定することを妨げるも

のではない。さらに、感染症に係る業務継続計画、災害に係る業務継続計画並びに非常

災害に関する具体的計画については、それぞれに対応する項目を適切に設定している場

合には、一体的に策定することとして差し支えない。 

イ 感染症に係る業務継続計画 

ａ 平時からの備え（体制構築・整備、感染症防止に向けた取組の実施、備蓄品の確

保等） 

ｂ 初動対応 

ｃ 感染拡大防止体制の確立（保健所との連携、濃厚接触者への対応、関係者との情

報共有等） 

ロ 災害に係る業務継続計画 

ａ 平常時の対応（建物・設備の安全対策、電気・水道等のライフラインが停止した

場合の対策、必要品の備蓄等） 

ｂ 緊急時の対応（業務継続計画発動基準、対応体制等） 

ｃ 他施設及び地域との連携 

③研修の内容は、感染症及び災害に係る業務継続計画の具体的内容を職員間に共有すると

ともに、平常時の対応の必要性や、緊急時の対応にかかる理解の励行を行うものとする。

職員教育を組織的に浸透させていくために、定期的（年１回以上）な教育を開催すると
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ともに、新規採用時には別に研修を実施することが望ましい。また、研修の実施内容に

ついても記録すること。なお、感染症の業務継続計画に係る研修については、感染症の

予防及びまん延の防止のための研修と一体的に実施することも差し支えない。 

④訓練（シミュレーション）においては、感染症や災害が発生した場合において迅速に行

動できるよう、業務継続計画に基づき、事業所内の役割分担の確認、感染症や災害が発

生した場合に実践するケアの演習等を定期的（年１回以上）に実施するものとする。な

お、感染症の業務継続計画に係る訓練については、感染症の予防及びまん延の防止のた

めの訓練と一体的に実施することも差し支えない。また、災害の業務継続計画に係る訓

練については、感染症の予防及びまん延の防止のための訓練と一体的に実施することも

差し支えない。訓練の実施は、机上を含めその実施手法は問わないものの、机上及び実

地で実施するものを適切に組み合わせながら実施することが適切である。 

２３定員の遵守 

【基準第３１条】 

指定地域密着型通所介護事業者は、利用定員を超えて指定地域密着型通所介護の提供を行

ってはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りではない。 

２４非常災害対策 

【基準第３２条】 

指定地域密着型通所介護事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係

機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に

避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。 

 

２ 指定地域密着型通所介護事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参

加が得られるよう連携に努めなければならない。 

 

【解釈通知】 

①基準第３２条は、指定地域密着型通所介護事業者は、非常災害に際して必要な具体的計

画の策定、関係機関通への通報及び連携体制の整備、避難、救出訓練の実施等の対策の

万全を期さなければならないこととしたものである。関係機関への通報及び連携体制の

整備とは、火災等の災害時に、地域の消防機関へ速やかに通報する体制をとるよう従業

員に周知徹底するとともに、日頃から消防団や地域住民との連携を図り、火災等の際に

消火・避難等に協力してもらえるような体制作りを求めることとしたものである。なお

「非常災害に関する具体的計画」とは、消防法施行規則第３条に規定する消防計画（こ

れに準ずる計画を含む。）及び風水害、地震等の災害に対処するための計画をいう。この

場合、消防計画の策定及びこれに基づく消防業務の実施は、消防法第８条の規定により

防火管理者を置くこととされている指定地域密着型通所介護事業所にあってはその者に

行わせるものとする。また、防火管理者を置かなくてもよいこととされている指定地域

密着型通所介護事業所においても、防火管理について責任者を定め、その者に消防計画

に準ずる計画の樹立等の業務を行わせるものとする。 

②同条第２項は、指定地域密着型通所介護事業者が前項に規定する避難、救出その他の訓

練の実施に当たって、できるだけ地域住民の参加が得られるよう努めることとしたもの

であり、そのためには、地域住民の代表者等により構成される運営推進会議を活用し、

日頃から地域住民との密接な連携体制を確保するなど、訓練の実施に協力を得られる体

制づくりに努めることが必要である。訓練の実施に当たっては、消防関係者の参加を促

し、具体的な指示を仰ぐなど、より実効性のあるものとすること。 

２５衛生管理等 

【基準第３３条】 

※令和６年４月１

日より義務化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努

め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。 

 

２ 当該指定地域密着型通所介護事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように

次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 

一 当該指定地域密着型通所介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための

対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）

をおおむね６月に１回以上開催するとともに、その結果について、地域密着型通所介

護従業者に周知徹底を図ること。 

二 当該指定地域密着型通所介護事業所にける感染症の予防及びまん延の防止のための指

針を整備すること。 

三 当該指定地域密着型通所介護事業所において、地域密着型通所介護従業者に対し、感

染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。 
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【解釈通知】 

①基準第３３条は、指定地域密着型通所介護事業所の必要最低限の衛生管理等について規

定したものであるが、このほか、次の点に留意するものとする。 

イ 指定地域密着型通所介護事業者は、食中毒及び感染症の発生を防止するための措置

等について、必要に応じて保健所の助言、指導を求めるとともに、常に密接な連携

を保つこと。 

ロ 特にインフルエンザ対策、腸管出血性大腸菌感染症対策、レジオネラ症対策等につ

いては、その発生及びまん延を防止するための措置について、別途通知等が発出さ

れているので、これに基づき、適切な措置を講じること。 

ハ 空調設備等により施設内の適温の確保に努めること。 

②同条第２項に規定する感染症が発生し、又はまん延しないように講ずるべき措置につい

ては、具体的には次のイからハまでの取扱いとすること。各事項について、同項に基づ

き事業所に実施が求められるものであるが、他のサービス事業者との連携等により行う

ことも差し支えない。 

イ 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会 

当該事業所における感染対策委員会であり、感染対策の知識を有する者を含む、幅

広い職種により構成することが望ましく、特に、感染症対策の知識を有する者につ

いては外部の者も含め積極的に参画を得ることが望ましい。構成メンバーの責任及

び役割分担を明確にするとともに、感染対策担当者を決めておくことが必要であ

る。感染対策委員会は、利用者の状況など事業所の状況に応じ、おおむね６月に１

回以上、定期的に開催するとともに、感染症が流行する時期等を勘案して必要に応

じ随時開催する必要がある。感染対策委員会は、テレビ電話装置等を活用して行う

ことができるものとする。この際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護

関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医

療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。なお、感染

対策委員会は、他の会議体を設置している場合、これと一体的に設置・運営するこ

ととして差し支えない。また、事業所に実施が求められるものであるが、他のサー

ビス事業者との連携等により行うことも差し支えない。 

ロ 感染症の予防及びまん延の防止のための指針 

当該事業所における「感染症の予防及びまん延の防止のための指針」には、平常時

の対策及び発生時の対応を規定する。平常時の対策としては、事業所内の衛生管理

（環境の整備等）、ケアにかかる感染対策（手洗い、標準的な予防策）等、発生時

の対応としては、発生状況の把握、感染拡大の防止、医療機関や保健所、市町村に

おける事業所関係課等の関係機関との連携、行政等への報告等が想定される。また、

発生時における事業所内の連絡体制や上記の関係機関への連絡体制を整備し、明記

しておくことも必要である。なお、それぞれの項目の記載内容の例については、「介

護現場における感染対策の手引き」を参照されたい。 

ハ 感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練 

地域密着型通所介護従業者に対する「感染症の予防及びまん延の防止のための研

修」の内容は、感染対策の基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するとともに、

当該事業所における指針に基づいた衛生管理の徹底や衛生的なケアの励行を行う

ものとする。職員教育を組織的に浸透させていくためには、当該事業所が定期的な

教育（年１回以上）を開催するとともに、新規採用時には感染対策研修を実施する

ことが望ましい。また、研修の実施内容についても記録することが必要である。 

なお、研修の実施は、厚生労働省「介護施設・事業所の職員向け感染症対策力向上

のための研修教材」等を活用するなど、事業所内で行うものでも差し支えなく、当

該事業所の実態に応じ行うこと。 

また、平時から、実際に感染症が発生した場合を想定し、発生時の対応について、

訓練（シミュレーション）を定期的（年１回以上）に行うことが必要である。訓練

においては、感染症発生時において迅速に行動できるよう、発生時の対応を定めた

指針及び研修内容に基づき、事業所内の役割分担の確認や、感染対策をした上での

ケアの演習などを実施するものとする。 

訓練の実施は、机上を含めその実施手法は問わないものの、机上及び実地で実施す
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るものを適切に組み合わせながら実施することが適切である。 

２６掲示 

【基準第３７条（第

３条の３２準用）】 

 

指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護事業所の見やすい場所に、運営

規程の概要、地域密着型通所介護従業者の勤務の体制その他利用申込者のサービス選択に資

すると認められる重要事項（以下この条において単に「重要事項」という。）を掲示しなけれ

ばならない。 

 

２ 指定地域密着型通所介護事業者は、重要事項を記載した書面を当該地域密着型通所介護

事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定

による掲示に代えることができる。 

 

３ 指定地域密着型通所介護事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなけれ

ばならない。※重要事項のウェブサイトへの掲載は、令和７年４月１日より適用 

 

【解釈通知】 

①基準第３条の３２第１項は、指定地域密着型通所介護事業者は、運営規程の概要、地域

密着型通所介護従業者の勤務体制、事故発生時の対応、苦情処理の体制、提供するサー

ビスの第三者評価の実施状況（実施の有無、実施した直近の年月日、実施した評価機関

の名称、評価結果の開示状況）等の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる

重要事項を指定地域密着型通所介護事業所の見やすい場所に掲示することを規定したも

のである。また、同条第３項は、指定地域密着型通所介護事業者は、原則として、重要事

項を当該指定地域密着型通所介護事業者のウェブサイトに掲載しなければならないこと

を規定したものであるが、ウェブサイトとは、法人のホームページ等又は介護サービス

情報公表システムのことをいう。なお、指定地域密着型通所介護事業者は、重要事項の

掲示及びウェブサイトへの掲載を行うにあたり、次に掲げる点に留意する必要がある。 

イ 事業所の見やすい場所とは、重要事項を伝えるべき介護サービスの利用申込者、利

用者又はその家族に対して見やすい場所のことであること。 

ロ 地域密着型通所介護従業者の勤務の体制については、職種ごと、常勤・非常勤ごと

等の人数を掲示する趣旨であり、地域密着型通所介護従業者の氏名まで掲示するこ

とを求めるものではないこと。 

ハ 介護保険法施行規則第１４０条の４４各号に掲げる基準に該当する指定地域密着型

通所介護事業者については、介護サービス情報制度における報告義務の対象ではな

いことから、基準省令第３条の３２第３項の規定によるウェブサイトへの掲載は行

うことが望ましいこと。なお、ウェブサイトへの掲載を行わない場合も、同条第１

項の規定による掲示は行う必要があるが、これを同条第２項や基準省令第１８３条

第１項の規定による措置に代えることができること。 

 

「施行規則第１４０条の４４各号に掲げる基準」とは、 

ａ 年間の居宅介護サービス費の支給の対象となるサービスの対価として支払い

を受けた金額が１００万円以下であるもの 

ｂ 災害その他都道府県知事に対し報告を行うことができないことにつき正当な

理由があるものをいう。 

 

②同条第２項は、重要事項を記載したファイル等を介護サービスの利用申込者、利用者又

はその家族等が自由に閲覧可能な形で当該指定地域密着型通所介護事業所内に備え付け

ることで同条第１項の掲示に代えることができることを規定したものである。 

２７秘密保持等 

【基準第３７条（基

準第３条の３３準

用）】 

 

 

指定地域密着型通所介護事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者

又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 

 

２ 指定地域密着型通所介護事業者は、当該指定地域密着型通所介護事業所の従業者であっ

た者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがな

いよう、必要な措置を講じなければならない。 
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３ 指定地域密着型通所介護事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を

用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あ

らかじめ文書により得ておかなければならない。 

【解釈通知】 

①基準第３条の３３第１項は、指定地域密着型通所介護事業所の地域密着型通所介護従業

者その他の従業者に、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密の保持を義務づけ

たものである。 

②同条第２項は、指定地域密着型通所介護事業者に対して、過去に当該指定地域密着型通

所介護事業所の地域密着型通所介護従業者その他の従業者であった者が、その業務上知

り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう必要な措置を取ることを義務

づけたものであり、具体的には、指定地域密着型通所介護事業者は、当該指定地域密着

型通所介護事業所の地域密着型通所介護従業者その他の従業者が、従業者でなくなった

後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、地域密着型通所介護従業者その他の従業

者との雇用時等に取り決め、例えば違約金についての定めを置くなどの措置を講ずべき

こととするものである。 

③同条第３項は、地域密着型通所介護従業者がサービス担当者会議等において、課題分析

情報等を通じて利用者の有する問題点や解決すべき課題等の個人情報を、介護支援専門

員や他のサービスの担当者と共有するためには、指定地域密着型通所介護事業者は、あ

らかじめ、文書により利用者又はその家族から同意を得る必要があることを規定したも

のであるが、この同意は、サービス提供開始時に利用者及びその家族から包括的な同意

を得ておくことで足りるものである。 

２８広告 

【基準第３７条（基

準第３条の３４準

用）】 

 

指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護事業所について広告をする場

合においては、その内容が虚偽又は誇大なものとしてはならない。 

２９指定居宅介護

支援事業者に対す

る利益供与の禁止 

【基準第３７条（基

準第３条の３５準

用）】 

 

指定地域密着型通所介護事業者は、指定居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、利用者

に特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益

を供与してはならない。 

 

【解釈通知】 

基準第３条の３５は、居宅介護支援の公正中立性を確保するために、指定地域密着型通所

介護事業者は、指定居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事

業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与し

てはならないこととしたものである。 

３０苦情処理 

【基準第３７条（基

準第３条の３６準

用）】 

 

 

指定地域密着型通所介護事業者は、提供した指定地域密着型通所介護に係る利用者及びそ

の家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置す

る等の必要な措置を講じなければならない。 

 

２ 指定地域密着型通所介護事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等

を記録しなければならない。 

 

３ 指定地域密着型通所介護事業者は、提供した指定地域密着型通所介護に関し、法第２３条

の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職

員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力

するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って

必要な改善を行わなければならない。 

 

４ 指定地域密着型通所介護事業者は、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内

容を市町村に報告しなければならない。 

 

５ 指定地域密着型通所介護事業者は、提供した指定地域密着型通所介護に係る利用者から

の苦情に関して国民健康保険団体連合会（国民健康保険法（昭和 33 年法律第 192 号）第４５



- 28 - 

 

条第５項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。）が行う法第１７６条第１項

第三号の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から同号の指導又は助言を受け

た場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

６ 指定地域密着型通所介護事業者は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合に

は、前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。 

 

【解釈通知】 

①基準第３条の３６第１項にいう「必要な措置」とは、具体的には、相談窓口、苦情処理の

体制及び手順等当該事業所における苦情を処理するために講ずる措置の概要について明

らかにし、利用申込者又はその家族にサービスの内容を説明する文書に苦情に対する対

応の内容についても併せて記載するとともに、事業所に掲示し、かつ、ウェブサイトに

掲載すること等である。なお、ウェブサイトへの掲載に関する取扱いは、第３の一の４

の（２５）の①に準ずるものとする。 

---------------------------------------------------------------------------------- 

第３の一の４の（２５）より 

①基準第３条の３２第１項は、指定地域密着型通所介護事業者は、運営規程の概要、地域

密着型通所介護従業者の勤務体制、事故発生時の対応、苦情処理の体制、提供するサー

ビスの第三者評価の実施状況（実施の有無、実施した直近の年月日、実施した評価機関

の名称、評価結果の開示状況）等の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる

重要事項を指定地域密着型通所介護事業所の見やすい場所に掲示することを規定したも

のである。また、同条第３項は、指定地域密着型通所介護事業者は、原則として、重要事

項を当該指定地域密着型通所介護事業者のウェブサイトに掲載しなければならないこと

を規定したものであるが、ウェブサイトとは、法人のホームページ等又は介護サービス

情報公表システムのことをいう。なお、指定地域密着型通所介護事業者は、重要事項の

掲示及びウェブサイトへの掲載を行うにあたり、次に掲げる点に留意する必要がある。 

イ 事業所の見やすい場所とは、重要事項を伝えるべき介護サービスの利用申込者、利用

者又はその家族に対して見やすい場所のことであること。 

ロ 地域密着型通所介護従業者の勤務の体制については、職種ごと、常勤・非常勤ごと等

の人数を掲示する趣旨であり、地域密着型通所介護従業者の氏名まで掲示することを求

めるものではないこと。 

ハ 介護保険法施行規則第１４０条の４４各号に掲げる基準に該当する指定地域密着型通

所介護事業者については、介護サービス情報制度における報告義務の対象ではないこと

から、基準省令第３条の３２第３項の規定によるウェブサイトへの掲載は行うことが望

ましいこと。なお、ウェブサイトへの掲載を行わない場合も、同条第１項の規定による

掲示は行う必要があるが、これを同条第２項や基準省令第１８３条第１項の規定による

措置に代えることができること。 

「施行規則第１４０条の４４各号に掲げる基準」とは、 

ａ 年間の居宅介護サービス費の支給の対象となるサービスの対価として支払いを受けた

金額が１００万円以下であるもの 

ｂ 災害その他都道府県知事に対し報告を行うことができないことにつき正当な理由があ

るものをいう。 

「施行規則第１４０条の４４各号に掲げる基準」とは、 

ａ 年間の居宅介護サービス費の支給の対象となるサービスの対価として支払い

を受けた金額が１００万円以下であるもの 

ｂ 災害その他都道府県知事に対し報告を行うことができないことにつき正当な

理由があるものをいう。 

---------------------------------------------------------------------------------- 

②同条第２項は、利用者及びその家族からの苦情に対し、指定地域密着型通所介護事業者

が組織として迅速かつ適切に対応するため、当該苦情（指定地域密着型通所介護事業者

が提供したサービスとは関係のないものを除く。）の受付日、その内容等を記録するこ

とを義務づけたものである。また、指定地域密着型通所介護は、苦情がサービスの質の

向上を図る上での重要な情報であるとの認識に立ち、苦情の内容を踏まえ、サービスの

質の向上に向けた取組を行うことが必要である。なお、基準第３６条第２項の規定に基
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づき、苦情の内容等の記録は、２年間保存しなければならない。 

③同条第３項は、介護保険法上、苦情処理に関する業務を行うことが位置付けられている

国民健康保険団体連合会のみならず、住民に最も身近な行政庁であり、かつ、保険者で

ある市町村が、サービスに関する苦情に対応する必要が生ずることから、市町村につい

ても国民健康保険団体連合会と同様に、指定地域密着型通所介護事業者に対する苦情に

関する調査や指導、助言を行えることを運営基準上、明確にしたものである。 

３１地域との連携

等 

【基準第３４条】 

 

指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護の提供に当たっては、利用者、

利用者の家族、地域住民の代表者、指定地域密着型通所介護事業所が所在する市町村の職員又

は当該指定地域密着型通所介護事業所が所在する区域を管轄する法第１１５条の４６第１項

に規定する地域包括支援センターの職員、地域密着型通所介護について知見を有する者等に

より構成される協議会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし、

利用者等が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意

を得なければならない。）（以下この項において「運営推進会議」という。）を設置し、おお

むね６月に１回以上、運営推進会議に対し活動状況を報告し、運営推進会議による評価を受け

るとともに、運営推進会議から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。 

 

２ 指定地域密着型通所介護事業者は、前項の報告、評価、要望、助言等についての記録を作

成するとともに、当該記録を公表しなければならない。 

 

３ 指定地域密着型通所介護事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発

的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図らなければならない。 

 

４ 指定地域密着型通所介護事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した指定地域密着

型通所介護に関する利用者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行

う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。 

 

５ 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護事業所の所在する建物と同

一の建物に居住する利用者に対して指定地域密着型通所介護を提供する場合には、当該建物

に居住する利用者以外の者に対しても指定地域密着型通所介護の提供を行うよう努めなけれ

ばならない。 

 

【解釈通知】 

①基準第３４条第１項に定める運営推進会議は、指定地域密着型通所介護事業所が、利用

者、市町村職員、地域住民の代表者等に対し、提供しているサービス内容等を明らかに

することにより、事業所による利用者の「抱え込み」を防止し、地域に開かれたサービス

とすることで、サービスの質の確保を図ることを目的として設置するものであり、各事

業所が自ら設置すべきものである。この運営推進会議は、事業所の指定申請時には、既

に設置されているか、確実な設置が見込まれることが必要となるものである。また、地

域の住民の代表者とは、町内会役員、民生委員、老人クラブの代表等が考えられる。 

運営推進会議は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし、

利用者又はその家族(以下この①において「利用者等」という。)が参加する場合にあっ

ては、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければならない。な

お、テレビ電話装置等の活用に当たっては、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・

介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医

療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 

なお、指定地域密着型通所介護事業所と他の地域密着型サービス事業所を併設している

場合においては、１つの運営推進会議において、両事業所の評価等を行うことで差し支

えない。 

また、運営推進会議の効率化や、事業所間のネットワーク形成の促進等の観点から、次

に掲げる条件を満たす場合においては、複数の事業所の運営推進会議を合同で開催して

差し支えない。 

イ 利用者等については匿名とするなど、個人情報・プライバシーを保護すること。 

ロ 同一の日常生活圏域内に所在する事業所であること。ただし、事業所間のネットワ
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ーク形成の促進が図られる範囲で、地域の実情に合わせて、市町村区域の単位等内

に所在する事業所であっても差し支えないこと。 

②運営推進会議における報告等の記録は、基準第３６条第２項の規定に基づき、２年間保

存しなければならない。 

③基準第３４条第３項は、指定地域密着型通所介護の事業が地域に開かれた事業として行

われるよう、指定地域密着型通所介護事業者は、地域の住民やボランティア団体等との

連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならないこととしたものである。 

④基準第３４条第４項は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護に係る基準第３条の３

７第３項の規定と同趣旨であるため、第３の一の４の（２９）の④を参照されたい。 

---------------------------------------------------------------------------------- 

第３の一の４の（２９）④より 

④基準第３４条第４項は、基準第３条第２項の趣旨に基づき、介護サービス相談員を派遣

する事業を積極的に受け入れる等、市町村との密接な連携に努めることを規定したもの

である。なお、「市町村が実施する事業」には、介護サービス相談員派遣事業のほか、広

く市町村が老人クラブ、婦人会その他の非営利団体や住民の協力を得て行う事業が含ま

れるものである。 

---------------------------------------------------------------------------------- 

⑤基準第３４条第５項は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護に係る基準第３条の３

７第４項の規定と同趣旨であるため、第３の一の４の（２９）の⑤を参照されたい。 

---------------------------------------------------------------------------------- 

第３の一の４の（２９）⑤より 

⑤同条第５項は、高齢者向け集合住宅等と同一の建物に所在する指定地域密着型通所介護

事業所が当該高齢者向け集合住宅等に居住する要介護者に指定地域密着型通所介護を提

供する場合、当該高齢者向け集合住宅等に居住する要介護者のみを対象としたサービス

提供が行われないよう、第３条の８の正当な理由がある場合を除き、地域包括ケア推進

の観点から地域の要介護者にもサービス提供を行わなければならないことを定めたもの

である。なお、こうした趣旨を踏まえ、地域の実情に応じて市町村が条例等を定める場

合や、地域密着型サービス運営委員会等の意見を踏まえて指定の際に条件を付す場合に

おいて、例えば、当該事業所の利用者のうち、一定割合以上を当該集合住宅以外の利用

者とするよう努める、あるいはしなければならない等の規定を設けることは差し支えな

いものである。この際、自立支援や重度化防止等につながるようなサービス提供がなさ

れているか等、サービスの質が担保されているかが重要であることに留意すること。 

３２事故発生時の

対応 

【基準第３５条】 

 

利用者に対する指定地域密着型通所介護の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該

利用者の家族、当該利用者に係る指定居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措

置を講じなければならない。 

 

２ 前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。なお、

事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録は、その完結の日から２年間保存し

なければならない。 

 

３ 利用者に対する指定地域密着型通所介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合

は、損害賠償を速やかに行わなければならない。 

 

４ 第２２条の第４項の指定地域密着型通所介護以外のサービスの提供により事故が発生し

た場合は、第１項及び第２項の規定に準じた必要な措置を講じなければならない。 

 

【解釈通知】 

基準第３５条は、利用者が安心して指定地域密着型通所介護の提供を受けられるよう、事

故発生時の速やかな対応を規定したものである。指定地域密着型通所介護事業者は、利用

者に対する指定地域密着型通所介護の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利

用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に対して連絡を行う等の必要な措置

を講じるべきこととするとともに、当該事故の状況及び事故に際して採った処置について

記録しなければならないこととしたものである。 
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また、利用者に対する指定地域密着型通所介護の提供により賠償すべき事故が発生した場

合は、損害賠償を速やかに行わなければならないこととしたものである。 

なお、基準第３６条第２項の規定に基づき、事故の状況及び事故に際して採った処置につ

いての記録は、２年間保存しなければならない。 

このほか、以下の点に留意するものとする。 

①利用者に対する指定地域密着型通所介護の提供により事故が発生した場合の対応方法に

ついては、あらかじめ指定地域密着型通所介護事業者が定めておくことが望ましいこと。 

②指定地域密着型通所介護事業者は、賠償すべき事態において速やかに賠償を行うため、

損害賠償保険に加入しておくか、又は賠償資力を有することが望ましいこと。 

③指定地域密着型通所介護事業者は、事故が発生した際にはその原因を解明し、再発生を

防ぐための対策を講じること。 

なお、夜間及び深夜に指定地域密着型通所介護以外のサービスの提供により事故が発生し

た場合は、以上を踏まえた同様の対応を行うこととする。 

３３虐待の防止 

【基準第３７条（基

準第３条の３８の

２準用）】 

※令和６年４月１

日より義務化 

 

 

 

 

 

指定地域密着型通所介護事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲

げる措置を講じなければならない。 

一 当該指定地域密着型通所介護事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員

会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）を定期的に開催する

とともに、その結果について、介護従業者に周知徹底を図ること。 

二 当該指定地域密着型通所介護事業所における虐待の防止のための指針を整備するこ

と。 

三 当該指定地域密着型通所介護事業所において、地域密着型通所介護従業者に対し、虐

待の防止のための研修を定期的に実施すること。 

四 前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

 

【解釈通知】 

基準第３条の３８の２は虐待の防止に関する事項について規定したものである。虐待は、

法の目的の一つである高齢者の尊厳の保持や、高齢者の人格の尊重に深刻な影響を及ぼす

可能性が極めて高く、指定地域密着型通所介護事業者は虐待の防止のために必要な措置を

講じなければならない。虐待を未然に防止するための対策及び発生した場合の対応等につ

いては、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」（平成 17年

法律第 124 号。以下「高齢者虐待防止法」という。）に規定されているところであり、そ

の実効性を高め、利用者の尊厳の保持・人格の尊重が達成されるよう、次に掲げる観点か

ら虐待の防止に関する措置を講じるものとする。 

・虐待の未然防止 

指定地域密着型通所介護事業者は高齢者の尊厳保持・人格尊重に対する配慮を常に心

がけながらサービス提供にあたる必要があり、第３条の一般原則に位置付けられてい

るとおり、研修等を通じて、従業者にそれらに関する理解を促す必要がある。同様に、

従業者が高齢者虐待防止法等に規定する養介護事業の従業者としての責務・適切な対

応等を正しく理解していることも重要である。 

・虐待等の早期発見 

指定地域密着型通所介護事業所の従業者は、虐待等又はセルフ・ネグレクト等の虐待

に準ずる事案を発見しやすい立場にあることから、これらを早期に発見できるよう、

必要な措置（虐待等に対する相談体制、市町村の通報窓口の周知等）がとられている

ことが望ましい。また、利用者及びその家族からの虐待等に係る相談、利用者から市

町村への虐待の届出について、適切な対応をすること。 

・虐待等への迅速かつ適切な対応 

虐待が発生した場合には、速やかに市町村の窓口に通報される必要があり、指定地域

密着型通所介護事業者は当該通報の手続が迅速かつ適切に行われ、市町村等が行う虐

待等に対する調査等に協力するよう努めることとする。 

以上の観点を踏まえ、虐待等の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発

を確実に防止するために次に掲げる事項を実施するものとする。 

①虐待の防止のための対策を検討する委員会（第一号） 

虐待防止検討委員会は、虐待等の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合
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はその再発を確実に防止するための対策を検討する委員会であり、管理者を含む幅広い

職種で構成する。構成メンバーの責務及び役割分担を明確にするとともに、定期的に開

催することが必要である。また、事業所外の虐待防止の専門家を委員として積極的に活

用することが望ましい。 

一方、虐待等の事案については、虐待等に係る諸般の事情が、複雑かつ機微なものであ

ることが想定されるため、その性質上、一概に従業者に共有されるべき情報であるとは

限られず、個別の状況に応じて慎重に対応することが重要である。 

なお、虐待防止検討委員会は、関係する職種、取り扱う事項等が相互に関係が深いと認

められる他の会議体を設置している場合、これと一体的に設置・運営することとして差

し支えない。また、事業所に実施が求められるものであるが、他のサービス事業者との

連携により行うことも差し支えない。 

また、虐待防止検討委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとす

る。この際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情

報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に

関するガイドライン」等を遵守すること。 

虐待防止検討委員会は、具体的には、次のような事項について検討することとする。そ 

の際、そこで得た結果（事業所における虐待に対する体制、虐待等の再発防止策等）は、 

従業者に周知徹底を図る必要がある。 

イ 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関すること 

ロ 虐待の防止のための指針の整備に関すること 

ハ 虐待の防止のための職員研修の内容に関すること 

ニ 虐待等について、従業者が相談・報告できる体制整備に関すること 

ホ 従業者が虐待等を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われるた

めの方法に関すること 

ヘ 虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策

に関すること 

ト 前号の再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること 

②虐待の防止のための指針（第二号） 

指定地域密着型通所介護事業者が整備する「虐待の防止のための指針」には、次のよう

な項目を盛り込むこととする。 

イ 事業所における虐待の防止に関する基本的考え方 

ロ 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関する事項 

ハ 虐待の防止のための職員研修に関する基本方針 

ニ 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針 

ホ 虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項 

ヘ 成年後見制度の利用支援に関する事項 

ト 虐待等に係る苦情解決方法に関する事項 

チ 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する事項 

リ その他虐待の防止の推進のために必要な事項 

③虐待の防止のための従業者に対する研修（第三号） 

従業者に対する虐待の防止のための研修の内容としては、虐待等の防止に関する基礎的 

内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、当該地域密着型通所介護事

業所における指針に基づき、虐待の防止の徹底を行うものとする。 

職員教育を組織的に徹底させていくためには、当該地域密着型通所介護事業者が指針に

基づいた研修プログラムを作成し、定期的な研修（年１回以上）を実施するとともに、

新規採用時には必ず虐待の防止のための研修を実施することが重要である。 

また、研修の実施内容についても記録することが必要である。研修の実施は、事業所内 

での研修で差し支えない。 

④虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者（第四号） 

指定地域密着型通所介護事業所における虐待を防止するための体制として、①から③ま

でに掲げる措置を適切に実施するため、担当者を置くことが必要である。当該担当者と

しては、虐待防止検討委員会の責任者と同一の従業者が務めることが望ましい。なお、

同一事業所内での複数担当（※）の兼務や他の事業所・施設等との担当（※）の兼務に
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ついては、担当者としての職務に支障がなければ差し支えない。ただし、日常的に兼務

先の各事業所内の業務に従事しており、利用者や事業所の状況を適切に把握している者

など、各担当者としての職務を遂行する上で支障がないと考えられる者を選任すること。 

（※）身体的拘束等適正化担当者、褥瘡予防対策担当者（看護師が望ましい。）、感染対策

担当者（看護師が望ましい。）、事故の発生又はその再発を防止するための措置を適

切に実施するための担当者、虐待の発生又はその再発を防止するための措置を適切

に実施するための担当者 

３４会計の区分 

【基準第３７条（基

準第３条の３９準

用）】 

 

指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護事業所ごとに経理を区分する

とともに、指定地域密着型通所介護の事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければな

らない。 

 

【解釈通知】 

基準第３条の３９は、指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護事業所

ごとに経理を区分するとともに、指定地域密着型通所介護の事業の会計とその他の事業の

会計を区分しなければならないこととしたものであるが、具体的な会計処理の方法等につ

いては、別に通知（※）するところによるものであること。 

（※）介護保険の給付対象事業における会計の区分について（平成 13年 3月 28日老振発第

18 号）、介護保険・高齢者保健福祉事業に係る社会福祉法人会計基準の取扱いについ

て（平成 24 年 3 月 29 日老高発 0329 第 1 号）、指定介護老人福祉施設等に係る会計

処理等の取扱いについて（平成 12年 3 月 10日老計第 8 号） 

３５記録の整備 

【基準第３６条】 

 

指定地域密着型通所介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備して

おかなければならない。 

 

２ 指定地域密着型通所介護事業者は、利用者に対する指定地域密着型通所介護の提供に関

する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から２年間保存しなければならない。 

一 地域密着型通所介護計画 

二 次条において準用する第３条の１８第２項の規定による提供した具体的なサービスの

内容等の記録 

三 第２６条第六号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の

状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

四 次条において準用する第３条の２６の規定による市町村への通知に係る記録 

五 次条において準用する第３条の３６第２項の規定による苦情の内容等の記録 

六 前条第２項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 

七 第３４条第２項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録 

 

【解釈通知】 

基準第３６条第２項は、指定地域密着型通所介護事業者が同項各号に規定する記録を整備

し、２年間保存しなければならないこととしたものである。 

なお、「その完結の日」とは、同項第１号から第５号までの記録については、個々の利用者

につき、契約の終了（契約の解約・解除、他の施設への入所、利用者の死亡、利用者の自立

を含む。）により一連のサービス提供が終了した日、同項第７号の記録については、基準第 

３４条第１項の運営推進会議を開催し、同条第２項に規定する報告、評価、要望、助言等の

記録を公表した日とする。 
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６ 介護サービス事業者の労働法規の遵守について 
 

介護人材の確保には、事業者による労働環境整備の取組の推進が重要ですが、介護事業を含む社会福祉

関係の事業は、全産業と比較して労働基準法の違反の割合が高いという調査結果が出ています。 

そこで、事業者による労働環境整備の取組を推進するため、新たに、労働基準法に違反して罰金刑をう

けている者等については、都道府県知事又は市町村長は、介護サービス事業者の指定等をしてはならない

ものとされました。 

 

（１）欠格事由とその対象となる法令 

賃金の支払等に関する次の法律の規定により罰金刑に処され、その執行を終わるまでの者、又は執行を

うけることがなくなるまでの者が、指定拒否の対象となります。 

 

・労働基準法、最低賃金法、賃金の支払の確保等に関する法律 

労働保険の保険料の徴収等に関する法律により、納付義務を負う保険料等の滞納処分をうけ、さらに引

き続き滞納している者についても、指定等をしてはならないものとされました。【介護保険法第７８条

の２等】 

 

（２）介護保険法第７８条の２ 

----------------------------------------------------------------------------------------------

介護保険法第７８条の２より 

〔略〕 

４ 市長村長は、第一項の申請があった場合において、次の各号〔略〕のいずれかに該当するときは、

第４２条の２第一項本文の指定をしてはならない。 

〔略〕 

五の二 申請者が、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せら

れ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。 

五の三 申請者が、保険料等について、当該申請をした日の前日までに、納付義務を定めた法律の

規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく三月以上の

期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料等の全てを引き続き滞

納している者であるとき。 

〔略〕 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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７ 通所介護等における日常生活に要する費用の取扱いについて 
 

通所介護等における日常生活に要する費用の取扱いについて（抄） 
（平成 12年 3月 30日老企第 54 号） 

 

〔略〕 

 

１「その他の日常生活費」の趣旨 

「その他の日常生活費」は、利用者、入所者又は入院患者（以下「利用者等」という。）又はその家

族等の自由な選択に基づき、事業者又は施設が通所介護等の提供の一環として提供する日常生活上の便

宜に係る経費がこれに該当する。 

なお、事業者又は施設により行われる便宜の供与であっても、サービスの提供と関係のないもの（利

用者等の嗜好品の購入等）については、その費用は「その他の日常生活費」と区別されるべきものであ

る。 

２「その他の日常生活費」の受領に係る基準 

「その他の日常生活費」の趣旨にかんがみ、事業者又は施設が利用者等から「その他の日常生活費」

の徴収を行うに当たっては、以下に掲げる基準が遵守されなければならないものとする。 

 

①  ｢その他の日常生活費｣の対象となる便宜と、保険給付の対象となっているサービスとの間に重複

関係がないこと。 

② 保険給付の対象となっているサービスと明確に区分されないあいまいな名目による費用の受領は認

められないこと。したがって、お世話料、管理協力費、共益費、施設利用補償金といったあいまい

な名目の費用の徴収は認められず、費用の内訳が明らかにされる必要があること。 

③ 「その他の日常生活費」の対象となる便宜は、利用者等又はその家族等の自由な選択に基づいて行

われるものでなければならず、事業者又は施設は｢その他の日常生活費｣の受領について利用者等又

はその家族等に事前に十分な説明を行い、その同意を得なければならないこと。 

④ 「その他の日常生活費」の受領は、その対象となる便宜を行うための実費相当額の範囲内で行われ

るべきものであること。 

⑤ 「その他の日常生活費」の対象となる便宜及びその額は、当該事業者又は施設の運営規程において

定められなければならず、また、サービスの選択に資すると認められる重要事項として、施設の見

やすい場所に掲示されなければならないこと。ただし、「その他の日常生活費」の額については、

その都度変動する性質のものである場合には、「実費」という形の定め方が許されるものであるこ

と。 

 

（別紙） 

各サービス種類ごとの｢その他の日常生活費｣の具体的な範囲について 

 

（６）認知症対応型共同生活介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護 

① 利用者の希望によって、身の回り品として日常生活に必要なものを事業者が提供する場合に係る費    

  用 

〔略〕 

 

（７）留意事項 

 

①「身の回り品として日常的に必要なもの」とは、一般的に要介護者等の日常生活に最低限必要と考え

られる物品（例えば、歯ブラシや化粧品等の個人用の日用品等）であって利用者等の希望を確認した

上で提供されるものをいう。したがって、こうした物品を事業者又は施設がすべての利用者に対して

一律に提供し、すべての利用者からその費用を画一的に徴収することは認められないものである。 

②「教養娯楽として日常生活に必要なもの」とは、例えば、事業者又は施設がサービス提供の一環とし

て実施するクラブ活動や行事における材料費等が想定されるものであり、すべての利用者又は入所者

に一律に提供される教養娯楽に係る費用（共用の談話室等にあるテレビやカラオケ設備の使用料等）

について、「その他の日常生活費」として徴収することは認められないものである。 
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【その他の日常生活費に関する Q&A】（平成 12年 3 月 31日） 

 

問 個人用の日常品について、「一般的に要介護者等の日常生活に最低限必要と考えられるもの」とは、

どういったものが想定されるのか。 

（答）歯ブラシ、化粧品、シャンプー、タオル等の日用品であって、利用者に一律に提供されるものでは

なく、利用者個人又はその家族等の選択により利用されるものとして、事業者（又は施設）が提供

するもの等が想定される。 

 

問 個人用の日常品について、一般的に要介護者等の日常生活に最低限必要と考えられるものに限られ

ることとされているが、それ以外の個人の嗜好に基づくいわゆる｢贅沢品｣については、費用の徴収

ができないのか。 

（答）サービス提供とは関係のない費用として徴収は可能である。 

 

問 個人の日用品については、一般的に要介護者等の日常生活に必要と考えられるものであれば、例え

ば病院の売店で利用者が購入する場合であってもその費用は「その他の日常生活費」に該当するの

か。 

（答）このような場合は、「サービス提供の一環として提供される便宜」とは言い難いので、「その他の

日常生活費」に該当しない。 

 

問 個人用の日常生活品については、一般的に要介護者等の日常生活に必要と考えられるものであれ

ば、ある利用者の個別の希望に応じて事業者等が当該利用者の代わりにある日用品を購入し、その

購入代金を利用者に請求する場合も「その他の日常生活費」に該当するのか。 

（答）個人のために単に立替払いをするような場合は、事業者等として提供する便宜とはいえず、その費

用は｢その他の日常生活費｣に該当しないため、サービス提供とは関係のない費用として徴収を行う

こととなる。 

 

問 個人専用の家電製品の電気代は、利用者から徴収できないのか。 

（答）サービス提供とは関係のない費用として徴収は可能である。 

 

問 施設にコインランドリーがある場合、その料金についても「私物の洗濯代」として「その他の日常

生活費」に該当するのか。 

（答）このような場合は、施設が洗濯サービスを提供しているわけではないので、その他の日常生活費に

は該当しない。 

 

問 個人の希望に応じた事業者等が代わって購入する新聞、雑誌等の代金は、教養娯楽に係る「その他

の日常生活費」に該当するか。 

（答）全く個別の希望に応える場合は、事業者等として提供する便宜とは言えず、その費用は「その他の

日常生活費」には該当せず、サービス提供とは関係のない費用として徴収を行うこととなる。 

 

問 事業所が実施するクラブ活動や行事における材料費は、「その他の日常生活費」に該当するか。 

（答）事業所等が、サービスの提供の一環として実施するクラブ活動や行事のうち、一般的に想定される

もの（例えば、作業療法等機能訓練の一環として行われるクラブ活動や入所者等が全員参加する定

例行事）における材料費等は、保険給付の対象に含まれることから別途徴収することはできない

が、サービスの提供の一環として実施するクラブ活動や行事のために調達し、提供する材料であっ

て、利用者に負担させることが適当と認められるもの（例えば、習字、お花、絵画、刺繍等のクラ

ブ活動等の材料費）に係る費用は、教養娯楽費に要する費用として「その他の日常生活費」に該当

する。なお、事業者等が実施するクラブ活動や行事であっても、一般的に想定されるサービスの提

供の範囲を超えるもの（例えば、利用者の趣味的活動に関し事業者等が提供する材料等や、希望者

を募り実施する旅行等）に係る費用については、サービス提供とは関係のない費用として徴収を行

うこととなる。 
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８ 介護報酬算定に関する基準について 
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（１）サービス種類相互の算定関係について 
特定施設入居者生活介護又は認知症対応型共同生活介護若しくは地域密着型特定施設入居者生活介護を受け

ている間は、その他の指定居宅サービス又は指定地域密着型サービスに係る介護給付費（居宅療養管理指導費

を除く。）は算定しないものであること。ただし、指定特定施設入居者生活介護又は認知症対応型共同生活介

護の提供に必要がある場合に、当該事業者の費用負担により、その利用者に対してその他の居宅サービス又は

地域密着型サービスを利用させることは差し支えないものであること。 

また、短期入所生活介護又は短期入所療養介護を受けている間については、訪問介護、訪問入浴介護、訪問

看護、訪問リハビリテーション、通所介護費及び通所リハビリテーション費並びに定期巡回・随時対応型訪問

介護看護費、夜間対応型訪問看護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護及

び複合型サービス費は算定しないものであること。 

なお、小規模多機能型居宅介護を受けている間については、訪問看護費、訪問リハビリテーション費、居宅

療養管理指導費及び福祉用具貸与費を除く指定居宅サービス並びに指定地域密着型サービスに係る費用の額は

算定しないものであること。 

なお、看護小規模多機能型居宅介護を受けている間については、訪問リハビリテーション費、居宅療養管理

指導費及び福祉用具貸与費を除く指定居宅サービス並びに指定地域密着型サービスに係る費用の額は算定しな

いものであること。また、同一時間帯に通所サービスと訪問サービスを利用した場合は、訪問サービスの所定

単位数は算定できない。 

 

（２）同一時間帯に複数種類の訪問サービスを利用した場合の取扱いについて 
利用者は同一時間帯にひとつの訪問サービスを利用することを原則とする。ただし、連携型定期巡回・随時

対応型訪問介護看護又は夜間対応型訪問介護と訪問介護を、同一利用者が同一時間帯に利用する場合は、利用

者の心身の状況や介護の内容に応じて、同一時間帯に利用することが介護のために必要であると認められる場

合に限り、それぞれのサービスについてそれぞれの所定単位数が算定される。 

 
（３）基本報酬の算定について【地域密着型報酬告示２の２注１、２、３】※令和６年４月１日改正 

イについて、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する

方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定地域密着型通所介護事業所（指

定地域密着型サービス基準第２０条第１項に規定する指定地域密着型通所介護事業所をいう。以下同じ。）に

おいて、指定地域密着型通所介護（指定地域密着型サービス基準第１９条に規定する指定地域密着型通所介護

をいう。以下同じ。）を行った場合に、利用者の要介護状態区分に応じて、現に要した時間ではなく、地域密

着型通所介護計画（指定地域密着型サービス基準第２７条第１項に規定する地域密着型通所介護計画をいう。

以下同じ。）に位置付けられた内容の指定地域密着型通所介護を行うのに要する標準的な時間で、それぞれ所

定単位数を算定する。ただし、利用者の数又は看護職員（看護師又は准看護師をいう。以下同じ。）若しくは

介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより

算定する。 

 

ロについて、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する

方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定療養通所介護事業所（指定地域

密着型サービス基準第４０条第１項に規定する指定療養通所介護事業所をいう。以下同じ。）において、利用

者（別に厚生労働大臣が定める者に限る。）について、指定療養通所介護（指定地域密着型サービス基準第３

８条に規定する指定療養通所介護をいう。以下同じ。）を行った場合に、所定単位数を算定する。ただし、利

用者の数又は看護職員若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生

労働大臣が定めるところにより算定する。 

 

ハについて、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する

方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定療養通所介護事業所において、

指定療養通所介護を行った場合に、所定単位数を算定する。ただし、利用者の数又は看護職員若しくは介護職

員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定す

る。 
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イ 地域密着型通所介護費 

（１）所要時間３時間以上 

４時間未満の場合 

イ 地域密着型通所介護費 

（２）所要時間４時間以上 

５時間未満の場合 

イ 地域密着型通所介護費 

（３）所要時間５時間以上 

６時間未満の場合 

イ 地域密着型通所介護費 

（４）所要時間６時間以上 

７時間未満の場合 

要介護 1   416単位 

要介護 2   478単位 

要介護 3  540単位 

要介護 4  600単位 

要介護 5  663単位 

要介護 1   436単位 

要介護 2   501単位 

要介護 3  566単位 

要介護 4  629単位 

要介護 5  695単位 

要介護 1   657単位 

要介護 2   776単位 

要介護 3  896単位 

要介護 4 1,013単位 

要介護 5 1,134単位 

要介護 1   678単位 

要介護 2   801単位 

要介護 3  925単位 

要介護 4 1,049単位 

要介護 5 1,172 単位 

イ 地域密着型通所介護費 

（５）所要時間７時間以上 

８時間未満の場合 

イ 地域密着型通所介護費 

（６）所要時間８時間以上 

９時間未満の場合 

ロ 療養通所介護費 

（１月につき） 

ハ 短期利用療養通所介護 

費（１日につき） 

要介護 1   753単位 

要介護 2   890単位 

要介護 3 1,032単位 

要介護 4 1,172単位 

要介護 5 1,312単位 

要介護 1   783単位 

要介護 2   925単位 

要介護 3 1,072単位 

要介護 4 1,220単位 

要介護 5 1,365単位 

    

     

    12,785 単位 

 

 

     

     1,335 単位 

 

基本単位（イ）の算定について 

 【厚生労働大臣が定める施設基準 ２７の二イ】 

施設 

基準 
指定地域密着型通所介護事業所であること。 

 

２ 指定地域密着型サービス基準第２０条に定める看護職員又は介護職員（共生型地域密着型通所介護

を行う事業所にあっては第３７条の２第一号に定める従業者）の員数を置いていること。 

基本単位（ロ）の算定について 

 【厚生労働大臣が定める施設基準 ２７の二ロ】 

施設 

基準 

指定療養通所介護事業所であること。 

 

２ 指定地域密着型サービス基準第４０条に定める看護職員又は介護職員の員数を置いていること。 

 【厚生労働大臣が定める者 利用者等告示３５の２の３】 

利用 

者等 

難病等を有する中重度者又は末期の悪性腫瘍の者であってサービスの提供に当たり、常時看護師によ

る観察が必要とするもの。 

基本単位（ハ）の算定について 

 【厚生労働大臣が定める基準 大臣基準告示５１の３の２】 

大臣 

基準 

 次のいずれにも適合すること。 

 

イ 利用者の状態や利用者の家族等の事情により、指定居宅介護事業所の介護支援専門員が、緊急に

利用する事が必要と認めた場合であること。 

ロ 利用の開始に当たって、あらかじめ７日以内（利用者の日常生活上の世話を行う家族等の疾病等

やむを得ない事情がある場合は１４日以内）の利用期間を定めること。 

ハ 指定地域密着型サービス基準第４０条に定める従業員の員数を置いていること。 

ニ 当該指定療養通所介護事業所が療養通所介護の注６（入浴介助を行わない場合の減算）を算定し

ていないこと。 

定員超過利用に該当する場合の減算及び人員基準欠如に該当する場合の減算について 

 【厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算定方

法（平 12告 27） 五の二）】 

大臣 

基準 

五の二 厚生労働大臣が定める利用者の数の基準及び従業者の員数の基準並びに地域密着型通所介護費

の算定方法 



- 40 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 指定地域密着型通所介護の月平均の利用者の数（指定地域密着型通所介護事業者が第１号通所事

業（指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成 18 年厚生労働省

令第 34号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。）第２０条第１項第三号に規定する

第１号通所事業をいう。この号において同じ。）の指定を併せて受け、かつ、指定地域密着型通

所介護の事業及び第１号通所事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合にあって

は、指定地域密着型通所介護の利用者の数及び第１号通所事業の利用者の数の合計数）が次の表

の上欄に掲げる基準に該当する場合における地域密着型通所介護費（地域密着型通所介護費に限

る。）については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。 

厚生労働大臣が定める利用者

の数の基準 

厚生労働大臣が定める地域密着型通所介費の算定方法 

施行規則第１３１条の３の２

規定に基づき市町村長に提出

した運営規程に定められてい

る利用定員を超えること。 

指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平

成 18 年厚生労働省告示第 126 号）別表指定地域密着型サービス介護

給付費単位数表（以下、「指定地域密着型サービス介護給付費単位

数表」という。）の所定単位数に１００分の７０を乗じて得た単位

数を用いて、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関

する基準の例により算定する。 

  

ロ 指定療養通所介護の利用者の数が次の表の上欄に掲げる基準に該当する場合における地域密着型

通所介護費（療養通所介護費に限る。）については、同表の下欄に掲げるところにより算定す

る。 

厚生労働大臣が定める利用者

の数の基準 

厚生労働大臣が定める地域密着型通所介護費の算定方法 

指定地域密着型サービス基準

第４０条の３に定められてい

利用定員を超えること。 

指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の所定単位数に１００

分の７０を乗じて得た単位数を用いて、指定地域密着型サービスに

要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

基準第４０条の３より 

 指定療養通所介護事業所は、その利用定員（当該指定療養通所介護事業所において同時に指定療養通

所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。以下この節において同じ。）を１８人以

下とする。 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

ハ 指定地域密着型通所介護事業所の看護職員又は介護職員の員数が次の表の上欄に掲げる員数の基

準に該当する場合における地域密着通所介護費（地域密着型通所介護費に限る。）については、

同表の下欄に掲げるところにより算定する。 

厚生労働大臣が定める看護職

員又は介護職員の員数の基準 

厚生労働大臣が定める地域密着型通所介護費の算定方法 

指定地域密着型サービス基準

第３７条の２の規定の適用を

指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の所定単位数に１００

分の７０を乗じて得た単位数を用いて、指定地域密着型サービスに



- 41 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受けない指定地域密着型通所

介護事業所にあっては、指定

地域密着型サービス基準第２

０条に定める員数を置いてい

ないこと。 

要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。 

定地域密着型サービス基準第

３７条の２の規定の適用を受

ける指定地域密着型通所介護

事業所にあっては、同条第一

号に定める員数を置いていな

いこと。 

 

ニ 指定療養通所介護事業所の看護職員又は介護職員の員数が次の表の上欄に掲げる員数の基準に該

当する場合における地域密着通所介護費（療養通所介護費に限る。）については、同表の下欄

に掲げるところにより算定する。 

厚生労働大臣が定める看護職

員又は介護職員の員数の基準 

厚生労働大臣が定める地域密着型通所介護費の算定方法 

指定地域密着型サービス基準

第４０条に定める員数を置い

ていないこと。 

指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の所定単位数に１００

分の７０を乗じて得た単位数を用いて、指定地域密着型サービスに

要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。 
 

 【留意事項通知 第２の３の２（２４）】 

留意 

事項 

①当該事業所の利用定員を上回る利用者を利用させている、いわゆる定員超過利用に対し、介護給付

費の減額を行うこととし、厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準

並びに通所介護費等の算定方法（平成 12年厚生省告示第 27号。以下「通所介護費等の算定方法」

という）において、定員超過利用の基準及び単位数の算定方法を明らかにしているところである

が、これは、適正なサービスの提供を確保するための規定であり、定員超過利用の未然防止を図る

よう努めるものとする。 

②この場合の利用者の数は、１月間（暦月）の利用者の数の平均を用いる。この場合、１月間の利用

者の数の平均は、当該月におけるサービス提供日ごとの同時にサービスの提供を受けた者の最大数

の合計を、当該月のサービス提供日数で除して得た数とする。この平均利用者数の算定に当たって

は、小数点以下を切り上げるものとする。 

③利用者の数が、通所介護費等の算定方法に規定する定員超過利用の基準に該当することとなった事

業所については、その翌月から定員超過利用が解消されるに至った月まで、利用者の全員につい

て、所定単位数が通所介護費等の算定方法に規定する算定方法に従って減算され、定員超過利用が

解消されるに至った月の翌月から通常の所定単位数が算定される。 
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④市町村長は、定員超過利用が行われている事業所に対しては、その解消を行うよう指導すること。

当該指導に従わず、定員超過利用が２月以上継続する場合には、特別な事情がある場合を除き、指

定の取消しを検討するものとする。 

⑤災害、虐待の受入れ等やむを得ない理由による定員超過利用については、当該定員超過利用が開始

した月（災害等が生じた時期が月末であって、定員超過利用が翌月まで継続することがやむを得な

いと認められる場合は翌月も含む）の翌月から所定単位数の減算を行うことはせず、やむを得ない

理由がないにもかかわらずその翌月まで定員を超過した状態が継続している場合に、災害等が生じ

た月の翌々月から所定単位数の減算を行うものとする。 

 【留意事項通知 第２の３の２（２５）】 

留意 

事項 

①当該事業所の看護職員及び介護職員の配置数が人員基準上満たすべき員数を下回っている、いわゆ

る人員基準欠如に対し、介護給付費の減額を行うこととし、通所介護費等の算定方法において、人

員基準欠如の基準及び単位数の算定方法を明らかにしているところであるが、これは、適正なサー

ビスの提供を確保するための規定であり、人員基準欠如の未然防止を図るよう努めるものとする。 

②人員基準欠如についての具体的取扱いは次のとおりとする。 

イ 看護職員の数は、１月間の職員の数の平均を用いる。この場合、１月間の職員の平均は、当該

月のサービス提供日に配置された延べ人数を当該月のサービス提供日数で除して得た数とす

る。 

ロ 介護職員の数は、利用者数及び提供時間数から算出する勤務延時間数(サービス提供時間数に

関する具体的な取扱いは、「指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに

関する基準について」第三の二の二の１⑴を参照すること。)を用いる。この場合、１月間の

勤務延時間数は、配置された職員の１月の勤務延時間数を、当該月において本来確保すべき勤

務延時間数で除して得た数とする。 

ハ 人員基準上必要とされる員数から１割を超えて減少した場合にはその翌月から人員基準欠如が

解消されるに至った月まで、利用者全員について所定単位数が通所介護費等の算定方法に規定

する算定方法に従って減算する。 

 

［看護職員の算定式］ 

サービス提供日に配置された延べ人数 ＜ ０．９ 

     サービス提供日数 

 

［介護職員の算定式］ 

当該月に配置された職員の勤務延時間数 ＜ ０．９ 

当該月に配置すべき職員の勤務延時間数 

 

ニ １割の範囲内で減少した場合には、その翌々月から人員基準欠如が解消されるに至った月ま

で、利用者等の全員について所定単位数が通所介護費等の算定方法に規定する算定方法に従っ

て減算される(ただし、翌月の末日において人員基準を満たすに至っている場合を除く。)。 
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［看護職員の算定式］ 

０．９ ≦ サービス提供日に配置された人数 ＜ １．０ 

                サービス提供日数 

 

［介護職員の算定式］ 

０．９ ≦ 当該月に配置された職員の勤務延時間数 ＜ １．０ 

当該月に配置すべき職員の勤務延時間数 

 

③市町村長は、著しい人員基準欠如が継続する場合には、職員の増員、利用定員等の見直し、事業の

休止等を指導すること。当該指導に従わない場合には、特別な事情がある場合をのぞき、指定の取

消しを検討するものとする。 

所要時間による区分の取扱いについて 

 【留意事項通知 第２の３の２（１）】 

留意 

事項 

所要時間による区分については、現に要した時間ではなく、地域密着型通所介護計画に位置付けられ

た内容の地域密着型通所介護を行うための標準的な時間によることとされたところであり、単に、当日

のサービス進行状況や利用者の家族の出迎え等の都合で、当該利用者が通常の時間を超えて事業所にい

る場合は、地域密着型通所介護のサービスが提供されているとは認められないものであること。したが

って、この場合は当初計画に位置付けられた所要時間に応じた所定単位数が算定されるものであること

（このような家族等の出迎え等までの間の「預かり」サービスについては、利用者から別途利用料を徴

収して差し支えない。)。また、ここでいう地域密着型通所介護を行うのに要する時間には、送迎に要す

る時間は含まれないものであるが、送迎時に実施した居宅内での介助等（着替え、ベッド・車椅子への

移乗、戸締まり等）に要する時間は、次のいずれの要件も満たす場合、１日３０分以内を限度として、

地域密着型通所介護を行うのに要する時間に含めることができる。 

①居宅サービス計画及び地域密着型通所介護計画に位置付けた上で実施する場合 

②送迎時に居宅内の介助等を行う者が、介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員基礎研修課程修了

者、一級課程修了者、介護職員初任者研修修了者（二級課程修了者を含む。）、看護職員、機能訓

練指導員又は当該事業所における勤続年数と同一法人の経営する他の介護サービス事業所、医療機

関、社会福祉施設等においてサービスを利用者に直接提供する職員としての勤続年数の合計が３年

以上の介護職員である場合 

これに対して、当日の利用者の心身の状況や降雪等の急な気象状況の悪化等により、実際の地域密着

型通所介護の提供が地域密着型通所介護計画上の所要時間よりもやむを得ず短くなった場合には地域密

着型通所介護計画上の単位数を算定して差し支えない。なお、地域密着型通所介護計画上の所要時間よ

りも大きく短縮した場合には、地域密着型通所介護計画を変更のうえ、変更後の所要時間に応じた単位

数を算定すること。 

なお、同一の日の異なる時間帯に複数の単位（指定地域密着型サービス基準第２０条に規定する指定

地域密着型通所介護の単位をいう。以下同じ。）を行う事業所においては、利用者が同一の日に複数の

指定地域密着型通所介護の単位を利用する場合には、それぞれの地域密着型通所介護の単位について所

定単位数が算定されること 

災害時の等の取扱い 

 【留意事項通知 第２の３の２（７）】 

留意 

事項 

災害その他のやむを得ない理由による定員超過利用については、当該定員超過利用が開始した月（災

害等が生じた時期が月末であって、定員超過利用が翌月まで継続することがやむを得ないと認められる

場合は翌月も含む）の翌月から所定単位数の減算を行うことはせず、やむを得ない理由がないにもかか
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わらずその翌月まで定員を超過した状態が継続している場合に、災害等が生じた月の翌々月から所定単

位数の減算を行うものとする。 

高齢者虐待防止措置未実施減算について 

 【地域密着型報酬告示２の２注４】 

基準 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単

位数の１００分の 1に相当する単位数を所定単位数から減算する。 

 【厚生労働大臣が定める基準 ５１の３の３】 

大臣 

基準 

指定地域密着型サービス基準第３７条、第３７条の３又は第４０条の１６において準用する同基準第

条の３８の２に規定する基準に適合していること。 

 【留意事項通知第２の３の２（２）】 

留意 

事項 

第２の２（５）を準用する。 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

第２の２（５）より 

高齢者虐待防止措置未実施減算については、事業所において高齢者虐待が発生した場合ではなく、地

域密着型サービス基準第３条３８の２に規定する措置を講じていない場合に、利用者全員について所定

単位数から減算することとなる。具体的には、高齢者虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的

に開催していない、高齢者虐待防止のための指針を整備していない、高齢者虐待防止のための年１回以

上の研修を実施していない又は高齢者虐待防止措置を適正に実施するための担当者を置いていない事実

が生じた場合、速やかに改善計画を市町村長に提出した後、事実が生じた月から３月後に改善計画に基

づく改善状況を市町村長に報告することとし、事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの間

について、利用者全員について所定単位数から減算することとする。 

業務継続計画未策定減算について 

 【地域密着型報酬告示２の２注５】 

基準 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、所定単位数の

１００分の１に相当する単位数を所定単位数から減算する。 

※経過措置 令和７年３月３１日までは、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備及び非常

災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、適用しない。 

 【厚生労働大臣が定める基準 ５１の３の４】 

大臣 

基準 

指定地域密着型サービス基準第３７条、第３７条の３又は第４０条の１６において準用する同基準第

３条の３０の２第１項に規定する基準に適合していること。 

 【留意事項通知第２の３の２（３）】 

留意 

事項 

 

業務継続計画未策定減算については、指定地域密着型サービス基準第３７条、第３７条の３又は第４

０条事の１６において準用する指定地域密着型サービス基準第３条の３０の２第１項に規定する基準を

満たさない事実が生じた場合に、その翌月（基準を満たさない事実が生じた日が月の初日である場合は

当該月）から基準に満たない状況が解消されるに至った月まで、当該事業所の利用者全員について、所

定単位数から減算することとする。なお、経過措置として、令和７年３月３１日までの間、感染症の予

防及びまん延の防止のための指針及び非常災害に関する具体的計画を策定している場合には、当該減算

は適用しないが、義務となっていることを踏まえ、速やかに作成すること。 
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入浴介助を行わない場合の減算について 

 【地域密着型報酬告示２の２注６】 

基準 ロ（療養通所介護費）について、入浴介助を行っていない場合は、所定単位数の１００分の９５に相

当する単位数を算定する。また、指定療養通所介護事業所が提供する指定療養通所介護の算定月におけ

る提供回数について、利用者１人当たり平均回数が、月５回に満たない場合は、所定単位数の１００分

の７０に相当する単位数を算定する。 

 【留意事項通知 第２の３の２（２６）⑥】 

留意 

事項 

事業所内に入浴設備がない場合など事業所の都合によって入浴介助を実施しない場合は減算の対象と

なる。また、療養通所介護計画に、入浴介助の提供が位置づけられている場合に、利用者側の事情によ

り、療養通所介護費を算定する月に入浴介助を１度も実施しなかった場合も減算の対象となる。ただ

し、利用者の心身の状況や希望により、清拭又は部分浴を実施した場合はこの限りではない。 

 【留意事項通知 第２の３の２（２６）⑦】 

留意 

事項 

イ 「利用者１人当たり平均回数は」、歴月ごとにサービス提供回数の合計数を、利用者数で除する

ことによって算定するものとする。 

ロ 利用者が月の途中で、利用を開始する、終了する又は入院する場合にあっては、当該利用者を

「利用者１人当たり平均回数」の算定に含めないこととする。 

ハ 市町村長は、サービス提供回数が過少である状態が継続する場合には事業所に対して適切なサー

ビスの提供を指導するものとする。 

２時間以上３時間未満の地域密着型通所介護を行う場合の取扱い 

 【地域密着型報酬告示２の２注７】 

基準 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者に対して、所要時間２時間以上３時間未満の指定地

域密着型通所介護を行う場合は、イ（２）（所要時間４時間以上５時間未満）の所定単位数の１００分

の７０に相当する単位数を算定する。 

 【厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者 利用者告示３５の３】 

大臣 

利用 

心身の状況その他利用者のやむを得ない事情により、長時間のサービス利用が困難な者である利用者 

 【留意事項通知第２の３の２（４）】 

留意 

事項 

２時間以上３時間未満の地域密着型通所介護の単位数を算定できる利用者は、心身の状況から、長時

間のサービス利用が困難である者、病後等で短時間の利用から始めて長時間利用に結びつけていく必要

がある者など、利用者側のやむを得ない事情により長時間のサービス利用が困難な者（利用者等告示第

３５の３）であること。なお、２時間以上３時間未満の地域密着型通所介護であっても、地域密着型通

所介護の本来の目的に照らし、単に入浴サービスのみといった利用は適当ではなく、利用者の日常生活

動作能力などの向上のため、日常生活を通じた機能訓練等が実施されるべきものであること。 

感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の取扱いについて 

 【地域密着型報酬告示２の２注８】※区分支給限度基準額の算定対象外 

基準 イ（地域密着型通所介護費）について、感染症又は災害（厚生労働大臣が認めるものに限る。）の発

生を理由とする利用者数の減少が生じ、当該月の利用者数の実績が当該月の前年度における月平均の利

用者数よりも１００分の５以上減少している場合に、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村
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長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定地域密着型通所介護事業所において、指定地

域密着型通所介護を行った場合には、利用者数が減少した月の翌々月から３月以内に限り、１回につき

所定単位数の１００分の３に相当する単位数を所定単位数に加算する。ただし、利用者数の減少に対応

するための経営改善に時間を要することその他の特別の事情があると認められる場合は、当該加算の期

間が終了した月の翌月から３月以内に限り、引き続き加算することができる。 

 【留意事項通知第２の３の２（５）】 

留意 

事項 

感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の基本報酬への加算の

内容については、別途通知（通所介護等において感染症又は災害の発生を理由とする利用者の減少が一

定以上生じている場合の評価に係る基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について（令

和 3年 3 月 16日老認発 0316 第 4 号・老老発 0316第 3号別紙９介護保険最新情報 Vol.1213（最終改

正））を参照すること。 

８時間以上９時間未満の地域密着型通所介護の前後に連続して延長サービスを行った場合の加算の取扱い 

 【地域密着型報酬告示２の２注９】 

基準 イ（地域密着型通所介護費）について、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、

老健局長が定める様式による届出を行った指定地域密着型通所介護事業所において、日常生活上の世話

を行った後に引き続き所要時間８時間以上９時間未満の指定地域密着型通所介護を行った場合又は所要

時間８時間以上９時間未満の指定地域密着型通所介護を行った後に引き続き日常生活上の世話を行った

場合であって、当該指定地域密着型通所介護の所要時間と当該指定地域密着型通所介護の前後に行った

日常生活上の世話の所要時間を通算した時間が９時間以上となった場合は、次に掲げる区分に応じ、次

に掲げる単位数を所定単位数に加算する。 

イ  ９時間以上１０時間未満の場合  ５０単位 

ロ １０時間以上１１時間未満の場合 １００単位 

ハ １１時間以上１２時間未満の場合 １５０単位 

ニ １２時間以上１３時間未満の場合 ２００単位 

ホ １３時間以上１４時間未満の場合 ２５０単位 

 【留意事項通知第２の３の２（６）】 

留意 

事項 

延長加算は、所要時間８時間以上９時間未満の地域密着型通所介護の前後に連続して日常生活上の世

話を行う場合について、５時間を限度として算定されるものであり、例えば、 

①９時間の地域密着型通所介護の後に連続して５時間の延長サービスを行った場合 

②９時間の地域密着型通所介護の前に連続して２時間、後に連続して３時間、合計５時間の延長サー

ビスを行った場合には、５時間分の延長サービスとして２５０単位が算定される。 

また、当該加算は地域密着型通所介護と延長サービスを通算した時間が９時間以上の部分について算

定されるものであるため、例えば、 

③８時間の地域密着型通所介護の後に連続して５時間の延長サービスを行った場合には、地域密着型

通所介護と延長サービスの通算時間は１３時間であり、４時間分（＝１３時間－９時間）の延長サ

ービスとして２００単位が算定される。 

なお、延長加算は、実際に利用者に対して延長サービスを行うことが可能な体制にあり、かつ、実際

に延長サービスを行った場合に算定されるものであるが、当該事業所の実情に応じて、適当数の従業者
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を置いている必要があり、当該事業所の利用者が、当該事業所を利用した後に、引き続き当該事業所の

設備を利用して宿泊する場合や、宿泊した翌日において当該事業所の地域密着型通所介護の提供を受け

る場合には算定することはできない。 

共生型地域密着型通所介護に係る基本単位の算定について 

 【地域密着型報酬告示２の２注１０】 

基準 イ（地域密着型通所介護費）について、共生型地域密着型サービス（指定地域密着型サービス基準第

２条第六号に規定する共生型地域密着型サービスをいう。以下この注において同じ。）の事業を行い、

かつ、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を

行った指定生活介護事業者（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指

定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準（平成 18年厚生労働省令第 171 号。以

下この注において「指定障害福祉サービス等基準」という。）第７８条第１項に規定する指定生活介護

事業者をいう。）が当該事業を行う事業所において共生型地域密着型通所介護（指定地域密着型サービ

ス基準第３７条の２に規定する共生型地域密着型通所介護をいう。以下この注において同じ。）を行っ

た場合は、所定単位数の１００分の９３に相当する単位数を算定し、共生型地域密着型サービスの事業

を行う指定自立訓練（機能訓練）事業者（指定障害福祉サービス等基準第１５６条第１項に規定する指

定自立訓練（機能訓練）事業者をいう。）又は指定自立訓練（生活訓練）事業者（指定障害福祉サービ

ス等基準第１６６条第１項に規定する指定自立訓練（生活訓練）事業所をいう。）が当該事業を行う事

業所において共生型地域密着型通所介護を行った場合は、所定単位数の１００分の９５に相当する単位

数を算定し、共生型居宅サービスの事業を行う指定児童発達支援事業所（児童福祉法に基づく指定通所

支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準（平成 24 年厚生労働省令第 15号。以下この注におい

て「指定通所支援基準」という。）第５条第１項に規定する指定児童発達支援事業所をいい、主として

重症心身障害児（児童福祉法（昭和 22 年法律第 164号）第７条第２項に規定する重症心身障害児をい

う。以下この注において同じ。）を通わせる事業所において指定児童発達支援（指定通所支援基準第４

条に規定する指定児童発達支援をいう。）を提供する事業者を除く。）が当該事業を行う事業所におい

て共生型地域密着型通所介護を行った場合は、所定単位数の１００分の９０に相当する単位数を算定

し、共生型地域密着型サービスの事業を行う指定放課後等デイサービス事業者（指定通所支援基準第６

６条第１項に規定する指定放課後等デイサービス事業者をいい、主として重症心身障害児を通わせる事

業所において指定放課後等デイサービス（指定通所支援基準第６５条に規定する指定放課後等デイサー

ビスをいう。）を提供する事業者を除く。）が当該事業を行う事業所において共生型地域密着型通所介

護を行った場合は、所定単位数の１００分の９０に相当する単位数を算定する。 

生活相談員配置等加算について 

 【地域密着型報酬告示２の２注１１】 

基準 イ（地域密着型通所介護費）について、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、

電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った

指定地域密着型通所介護事業所において、注１０を算定している場合は、生活相談員配置等加算とし

て、１日につき１３単位を所定単位数に加算する。 

 【厚生労働大臣が定める基準 大臣基準１４の２】 

大臣  次のいずれにも適合すること。 
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基準 イ 生活相談員を１名以上配置していること。 

ロ 地域に貢献する活動を行っていること。 

 【留意事項通知第２の３の２（８）】 

留意 

事項 

①生活相談員（社会福祉士、精神保健福祉士等）は、共生型地域密着型通所介護の提供日ごとに、当

該共生型地域密着型通所介護を行う時間帯を通じて１名以上配置する必要があるが、共生型地域密

着型通所介護の指定を受ける障害福祉制度における指定生活介護事業所、指定自立訓練（機能訓

練）事業所、指定自立訓練（生活訓練）事業所、指定児童発達支援事業所又は指定放課後等デイサ

ービス事業所（以下この（８） において「指定生活介護事業所等」という。）に配置している従

業者の中に、既に生活相談員の要件を満たす者がいる場合には、新たに配置する必要はなく、兼務

しても差し支えない。なお、例えば、１週間のうち特定の曜日だけ生活相談員を配置している場合

は、その曜日のみ加算の算定対象となる。 

②地域に貢献する活動は、「地域の交流の場(開放スペースや保育園等との交流会など)の提供」、

「認知症カフェ・食堂等の設置」、「地域住民が参加できるイベントやお祭り等の開催」、「地域

のボランティアの受入や活動（保育所等における清掃活動等）の実施」、「協議会等を設けて地域

住民が事業所の運営への参画」、「地域住民への健康相談教室・研修会」など、地域や多世代との

関わりを持つためのものとするよう努めること。 

③なお、当該加算は、共生型地域密着型通所介護の指定を受ける指定生活介護事業所等においてのみ

算定することができるものであること。 

中山間地域利用者への加算 

 【地域密着型報酬告示２の２注１２】※区分支給限度基準額の算定対象外 

基準 
指定地域密着型通所介護事業所又は指定療養通所介護事業所の従業者（指定地域密着型サービス基準

第２０条第１項に規定する地域密着型通所介護従業者又は指定地域密着型サービス基準第４０条第１項

に規定する療養通所介護従業者をいう。）が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に

対して、通常の事業の実施地域（指定地域密着型サービス基準第２９条第六号又は第４０条の１２第六

号に規定する通常の事業の実施地域をいう。）を越えて、指定地域密着型通所介護又は指定療養通所介

護を行った場合は、１日につき所定単位数の１００分の５に相当する単位数を所定単位数に加算する。 

 【厚生労働大臣が定める地域 ２】 

大臣 

地域 

厚生労働大臣が定める中山間地域等の地域（平成 21年 3月 13日厚生労働省告示第 83号）を参照。 

 【留意事項通知 第２の３の２（９）】 

留意 

事項 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護と同様であるので、２（１０）を参照されたい。 

---------------------------------------------------------------------------------------------

２（１０）より 

注１２（中山間地域利用者への加算）の加算を算定する利用者については、指定地域密着型サービス

基準第２４条第３項第一号に規定する交通費の支払いを受けることはできないこととする。 

入浴介助加算について 

 【地域密着型報酬告示２の２注１３】 
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基準 イ（地域密着型通所介護費）について、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、

電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行い、

かつ、当該基準による入浴介助を行った場合は、１日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算す

る。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算

定しない。 

（１）入浴介助加算（Ⅰ） ４０単位 

（２）入浴介助加算（Ⅱ） ５５単位 

 【厚生労働大臣が定める基準 大臣基準告示１４の５】 

大臣 

基準 

イ 入浴介助加算（Ⅰ） 次のいずれにも適合すること。 

（１）入浴介助を適切に行うことができる人員及び設備を有して行われる入浴介助であること。 

（２）入浴介助に関わる職員に対し、入浴介助に関する研修等を行うこと。 

ロ 入浴介助加算（Ⅱ） 次のいずれにも適合すること。 

（１）イに掲げる基準に適合すること。 

（２）医師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士若しくは介護支援専門員又は利用者の動作及び浴

室の環境の評価を行うことができる福祉用具専門相談員、機能訓練指導員、地域包括支援セン

ターの職員その他住宅改修に関する専門的知識及び経験を有する者（以下「医師等」）が利用

者の居宅を訪問し、浴室における当該利用者の動作及び浴室の環境を評価し、かつ、当該訪問

において、当該居宅の浴室が、当該利用者自身又はその家族等の介助により入浴を行うことが

難しい環境にあると認められる場合は、訪問した医師等が、指定居宅介護支援事業所の介護支

援専門員又は指定福祉用具貸与事業所若しくは指定特定福祉用具販売事業所の福祉用具専門相

談員と連携し、福祉用具の貸与若しくは購入又は住宅改修等の浴室の環境整備に係る助言を行

うこと。ただし、医師等による利用者の居宅への訪問が困難な場合には、医師等の指示の下、

介護職員が利用者の居宅を訪問し、情報通信機器等を活用して把握した浴室における当該利用

者の動作及び浴室の環境を踏まえ、医師等が当該評価及び助言を行っても差し支えないものと

する。 

（３）当該事業所の機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者（以下「機

能訓練指導員等」）が共同して、医師等との連携の下で、利用者の身体の状況、訪問により把

握した当該居宅の浴室の環境等を踏まえて個別の入浴計画を作成すること。ただし、個別の入

浴計画に相当する内容を通所介護計画に記載することをもって、個別の入浴計画の作成に代え

ることができる。 

（４）（３）の入浴計画に基づき、個浴（個別の入浴をいう。）又は利用者の居宅の状況に近い環境

（利用者の居宅の浴室の手すりの位置や、使用する浴槽の深さ及び高さ等に合わせて、当該事

業所の浴室に福祉用具等を設置することにより、利用者の居宅の浴室の状況を再現しているも

のをいう。）で、入浴介助を行うこと 

 【留意事項通知 第２の３の２（１０）】 

留意 

事項 

ア 入浴介助加算（Ⅰ）について 

①入浴介助加算（Ⅰ）は、入浴中の利用者の観察を含む介助を行う場合について算定されるものであ

る（大臣基準告示第１４号の５）が、この場合の「観察」とは、自立生活支援のための見守り的援
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助のことであり、利用者の自立支援や日常生活動作能力などの向上のために、極力利用者自身の力

で入浴し、必要に応じて介助、転倒予防のための声かけ、気分の確認などを行うことにより、結果

として、身体に直接接触する介助を行わなかった場合についても、加算の対象となるものであるこ

と。なお、この場合の入浴には、利用者の自立生活を支援する上で最適と考えられる入浴手法が、

部分浴（シャワー浴含む）等である場合は、これを含むものとする。 

②入浴介助に関する研修とは、入浴介助に関する基礎的な知識及び技術を習得する機会を指すものと 

する。 

③地域密着型通所介護計画上、入浴の提供が位置付けられている場合に、利用者側の事情により、入

浴を実施しなかった場合については、加算を算定できない。 

イ 入浴介助加算（Ⅱ）について 

①ア①から③までを準用する。この場合において、ア①の「入浴介助加算（Ⅰ）」は、「入浴介助加

算（Ⅱ）」に読み替えるものとする。 

②入浴介助加算（Ⅱ）は、利用者が居宅において、自身で又は家族若しくは居宅で入浴介助を行うこ

とが想定される訪問介護員等（以下（８）において「家族・訪問介護員等」という。）の介助によ

って入浴ができるようになることを目的とし、以下ａ～ｃを実施することを評価するものである。

なお、入浴介助加算（Ⅱ）の算定に関係する者は、利用者の状態に応じ、自身で又は家族・訪問介

護員等の介助により尊厳を保持しつつ入浴ができるようになるためには、どのような介護技術を用

いて行うことが適切であるかを念頭に置いた上で、ａ～ｃを実施する。 

ａ 医師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士若しくは介護支援専門員又は利用者の動作及び浴

室の環境の評価を行うことができる福祉用具専門相談員、機能訓練指導員、地域包括支援セン

ターの職員その他住宅改修に関する専門的知識及び経験を有する者（以下、「医師等」とい

う。）が利用者の居宅を訪問（個別機能訓練加算を取得するにあたっての訪問等を含む。）

し、利用者の状態をふまえ、浴室における当該利用者の動作及び浴室の環境を評価する。その

際、当該利用者の居宅を訪問し評価した者が、入浴に係る適切な介護技術に基づいて、利用者

の動作を踏まえ、利用者自身で又は家族・訪問介護員等の介助により入浴を行うことが可能で

あると判断した場合、指定地域密着型通所介護事業所に対しその旨情報共有する。また、当該

利用者の居宅を訪問し評価した者が、指定地域密着型通所介護事業所の従業者以外の者である

場合は、書面等を活用し、十分な情報共有を行うよう留意すること。 

（※）当該利用者の居宅を訪問し評価した者が、入浴に係る適切な介護技術に基づいて、利用者の

動作を踏まえ、利用者自身で又は家族・訪問介護員等の介助により入浴を行うことが難しい

と判断した場合は、指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員又は指定福祉用具貸与事業所

若しくは指定特定福祉用具販売事業所の福祉用具専門相談員と連携し、利用者及び当該利用

者を担当する介護支援専門員等に対し、福祉用具の貸与若しくは購入又は住宅改修等の浴室

の環境整備に係る助言を行う。なお、医師等が訪問することが困難な場合には、医師等の指

示の下、介護職員が居宅を訪問し、情報通信機器等を活用して把握した浴室における利用者

の動作及び浴室の環境を踏まえ、医師等が評価及び助言を行うこともできることとする。た

だし、情報通信機器等の活用については、当該利用者等の同意を得なければならないこと。

また、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な
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取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドラ

イン」等を遵守すること。 

ｂ 指定地域密着型通所介護事業所の機能訓練指導員等が共同して、利用者の居宅を訪問し評価し

た者との連携の下で、当該利用者の身体の状況や訪問により把握した利用者の居宅の浴室の環

境等を踏まえた個別の入浴計画を作成する。なお、個別の入浴計画に相当する内容を地域密着

型通所介護計画の中に記載する場合は、その記載をもって個別の入浴計画の作成に代えること

ができるものとする。 

ｃ ｂの入浴計画に基づき、個浴その他の利用者の居宅の状況に近い環境にて、入浴介助を行う。

なお、利用者の居宅の浴室の状況に近い環境については、大浴槽等においても、手すりなど入

浴に要する福祉用具等を活用し、浴室の手すりの位置や使用する浴槽の深さ及び高さ等を踏ま

えることで、利用者の居宅の浴室環境の状況を再現していることとして差し支えないこととす

る。また、入浴介助を行う際は、関係計画等の達成状況や利用者の状態をふまえて、自身で又

は家族・訪問介護員等の介助によって入浴することができるようになるよう、必要な介護技術

の習得に努め、これを用いて行われるものであること。なお、必要な介護技術の習得にあたっ

ては、既存の研修等を参考にすること。 

中重度者ケア体制加算について 

 【地域密着型報酬告示２の２注１４】 

基準 イ（地域密着型通所介護費）について、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、

電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った

指定地域密着型通所介護事業所が、中重度の要介護者を受け入れる体制を構築し、指定地域密着型通所

介護を行った場合は、中重度者ケア体制加算として、１日につき４５単位を所定単位数に加算する。た

だし、注１０（共生型地域密着型通所介護に係る基本単位）を算定している場合は、算定しない。 

 【厚生労働大臣が定める基準 大臣基準告示５１の４】 

大臣 

基準 

次のいずれにも適合すること。 

イ 指定地域密着型サービス基準第２０条第１項第二号又は第三号に規定する看護職員又は介護職員

の員数に加え、看護職員又は介護職員を常勤換算方法で２以上確保していること。 

ロ 指定地域密着型通所介護事業所における前年度又は算定日が属する月の前３月間の利用者の総数

のうち、要介護状態区分が要介護３、要介護４又は要介護５である者の占める割合が１００分の

３０以上であること。 

ハ 指定地域密着型通所介護を行う時間帯を通じて、専ら当該指定地域密着型通所介護の提供に当た

る看護職員を１名以上配置していること。 

 【留意事項通知 第２の３の２（１１）】 

留意

事項 

①中重度者ケア体制加算は、暦月ごとに、指定地域密着型サービス基準第２０条第１項に規定する看

護職員又は介護職員の員数に加え、看護職員又は介護職員を常勤換算方法で２以上確保する必要が

ある。このため、常勤換算方法による職員数の算定方法は、暦月ごとの看護職員又は介護職員の勤

務延時間数を、当該事業所において常勤の職員が勤務すべき時間数で除することによって算定し、

暦月において常勤換算方法で２以上確保していれば加算の要件を満たすこととする。なお、常勤換

算方法を計算する際の勤務延時間数については、サービス提供時間前後の延長加算を算定する際に
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配置する看護職員又は介護職員の勤務時間数は含めないこととし、常勤換算方法による員数につい

ては、小数点第２位以下を切り捨てるものとする。 

②要介護３、要介護４又は要介護５である者の割合については、前年度（３月を除く。）又は届出日

の属する月の前３月の１月当たりの実績の平均について、利用実人員数又は利用延人員数を用いて

算定するものとし、要支援者に関しては人員数には含めない。 

③利用実人員数又は利用延人員数の割合の計算方法は、次の取扱いによるものとする。 

イ 前年度の実績が６月に満たない事業所（新たに事業を開始し、又は再開した事業所を含む。）

については、前年度の実績による加算の届出はできないものとする。 

ロ 前３月の実績により届出を行った事業所については、届出を行った月以降においても、直近３

月間の利用者の割合につき、毎月継続的に所定の割合を維持しなければならない。また、その

割合については、毎月ごとに記録するものとし、所定の割合を下回った場合については、直ち

に第１の５の届出（介護給付費算定に係る体制等に関する届出書（別紙３－２）、介護給付費

算定に係る体制等状況一覧表（別紙１－３－２）及び別紙１４－６並びに根拠資料）を提出し

なければならない。 

④看護職員は、指定地域密着型通所介護を行う時間帯を通じて１名以上配置する必要があり、他の職

務との兼務は認められない。 

⑤中重度者ケア体制加算については、事業所を利用する利用者全員に算定することができる。また、

注１８の認知症加算の算定要件も満たす場合は、中重度者ケア体制加算の算定とともに認知症加算

も算定できる。 

⑥中重度者ケア体制加算を算定している事業所にあっては、中重度の要介護者であっても社会性の維

持を図り在宅生活の継続に資するケアを計画的に実施するプログラムを作成することとする。 

生活機能向上連携加算について 

 【地域密着型報酬告示２の２注１５】 

基準 イ（地域密着型通所介護費）について、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、

電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った

指定地域密着型通所介護事業所において、外部との連携により、利用者の身体の状況等の評価を行い、

かつ、個別機能訓練計画を作成した場合には、当該基準に掲げる区分に従い、（１）については、利用

者の急性増悪等により当該個別機能訓練計画を見直した場合を除き３月に１回を限度として、１月につ

き、（２）については１月につき、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるい

ずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。また、注１６

（個別機能訓練加算）を算定している場合、（１）は算定せず、（２）は１月につき１００単位を所定

単位数に加算する。 

（Ⅰ）生活機能向上連携加算（Ⅰ） １００単位 

（２）生活機能向上連携加算（Ⅱ） ２００単位 

 【厚生労働大臣が定める基準 大臣基準告示１５の２】 

大臣 

基準 

イ 生活機能向上連携加算（Ⅰ） 次のいずれにも適合すること。 

（１）指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテー

ションを実施している医療提供施設（病院にあっては、許可病床数が２００床未満のもの又
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は当該病院を中心とした半径４キロメートル以内に診療所が存在しないものに限る。以下同

じ。）の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は医師（以下この号において「理学療法士

等」という。）の助言に基づき、当該指定地域密着型通所介護事業所の機能訓練指導員等

〔機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者〕が共同して利用者

の身体状況等の評価及び個別機能訓練計画の作成を行っていること。 

（２）個別機能訓練計画に基づき、利用者の身体機能又は生活機能の向上を目的とする機能訓練の

項目を準備し、機能訓練指導員等が利用者の心身の状況に応じた機能訓練を適切に提供して

いること。 

（３）（１）の評価に基づき、個別機能訓練計画の進捗状況等を３月ごとに１回以上評価し、利用

者又はその家族に対し、機能訓練の内容と個別機能訓練計画の進捗状況等を説明し、必要に

応じて訓練内容の見直し等を行っていること。 

ロ 生活機能向上連携加算（Ⅱ） 次のいずれにも適合すること。 

（１）指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテー

ションを実施している医療提供施設の理学療法士等が、当該指定地域密着型通所介護事業所

を訪問し、当該事業所の機能訓練指導員等が共同して利用者の身体状況等の評価及び個別機

能訓練計画の作成を行っていること。 

（２）個別機能訓練計画に基づき、利用者の身体機能又は生活機能の向上を目的とする機能訓練の

項目を準備し、機能訓練指導員等が利用者の心身の状況に応じた機能訓練を適切に提供して

いること。 

（３）（１）の評価に基づき、個別機能訓練計画の進捗状況等を３月ごとに１回以上評価し、利用

者又はその家族に対し、機能訓練の内容と個別機能訓練計画の進捗状況等を説明し、必要に

応じて訓練内容の見直し等を行っていること。 

 【留意事項通知 第２の３の２（１２）】 

留意 

事項 

①生活機能向上連携加算（Ⅰ） 

イ 生活機能向上連携加算（Ⅰ）は、指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテー

ション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設（病院にあっては、許可病

床数が２００床未満のもの又は当該病院を中心とした半径４キロメートル以内に診療所が存在

しないものに限る。以下この（１２）において同じ。）の理学療法士、作業療法士、言語聴覚

士又は医師（以下この（１２）において「理学療法士等」という。）の助言に基づき、当該指

定地域密着型通所介護事業所の機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職

種の者（以下「機能訓練指導員等」という。）が共同してアセスメント、利用者の身体の状況

等の評価及び個別機能訓練計画の作成を行っていること。その際、理学療法士等は、機能訓練

指導員等に対し、日常生活上の留意点、介護の工夫等に関する助言を行うこと。この場合の

「リハビリテーションを実施している医療提供施設」とは、診療報酬における疾患別リハビリ

テーション料の届出を行っている病院若しくは診療所又は介護老人保健施設若しくは介護医療

院であること。 

ロ 個別機能訓練計画の作成に当たっては、指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビ

リテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の理学療法士等は、
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当該利用者のＡＤＬ（寝返り、起き上がり、移乗、歩行、着衣、入浴、排せつ等）及びＩＡＤ

Ｌ（調理、掃除、買物、金銭管理、服薬状況等）に関する状況について、指定訪問リハビリテ

ーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している

医療提供施設の場において把握し、又は、指定地域密着型通所介護事業所の機能訓練指導員等

と連携してＩＣＴを活用した動画やテレビ電話を用いて把握した上で、当該指定地域密着型通

所介護事業所の機能訓練指導員等に助言を行うこと。なお、ＩＣＴを活用した動画やテレビ電

話を用いる場合においては、理学療法士等がＡＤＬ及びＩＡＤＬに関する利用者の状況につい

て適切に把握することができるよう、理学療法士等と機能訓練指導員等で事前に方法等を調整

するものとする。 

ハ 個別機能訓練計画には、利用者ごとにその目標、実施時間、実施方法等の内容を記載しなけれ

ばならない。目標については、利用者又はその家族の意向及び当該利用者を担当する介護支援

専門員の意見も踏まえ策定することとし、当該利用者の意欲の向上につながるよう、段階的な

目標を設定するなど可能な限り具体的かつ分かりやすい目標とすること。なお、個別機能訓練

計画に相当する内容を地域密着型通所介護計画の中に記載する場合は、その記載をもって個別

機能訓練計画の作成に代えることができるものとすること。 

ニ 個別機能訓練計画に基づき、利用者の身体機能又は生活機能の向上を目的とする機能訓練の項

目を準備し、機能訓練指導員等が、利用者の心身の状況に応じて計画的に機能訓練を適切に提

供していること。 

ホ 個別機能訓練計画の進捗状況等の評価について 

・機能訓練指導員等は、各月における評価内容や目標の達成度合いについて、利用者又はその

家族及び理学療法士等に報告・相談し、理学療法士等から必要な助言を得た上で、必要に応

じて当該利用者又はその家族（以下このホにおいて「利用者等」という。）の意向を確認の

上、当該利用者のＡＤＬやＩＡＤＬの改善状況を踏まえた目標の見直しや訓練内容の変更な

ど適切な対応を行うこと。 

・理学療法士等は、機能訓練指導員等と共同で、３月ごとに１回以上、個別機能訓練の進捗状

況等について評価した上で、機能訓練指導員等が利用者又はその家族に対して個別機能訓練

計画の内容（評価を含む。）や進捗状況等を説明していること。また、利用者等に対する説

明は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとすること。ただし、テレビ電話

装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければならないこと。なお、テレビ電話装

置等の活用に当たっては、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者におけ

る個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管

理に関するガイドライン」等を遵守すること。 

ヘ 機能訓練に関する記録（実施時間、訓練内容、担当者等）は、利用者ごとに保管され、常に

当該事業所の機能訓練指導員等により閲覧が可能であるようにすること。 

ト 生活機能向上連携加算（Ⅰ）は個別機能訓練計画に基づき個別機能訓練を提供した初回の月

に限り、算定されるものである。なお、イの助言に基づき個別機能訓練計画を見直した場合

には、本加算を再度算定することは可能であるが、利用者の急性増悪等により個別機能訓練
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計画を見直した場合を除き、個別機能訓練計画に基づき個別機能訓練を提供した初回の月の

翌月及び翌々月は本加算を算定しない。 

②生活機能向上連携加算（Ⅱ） 

イ 生活機能向上連携加算（Ⅱ）は、指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテー

ション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の理学療法士等が、当該指

定地域密着型通所介護事業所を訪問し、当該事業所の機能訓練指導員等と共同して、利用者の

身体の状況等の評価及び個別機能訓練計画の作成を行っていること。その際、理学療法士等

は、機能訓練指導員等に対し、日常生活上の留意点、介護の工夫等に関する助言を行うこと。

この場合の「リハビリテーションを実施している医療提供施設」とは、診療報酬における疾患

別リハビリテーション料の届出を行っている病院若しくは診療所又は介護老人保健施設、介護

療養型医療施設若しくは介護医療院であること。 

ロ 個別機能訓練計画の進捗状況等の評価について 

・機能訓練指導員等は、各月における評価内容や目標の達成度合いについて、利用者又はその

家族及び理学療法士等に報告・相談し、理学療法士等から必要な助言を得た上で、必要に応

じて当該利用者又はその家族の意向を確認の上、当該利用者のＡＤＬやＩＡＤＬの改善状況

を踏まえた目標の見直しや訓練内容の変更など適切な対応を行うこと。  

・理学療法士等は、３月ごとに１回以上指定地域密着型通所介護事業所を訪問し、機能訓練指

導員等と共同で個別機能訓練の進捗状況等について評価した上で、機能訓練指導員等が、利

用者又はその家族に対して個別機能訓練計画の内容（評価を含む。）や進捗状況等を説明し

記録するとともに、必要に応じて訓練内容の見直し等を行うこと。 

ハ ①ハ、ニ及びヘによること。なお、個別機能訓練加算を算定している場合は、別に個別機能訓

練計画を作成する必要はないこと。 

個別機能訓練加算について 

 【地域密着型報酬告示２の２注１６】 

基準 イ（地域密着型通所介護費）について、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、

電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った

指定地域密着型通所介護の利用者に対して、機能訓練を行っている場合には、当該基準に掲げる区分に

従い、（１）及び（２）については１日につき次に掲げる単位数を、（３）については１月につき次に

掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、個別機能訓練加算（Ⅰ）イを算定している場合には、

個別機能訓練加算（Ⅰ）ロは算定しない。 

（１）個別機能訓練加算（Ⅰ）イ ５６単位 

（２）個別機能訓練加算（Ⅰ）ロ ７６単位 

（３）個別機能訓練加算（Ⅱ）  ２０単位 

 【厚生労働大臣が定める基準 大臣基準告示５１の５】 

大臣 

基準 

イ 個別機能訓練加算（Ⅰ）イ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

（１）専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔

道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師（はり師及びきゅう師について

は、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指
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圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で６月以上機能訓練指導に従事した経

験を有する者に限る。）（以下この号において「理学療法士等」)を１名以上配置している

こと。 

（２）機能訓練指導員等が共同して、利用者ごとに個別機能訓練計画を作成し、当該計画に基づ

き、理学療法士等が計画的に機能訓練を行っていること。 

（３）個別機能訓練計画の作成及び実施においては、利用者の身体機能及び生活機能の向上に資す

るよう複数の種類の機能訓練の項目を準備し、その項目の選択に当たっては、利用者の生活

意欲が増進されるよう利用者を援助し、利用者の選択に基づき、心身の状況に応じた機能訓

練を適切に行っていること。 

（４）機能訓練指導員等が利用者の居宅を訪問し、利用者の居宅での生活状況を確認した上で、個

別機能訓練計画を作成すること。また、その後３月ごとに１回以上、利用者の居宅を訪問し

た上で、当該利用者の居宅での生活状況をその都度確認するとともに、当該利用者又はその

家族に対して、個別機能訓練計画の進捗状況等を説明し、必要に応じて個別機能訓練計画の

見直し等を行っていること。 

（５）定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 

ロ 個別機能訓練加算（Ⅰ）ロ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

（１）イ（１）で配置された理学療法士等に加えて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療

法士等を１名以上配置していること。 

（２）イ（２）から（５）までに掲げる基準のいずれにも適合すること。 

ハ 個別機能訓練加算（Ⅱ） 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

（１）イ（１）から（５）まで又はロ（１）及び（２）に掲げる基準に適合すること。 

（２）利用者ごとの個別機能訓練計画書の内容等の情報を厚生労働省に提出し、機能訓練の実施に

当たって、当該情報その他機能訓練の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用してい

ること 

 【留意事項通知 第２の３の２（１３）】 

留意 

事項 

個別機能訓練加算は、専ら機能訓練を実施する理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔

道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師（はり師及びきゅう師については、理学療法

士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能

訓練指導員を配置した事業所で６月以上機能訓練指導に従事した経験を有する者に限る。）（以下３の

２において「理学療法士等」という。）を配置し、機能訓練指導員等が共同して、利用者ごとに心身の

状態や居宅の環境をふまえた個別機能訓練計画を作成し、当該計画に基づき計画的に機能訓練を行うこ

とで、利用者の生活機能（身体機能を含む。以下（１１）において同じ。）の維持・向上を図り、住み

慣れた地域で居宅において可能な限り自立して暮らし続けることを目指すため設けられたものである。

本加算の算定にあたっては、加算設置の趣旨をふまえた個別機能訓練計画の作成及び個別機能訓練が実

施されなければならない。 

① 個別機能訓練加算（Ⅰ）イ、個別機能訓練加算（Ⅰ）ロ 

イ 個別機能訓練加算（Ⅰ）イを算定する際の人員配置 
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専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を１名以上配置すること。この場合にお

いて、例えば１週間のうち特定の曜日だけ理学療法士等を配置している場合は、その曜日に

おいて理学療法士等から直接機能訓練の提供を受けた利用者のみが当該加算の算定対象とな

る。ただし、この場合、当該加算を算定できる人員体制を確保している曜日があらかじめ定

められ、利用者や居宅介護支援事業者に周知されている必要がある。なお、指定地域密着型

通所介護事業所の看護職員が当該加算に係る理学療法士等の職務に従事する場合には、当該

職務の時間は、指定地域密着型通所介護事業所における看護職員としての人員基準の算定に

含めない。 

ロ 個別機能訓練加算（Ⅰ）ロを算定する際の人員配置 

（Ⅰ）イの専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を１名以上配置することに加

えて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を１名以上配置すること。この場

合において、例えば１週間のうち特定の時間だけ、（Ⅰ）イの要件である専ら機能訓練を実

施する理学療法士等を１名に加え、さらに（Ⅰ）ロの要件である専ら機能訓練を実施する理

学療法士等を１名以上配置している場合は、その時間において理学療法士等から直接訓練の

提供を受けた利用者のみが当該加算の算定対象となる。 

ただし、この場合、当該加算を算定できる人員体制を確保している曜日はあらかじめ定めら

れ、利用者や居宅介護支援事業者に周知されている必要がある。なお、指定地域密着型通所

介護事業所の看護職員が当該加算に係る機能訓練指導員の職務に従事する場合には、当該職

務の時間は、指定地域密着型通所介護事業所における看護職員としての人員基準の算定に含

めない。 

ハ 個別機能訓練目標の設定・個別機能訓練計画の作成 

個別機能訓練加算（Ⅰ）イ及び個別機能訓練加算（Ⅰ）ロに係る個別機能訓練を行うにあた

っては、機能訓練指導員等が共同して、利用者ごとにその目標、目標を踏まえた訓練項目、

訓練実施時間、訓練実施回数等を内容とする個別機能訓練計画を作成すること。個別機能訓

練目標の設定にあたっては、機能訓練指導員等が利用者の居宅を訪問した上で利用者の居宅

での生活状況（起居動作、ＡＤＬ、ＩＡＤＬ等の状況）を確認し、その結果や利用者又は家

族の意向及び介護支援専門員等の意見も踏まえつつ行うこと。その際、当該利用者の意欲の

向上につながるよう長期目標・短期目標のように段階的な目標とするなど可能な限り具体的

かつ分かりやすい目標とすること。また、単に身体機能の向上を目指すことのみを目標とす

るのではなく、日常生活における生活機能の維持・向上を目指すことを含めた目標とするこ

と。 

個別機能訓練項目の設定にあたっては、利用者の生活機能の向上に資するよう複数の種類の

機能訓練の項目を準備し、その項目の選択に当たっては、利用者の生活意欲の向上に繋がる

よう利用者を援助すること。 

なお、個別機能訓練計画に相当する内容を地域密着型通所介護計画の中に記載する場合は、

その記載をもって個別機能訓練計画の作成に代えることができるものとする。 

ニ 個別機能訓練の実施体制・実施回数 
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個別機能訓練加算（Ⅰ）イ及び個別機能訓練加算（Ⅰ）ロに係る個別機能訓練は、類似の目

標を持ち、同様の訓練項目を選択した５人程度以下の小集団（個別対応含む）に対して機能

訓練指導員が直接行うこととし、必要に応じて事業所内外の設備等を用いた実践的かつ反復

的な訓練とすること。訓練時間については、個別機能訓練計画に定めた訓練項目の実施に必

要な１回あたりの訓練時間を考慮し適切に設定すること。また、本加算に係る個別機能訓練

は、住み慣れた地域で居宅において可能な限り自立して暮らし続けることを目的とし、生活

機能の維持・向上を図るため、計画的・継続的に個別機能訓練を実施する必要があり、概ね

週１回以上実施することを目安とする。 

ホ 個別機能訓練実施後の対応 

個別機能訓練加算（Ⅰ）イ及び個別機能訓練加算（Ⅰ）ロに係る個別機能訓練を開始した後

は、個別機能訓練項目や訓練実施時間、個別機能訓練の効果（例えば当該利用者のＡＤＬ及

びＩＡＤＬの改善状況）等についての評価を行うほか、３月ごとに１回以上、利用者の居宅

を訪問し、利用者の居宅での生活状況（起居動作、ＡＤＬ、ＩＡＤＬ等の状況）の確認を行

い、利用者又はその家族（以下このホにおいて「利用者等」という。）に対して個別機能訓

練の実施状況や個別機能訓練の効果等について説明し、記録する。 

また、概ね３月ごとに１回以上、個別機能訓練の実施状況や個別機能訓練の効果等につい

て、当該利用者を担当する介護支援専門員等にも適宜報告・相談し、利用者等の意向を確認

の上、当該利用者に対する個別機能訓練の効果（例えば当該利用者のＡＤＬ及びＩＡＤＬの

改善状況）等をふまえた個別機能訓練の目標の見直しや訓練項目の変更など、適切な対応を

行うこと。 

また、利用者等に対する説明は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする

こと。ただし、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければならない

こと。なお、テレビ電話装置等の活用に当たっては、個人情報保護委員会・厚生労働省「医

療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省

「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 

ヘ その他 

・厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費

等の算定方法（平成 12年厚生省告示第 27号）第５号の２に規定する基準のいずれかに該

当する場合は、個別機能訓練加算（Ⅰ）イ及び個別機能訓練加算（Ⅰ）ロを算定すること

はできない。 

・個別機能訓練加算（Ⅰ）イを算定している場合は個別機能訓練加算（Ⅰ）ロを算定するこ

とはできない。また個別機能訓練加算（Ⅰ）ロを算定している場合は、個別機能訓練加算

（Ⅰ）イを算定することはできない。 

・個別機能訓練計画に基づく個別機能訓練の実施が予定されていた場合でも、利用者の都合

等により実際に個別機能訓練が実施されなかった場合は、個別機能訓練加算（Ⅰ）イ及び

個別機能訓練加算（Ⅰ）ロを算定することはできない。 
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・個別機能訓練加算（Ⅰ）イ及び個別機能訓練加算（Ⅰ）ロの目標設定・個別機能訓練計画

の作成方法の詳細を含む事務処理手順例等については、別に定める通知において示すこと

とする。 

・個別機能訓練に関する記録（個別機能訓練の目標、目標をふまえた訓練項目、訓練実施時

間、個別機能訓練実施者等）は、利用者ごとに保管され、常に当該事業所の個別機能訓練

従事者により閲覧が可能であるようにすること。 

②個別機能訓練加算（Ⅱ）について 

厚生労働省への情報の提出については、「科学的介護情報システム（Long-term care Information 

system For Evidence）」（以下「ＬＩＦＥ」という。）を用いて行うこととする。ＬＩＦＥへの

提出情報、提出頻度等については、「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連加算に関する基本

的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」を参照されたい。 

サービスの質の向上を図るため、ＬＩＦＥへの提出情報及びフィードバック情報を活用し、利用者

の状態に応じた個別機能訓練計画の作成（Plan）、当該計画に基づく個別機能訓練の実施（Do）、

当該実施内容の評価（Check）、その評価結果を踏まえた当該計画の見直し・改善（Action）の一

連のサイクル（ＰＤＣＡサイクル）により、サービスの質の管理を行うこと。 

提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するため、

適宜活用されるものである。 

ＡＤＬ維持等加算について 

 【地域密着型報酬告示２の２注１７】 

基準 イ（地域密着型通所介護費）について、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、

電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った

指定地域密着型通所介護事業所において、利用者に対して指定地域密着型通所介護を行った場合は、評

価対象期間（別に厚生労働大臣が定める期間をいう。）の満了日の属する月の翌月から１２月以内の期

間に限り、当該基準に掲げる区分に従い、１月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただ

し、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しな

い。 

（１）ＡＤＬ維持等加算（Ⅰ） ３０単位 

（２）ＡＤＬ維持等加算（Ⅱ） ６０単位 

 【厚生労働大臣が定める基準 大臣基準告示１６の２】 

大臣 

状態 

 

イ ＡＤＬ維持等加算（Ⅰ） 次のいずれにも適合すること。 

（１）評価対象者（当該事業所又は当該施設の利用期間（（２）において「評価対象利用期間」）が

６月を超える者をいう。以下この号において同じ。）の総数が１０人以上であること。 

（２）評価対象者全員について、評価対象利用期間の初月（以下「評価対象利用開始月」）と、当該

月の翌月から起算して６月目（６月目にサービスの利用がない場合については当該サービスの

利用があった最終の月）においてＡＤＬを評価し、その評価に基づく値（以下「ＡＤＬ値」）

を測定し、測定した日が属する月ごとに厚生労働省に当該測定を提出していること。 
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（３）評価対象者の評価対象利用開始月の翌月から起算して６月目の月に測定したＡＤＬ値から評価

対象利用開始月に測定したＡＤＬ値を控除して得た値を用いて一定の基準に基づき算出した値

（以下ＡＤＬ利得」）の平均値が１以上であること。 

ロ ＡＤＬ維持等加算（Ⅱ） 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

（１）イ（１）及び（２）の基準に適合するものであること。 

（２）評価対象者のＡＤＬ利得の平均値が３以上であること。 

 【厚生労働大臣が定める期間 利用者等告示３５の４】 

利用 

者等 

ＡＤＬ維持加算の算定を開始する月の前年の同月から起算して１２月までの期間 

 【留意事項通知 第２の３の２（１４）】 

留意 

事項 

①ＡＤＬの評価は、一定の研修を受けた者により、Barthel Index を用いて行うものとする。 

②大臣基準告示第十六号の二イ（２）における厚生労働省へのＡＤＬ値の提出は、ＬＩＦＥを用いて

行うこととする。ＬＩＦＥへの提出情報、提出頻度等については、「科学的介護情報システム（Ｌ

ＩＦＥ）関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」を参照さ

れたい。サービスの質の向上を図るため、ＬＩＦＥへの提出情報及びフィードバック情報を活用

し、利用者の状態に応じた個別機能訓練計画の作成（Plan）、当該計画に基づく個別機能訓練の実

施（Do）、当該実施内容の評価（Check）、その評価結果を踏まえた当該計画の見直し・改善

（Action）の一連のサイクル（ＰＤＣＡサイクル）により、サービスの質の管理を行うこと。提出

された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するため、適宜

活用されるものである。 

③大臣基準告示第１６号の２イ（３）及びロ（２）におけるＡＤＬ利得は、評価対象利用開始月の翌

月から起算して６月目の月に測定したＡＤＬ値から、評価対象利用開始月に測定したＡＤＬ値を控

除して得た値に、次の表の上欄の評価対象利用開始月に測定したＡＤＬ値に応じてそれぞれ同表の

下欄に掲げる値を加えた値を平均して得た値とする。 

 

ＡＤＬ値が ０以上 ２５以下 １ 

ＡＤＬ値が３０以上 ５０以下 １ 

ＡＤＬ値が５５以上 ７５以下 ２ 

ＡＤＬ値が８０以上１００以下 ３ 

 

④ハにおいてＡＤＬ利得の平均を計算するに当たって対象とする者は、ＡＤＬ利得の多い順に、上位

１００分の１０に相当する利用者（その数に１未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるもの

とする。）及び下位１００分の１０に相当する利用者（その数に１未満の端数が生じたときは、こ

れを切り捨てるものとする。）を除く利用者（以下この⑿において「評価対象利用者」という。）

とする。 

⑤加算を取得する月の前年の同月に、基準に適合しているものとして市町村長に届け出ている場合

は、届出の日から１２月後までの期間を評価対象期間とする。 



- 61 - 

 

⑥令和６年度については、令和６年３月以前よりＡＤＬ維持等加算（Ⅱ）を算定している場合、ＡＤ

Ｌ利得に関わらず、評価対象期間の満了日の属する月の翌月から１２月に限り算定を継続すること

ができる。 

認知症加算について 

 【地域密着型報酬告示２の２注１８】 

基準 イ（地域密着型通所介護費）について、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、

電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った

指定地域密着型通所介護事業所において、別に厚生労働大臣が定める利用者に対して指定地域密着型通

所介護を行った場合は、認知症加算として、１日につき６０単位を所定単位数に加算する。ただし、注

１０（共生型地域密着型通所介護）を算定している場合は、算定しない。 

 【厚生労働大臣が定める基準 大臣基準告示５１の６】 

大臣 

基準 

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

イ 指定地域密着型サービス基準第２０条第１項第二号又は第三号に規定する員数に加え、看護職員

又は介護職員を常勤換算方法で２以上確保していること。 

ロ 指定地域密着型通所介護事業所における前年度又は算定日が属する月の前３月間の利用者の総数

のうち、日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とす

る認知症の者の占める割合が１００の１５以上であること。 

ハ 指定地域密着型通所介護を行う時間帯を通じて、専ら当該指定地域密着型通所介護の提供に当た

る認知症介護の指導に係る専門的な研修、認知症介護に係る専門的な研修、認知症介護に係る実

践的な研修等を修了した者を１名以上配置していること。 

ニ 当該事業所の従業者に対する認知症ケアに関する事例の検討や技術的指導に係る会議を定期的に

開催していること。 

 【厚生労働大臣が定める利用者 利用者等告示３５の５】 

利用 

者等 

日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症の者 

 【留意事項通知 第２の３の２（１５）】 

留意 

事項 

①常勤換算方法による職員数の算定方法は、（１１）①（中重度者ケア体制加算）を参照のこと。 

②「日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症

の者」とは、日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はＭに該当する者を指すものとし、これらの者の割

合については、前年度（３月を除く。）又は届出日の属する月の前３月の１月当たりの実績の平均

について、利用実人員数又は利用延人員数を用いて算定するものとし、要支援者に関しては人員数

には含めない。 

③利用実人員数又は利用延人員数の割合の計算方法は、（１１）③（中重度者ケア体制加算）を参照

のこと。 

④「認知症介護の指導に係る専門的な研修」とは、「認知症介護実践者等養成事業の実施について」

（平成 18年 3月 31日老発第 0331010 号厚生労働省老健局長通知）、「認知症介護実践者等養成事

業の円滑な運営について」（平成 18年 3月 31日老計発第 0331007 号厚生労働省計画課長通知）に

規定する「認知症介護指導者養成研修」及び認知症看護に係る適切な研修を指すものとする。 
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⑤「認知症介護に係る専門的な研修」とは、「認知症介護実践者等養成事業の実施について」及び

「認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営について」に規定する「認知症介護実践リーダー研

修」を指すものとする。 

⑥「認知症介護に係る実践的な研修」とは、「認知症介護実践者等養成事業の実施について」及び

「認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営について」に規定する「認知症介護実践者研修」を指

すものとする。 

⑦認知症介護指導者養成研修、認知症介護実践リーダー研修、認知症介護実践者研修、認知症看護に

係る適切な研修の修了者は、指定地域密着型通所介護を行う時間帯を通じて１名以上配置する必要

がある。 

⑧「認知症ケアに関する事例の検討や技術的指導に係る会議」は、テレビ電話装置等を活用して行う

ことができるものとする。この際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者にお

ける個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に

関するガイドライン」等を遵守していること。 

⑨認知症加算については、日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はＭに該当する者に対して算定すること

ができる。また、注１１の中重度者ケア体制加算の算定要件も満たす場合は、認知症加算の算定と

ともに中重度者ケア体制加算も算定できる。 

⑩認知症加算を算定している事業所にあっては、認知症の症状の進行の緩和に資するケアを計画的に

実施するプログラムを作成することとする。 

若年性認知症利用者受入加算について 

 【地域密着型報酬告示２の２注１９】 

基準 イ（地域密着型通所介護費）について、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、

電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った

指定地域密着型通所介護事業所において、若年性認知症利用者（介護保険法施行令（平成 10 年政令第

412号）第２条第六号に規定する初老期における認知症によって要介護者となった者をいう。以下同

じ。）に対して指定地域密着型通所介護を行った場合は、若年性認知症利用者受入加算として、１日に

つき６０単位を所定単位数に加算する。ただし、認知症加算を算定している場合は、算定しない。 

 【厚生労働大臣が定める基準 大臣基準告示１８】 

大臣 

基準 

受け入れた若年性認知症利用者（初老期における認知症によって要介護者となった者）ごとに個別の

担当者を定めていること。 

 【留意事項通知 第２の３の２（１６）】 

留意 

事項 

受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別の担当者を定め、その者を中心に、当該利用者の特性やニ

ーズに応じたサービス提供を行うこと。 

栄養アセスメント加算について 

 【地域密着型報酬告示２の２注２０】 

基準 イ（地域密着型通所介護費）について、次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして、電子

情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定

地域密着型通所介護事業所が、利用者に対して、管理栄養士が介護職員等と共同して栄養アセスメント

（利用者ごとの低栄養状態のリスク及び解決すべき課題を把握することをいう。以下この注において同



- 63 - 

 

じ。）を行った場合は、栄養アセスメント加算として、１月につき５０単位を所定単位数に加算する。

ただし、当該利用者が栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間及び当該栄養改善サ

ービスが終了した日の属する月は、算定しない。 

（１）当該事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養士を１名以上配置していること。 

（２）利用者ごとに、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者（注２１におい

て「管理栄養士等」という。）が共同して栄養アセスメントを実施し、当該利用者又はその家族

に対してその結果を説明し、相談等に必要に応じ対応すること。 

（３）利用者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、栄養管理の実施に当たって、当該情報そ

の他栄養管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。 

（４）別に厚生労働大臣が定める基準に適合している指定地域密着型通所介護事業所であること。 

 【厚生労働大臣が定める基準 大臣基準告示１８の２】 

大臣 

基準 

定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 

 【留意事項通知第２の３の２（１７）】 

留意

事項 

①栄養アセスメント加算の算定に係る栄養アセスメントは、利用者ごとに行われるケアマネジメントの

一環として行われることに留意すること。 

②当該事業所の職員として、又は外部（他の介護事業所（栄養アセスメント加算の対象事業所に限

る。）、医療機関、介護保険施設（栄養マネジメント強化加算の算定要件として規定する員数を超え

て管理栄養士を置いているもの又は常勤の管理栄養士を１名以上配置しているものに限る。）又は公

益社団法人日本栄養士会若しくは都道府県栄養士会が設置し、運営する「栄養ケア・ステーショ

ン」）との連携により、管理栄養士を１名以上配置して行うものであること。 

③栄養アセスメントについては、３月に１回以上、イからニまでに掲げる手順により行うこと。あわせ

て、利用者の体重については、１月毎に測定すること。 

イ 利用者ごとの低栄養状態のリスクを、利用開始時に把握すること。 

ロ 管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者ごとの摂 

食・嚥下機能及び食形態にも配慮しつつ、解決すべき栄養管理上の課題の把握を行うこと。 

ハ イ及びロの結果を当該利用者又はその家族に対して説明し、必要に応じ解決すべき栄養管理上 

の課題に応じた栄養食事相談、情報提供等を行うこと。 

ニ 低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者については、介護支援専門員と情報共有 

を行い、栄養改善加算に係る栄養改善サービスの提供を検討するように依頼すること。 

④原則として、当該利用者が栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間及び当該栄養

改善サービスが終了した日の属する月は、栄養アセスメント加算は算定しないが、栄養アセスメント

加算に基づく栄養アセスメントの結果、栄養改善加算に係る栄養改善サービスの提供が必要と判断さ

れた場合は、栄養アセスメント加算の算定月でも栄養改善加算を算定できること。 

⑤厚生労働省への情報の提出については、ＬＩＦＥを用いて行うこととする。ＬＩＦＥへの提出情報、

提出頻度等については、「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連加算に関する基本的考え方並び

に事務処理手順及び様式例の提示について」を参照されたい。 
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サービスの質の向上を図るため、ＬＩＦＥへの提出情報及びフィードバック情報を活用し、利用者の

状態に応じた栄養管理の内容の決定（Plan）、当該決定に基づく支援の提供（Do）、当該支援内容の

評価（Check）、その評価結果を踏まえた栄養管理の内容の見直し・改善（Action）の一連のサイク

ル（ＰＤＣＡサイクル）により、サービスの質の管理を行うこと。提出された情報については、国民

の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するため、適宜活用されるものである。 

栄養改善加算について 

 【地域密着型報酬告示２の２注２１】 

基準 イ（地域密着型通所介護費）について、次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして、電子

情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行い、か

つ、低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の低栄養状態の改善等

を目的として、個別的に実施される栄養食事相談等の栄養管理であって、利用者の心身の状態の維持又

は向上に資すると認められるもの（以下「栄養改善サービス」という。）を行った場合は、栄養改善加

算として、３月以内の期間に限り１月に２回を限度として１回につき２００単位を所定単位数に加算す

る。ただし、栄養改善サービスの開始から３月ごとの利用者の栄養状態の評価の結果、低栄養状態が改

善せず、栄養改善サービスを引き続き行うことが必要と認められる利用者については、引き続き算定す

ることができる。 

（１）当該事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養士を１名以上配置していること。 

（２）利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、管理栄養士等が共同して、利用者ごとの摂食・ 嚥下機

能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成していること。 

（３）利用者ごとの栄養ケア計画に従い、必要に応じて当該利用者の居宅を訪問し、管理栄養士等が栄

養改善サービスを行っているとともに、利用者の栄養状態を定期的に記録していること。 

（４）利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価していること。 

（５）別に厚生労働大臣の定める基準に適合している指定地域密着型通所介護事業所であること。 

 【厚生労働大臣が定める基準 大臣基準告示１９】 

大臣 

基準 

定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 

 【留意事項通知第２の３の２（１８）】 

留意 

事項 

①栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスの提供は、利用者ごとに行われるケアマネジメントの

一環として行われることに留意すること。 

②当該事業所の職員として、又は外部（他の介護事業所（栄養改善加算の対象事業所に限る。）、医

療機関、介護保険施設（栄養マネジメント強化加算の算定要件として規定する員数を超えて管理栄

養士を置いているもの又は常勤の管理栄養士を１名以上配置しているものに限る。）又は公益社団

法人日本栄養士会若しくは都道府県栄養士会が設置し、運営する「栄養ケア・ステーション」)と

の連携により、管理栄養士を１名以上配置して行うものであること。 

③栄養改善加算を算定できる利用者は、次のイからホのいずれかに該当する者であって、栄養改善サ

ービスの提供が必要と認められる者とすること。 

イ ＢＭＩが１８．５未満である者 
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ロ １～６月間で３％以上の体重の減少が認められる者又は「地域支援事業の実施について」（平

成 18 年 6月 9日老発第 0609001 号厚生労働省老健局長通知）に規定する基本チェックリスト

の№（１１）の項目が「１」に該当する者 

ハ 血清アルブミン値が３．５ｇ／ｄｌ以下である者 

ニ 食事摂取量が不良（７５％以下）である者 

ホ その他低栄養状態にある又はそのおそれがあると認められる者 

なお、次のような問題を有する者については、前記イからホのいずれかの項目に該当するかどう

か、適宜確認されたい。 

・口腔及び摂食・嚥下機能の問題(基本チェックリストの口腔機能に関連する（１３）、（１

４）、（１５）のいずれかの項目において「１」に該当する者などを含む。) 

・生活機能の低下の問題 

・褥瘡に関する問題 

・食欲の低下の問題 

・閉じこもりの問題(基本チェックリストの閉じこもりに関連する（１６）、（１７）のいずれか

の項目において「１」に該当する者などを含む 

・認知症の問題(基本チェックリストの認知症に関連する（１８）、（１９）、（２０）のいずれ

かの項目において「１」に該当する者などを含む 

・うつの問題（基本チェックリストのうつに関連する（２１）から（２５）の項目において、２項

目以上「１」に該当する者などを含む。） 

④栄養改善サービスの提供は、以下のイからヘまでに掲げる手順を経てなされる。 

イ 利用者ごとの低栄養状態のリスクを、利用開始時に把握すること。 

ロ 利用開始時に、管理栄養士が中心となって、利用者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮

しつつ、栄養状態に関する解決すべき課題の把握（以下「栄養アセスメント」という。）を行

い、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、栄養食事相

談に関する事項（食事に関する内容の説明等）、解決すべき栄養管理上の課題等に対し取り組

むべき事項等を記載した栄養ケア計画を作成すること。作成した栄養ケア計画については、栄

養改善サービスの対象となる利用者又はその家族に説明し、その同意を得ること。なお、地域

密着型通所介護においては、栄養ケア計画に相当する内容を地域密着型通所介護計画の中に記

載する場合は、その記載をもって栄養ケア計画の作成に代えることができるものとすること。 

ハ 栄養ケア計画に基づき、管理栄養士等が利用者ごとに栄養改善サービスを提供すること。その

際、栄養ケア計画に実施上の問題点があれば直ちに当該計画を修正すること。 

ニ 栄養改善サービスの提供に当たり、居宅における食事の状況を聞き取った結果、課題がある場

合は、当該課題を解決するため、利用者又はその家族の同意を得て、当該利用者の居宅を訪問

し、居宅での食事状況・食事環境等の具体的な課題の把握や、主として食事の準備をする者に

対する栄養食事相談等の栄養改善サービスを提供すること。 

ホ 利用者の栄養状態に応じて、定期的に、利用者の生活機能の状況を検討し、おおむね３月ごと

に体重を測定する等により栄養状態の評価を行い、その結果を当該利用者を担当する介護支援

専門員や主治の医師に対して情報提供すること。 
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ヘ 指定地域密着型サービス基準第３７条において準用する第３条の１８に規定するサービスの提

供の記録において利用者ごとの栄養ケア計画に従い管理栄養士が利用者の栄養状態を定期的に

記録する場合は、当該記録とは別に栄養改善加算の算定のために利用者の栄養状態を定期的に

記録する必要はないものとすること。 

⑤おおむね３月ごとの評価の結果、③のイからホまでのいずれかに該当する者であって、継続的に管

理栄養士等がサービス提供を行うことにより、栄養改善の効果が期待できると認められるものにつ

いては、継続的に栄養改善サービスを提供する。 

口腔・栄養スクリーニング加算について 

 【地域密着型報酬告示２の２注２２】 

基準 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定地域密着型通所介護事業所の従業者が、利用開始時及

び利用中６月ごとに利用者の口腔の健康状態のスクリーニング又は栄養状態のスクリーニングを行った

場合に、口腔・栄養スクリーニング加算として、次に掲げる区分に応じ、１回につき次に掲げる単位数

を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲

げるその他の加算は算定せず、当該利用者について、当該事業所以外で既に口腔・栄養スクリーニング

加算を算定している場合は算定しない。 

（１）口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ） ２０単位 

（２）口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ）  ５単位 

 【厚生労働大臣が定める基準 大臣基準告示５１の７】 

大臣 

基準 

イ 口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ） 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。 

（１）次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

（一）地域密着型通所介護費のイを算定していること。 

（二）第十九号の二イ（１）、（２）及び（４）に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

（三）定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 

（２）次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

（一）指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型通所介護費のロを算定しているこ

と。 

（二）第十九号の二イ（１）及び（２）に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

（三）定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 

ロ 口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ） 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

（１）イ（１）（一）に該当するものであること。 

（２）第十九号の二ロ（１）又は（２）に掲げる基準のいずれかに適合すること。 

---------------------------------------------------------------------------------------------

第十九号の二より 

イ 口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ） 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

（１）利用開始時及び利用中６月ごとに利用者の口腔の健康状態について確認を行い、当該利用者

の口腔の健康状態に関する情報（当該利用者の口腔の健康状態が低下しているおそれのある

場合にあっては、その改善に必要な情報を含む。）を当該利用者を担当する介護支援専門員

に提供していること。 
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（２）利用開始時及び利用中６月ごとに利用者の栄養状態について確認を行い、当該利用者の栄養

状態に関する情報（当該利用者が低栄養状態の場合にあっては、低栄養状態の改善に必要な

情報を含む。）を当該利用者を担当する介護支援専門員に提供していること。 

（３）〔略〕 

（４）算定日が属する月が、次に掲げる基準のいずれにも該当しないこと。 

（一）栄養アセスメント加算を算定している間である又は当該利用者が栄養改善加算の算定に係

る栄養改善サービスを受けている間である若しくは当該栄養改善サービスが終了した日の

属する月（栄養状態のスクリーニングを行った結果、栄養改善サービスが必要であると判

断され、栄養改善サービスが開始された日の属する月を除く。）であること。 

（二）当該利用者が口腔機能向上加算の算定に係る口腔機能向上サービスを受けている間である

又は当該口腔機能向上サービスが終了した日の属する月（口腔の健康状態のスクリーニン

グを行った結果、口腔機能向上サービスが必要であると判断され、口腔機能向上サービス

が開始された日の属する月を除く。）であること。 

(５) 他の介護サービスの事業所において、当該利用者について、口腔連携強化加算を算定してい

ないこと。 

ロ 口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ） 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。 

（１）次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

（一）イ（１）及び（３）に掲げる基準に適合すること。 

（二）算定日が属する月が、栄養アセスメント加算を算定している間である又は当該利用者が栄

養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間である若しくは当該栄養改善サ

ービスが終了した日の属する月(栄養状態のスクリーニングを行った結果、栄養改善サー

ビスが必要であると判断され、栄養改善サービスが開始された日の属する月を除く。)で

あること。 

（三）算定日が属する月が、当該利用者が口腔機能向上加算の算定に係る口腔機能向上サービス

を受けている間及び当該口腔機能向上サービスが終了した日の属する月ではないこと。 

（２）次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

（一）イ（２）及び（３）に掲げる基準に適合すること。 

（二）算定日が属する月が、栄養アセスメント加算を算定していない、かつ、当該利用者が栄養

改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間又は当該栄養改善サービスが終了

した日の属する月ではないこと。 

（三）算定日が属する月が、当該利用者が口腔機能向上加算の算定に係る口腔機能向上サービス

を受けている間及び当該口腔機能向上サービスが終了した日の属する月（口腔の健康状態

のスクリーニングを行った結果、口腔機能向上サービスが必要であると判断され、口腔機

能向上サービスが開始された日の属する月を除く。）であること。 

（四）他の介護サービスの事業所において、当該利用者について、口腔連携強化加算を算定して

いないこと。 

 【留意事項通知第２の３の２（１９）】 
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留意 

事項 

①口腔・栄養スクリーニング加算の算定に係る口腔の健康状態のスクリーニング（以下「口腔スクリ

ーニング」という。）及び栄養状態のスクリーニング（以下「栄養スクリーニング」という。）

は、利用者ごとに行われるケアマネジメントの一環として行われることに留意すること。なお、介

護職員等は、利用者全員の口腔の健康状態及び栄養状態を継続的に把握すること。 

②口腔スクリーニング及び栄養スクリーニングは、利用者に対して、原則として一体的に実施すべき

ものであること。ただし、大臣基準第５１号の６ロに規定する場合にあっては、口腔スクリーニン

グ又は栄養スクリーニングの一方のみを行い、口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ）を算定するこ

とができる。 

③口腔スクリーニング及び栄養スクリーニングを行うに当たっては、利用者について、それぞれ次に

掲げる確認を行い、確認した情報を介護支援専門員に対し、提供すること。なお、口腔スクリーニ

ング及び栄養スクリーニングの実施に当たっては、別途通知（｢リハビリテーション・個別機能訓

練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について｣）を参照されたい。 

イ 口腔スクリーニング 

ａ 硬いものを避け、柔らかいものを中心に食べる者 

ｂ 入れ歯を使っている者 

ｃ むせやすい者 

ロ 栄養スクリーニング 

ａ ＢＭＩが１８．５未満である者 

ｂ １～６月間で３％以上の体重の減少が認められる者又は「地域支援事業の実施につい

て」（平成 18年 6 月 9日老発第 0609001 号厚生労働省老健局長通知）に規定する基本チ

ェックリストの№１１の項目が「１」に該当する者 

ｃ 血清アルブミン値が３．５ｇ／ｄｌ以下である者 

ｄ 食事摂取量が不良（７５％以下）である者 

④口腔・栄養スクリーニング加算の算定を行う事業所については、サービス担当者会議で決定するこ

ととし、原則として、当該事業所が当該加算に基づく口腔スクリーニング又は栄養スクリーニング

を継続的に実施すること。 

⑤口腔・栄養スクリーニング加算に基づく口腔スクリーニング又は栄養スクリーニングの結果、栄養

改善加算の算定に係る栄養改善サービス又は口腔機能向上加算の算定に係る口腔機能向上サービス

の提供が必要だと判断された場合は、口腔・栄養スクリーニング加算の算定月でも栄養改善加算又

は口腔機能向上加算を算定できること。 

口腔機能向上加算について 

 【地域密着型報酬告示２の２注２３】 

基準 イ（地域密着型通所介護費）について、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、

電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行い、

かつ、口腔機能が低下している利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の口腔機能の

向上を目的として、個別的に実施される口腔清掃の指導若しくは実施又は摂食・嚥下機能に関する訓練

の指導若しくは実施であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの（以下こ

の注において「口腔機能向上サービス」という。）を行った場合は、口腔機能向上加算として、当該基
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準に掲げる区分に従い、３月以内の期間に限り１月に２回を限度として１回につき次に掲げる単位数を

所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げ

るその他の加算は算定しない。また、口腔機能向上サービスの開始から３月ごとの利用者の口腔機能の

評価の結果、口腔機能が向上せず、口腔機能向上サービスを引き続き行うことが必要と認められる利用

者については、引き続き算定することができる。 

（１）口腔機能向上加算（Ⅰ） １５０単位 

（２）口腔機能向上加算（Ⅱ） １６０単位 

 【厚生労働大臣が定める基準 大臣基準告示５１の８】 

大臣 

基準 

イ 口腔機能向上加算（Ⅰ）次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

（１）言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を１名以上配置していること。 

（２）利用者の口腔機能を利用開始時に把握し、言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員、介護職員、生

活相談員その他の職種の者が共同して、利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画を作成してい

ること。 

（３）利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画書に従い言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員が口腔

機能向上サービスを行っているとともに、利用者の口腔機能を定期的に記録しているこ 

（４）利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画の進捗状況を定期的に評価していること。 

（５）定員超過利用・人員基準欠如に該当しないこと。 

ロ 口腔機能向上加算（Ⅱ） 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

（１）イ（１）から（５）までに掲げる基準のいずれにも適合すること。 

（２）利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画等の内容等の情報を厚生労働省に提出し、口腔機能向

上サービスの実施に当たって、当該情報その他口腔衛生の管理の適切かつ有効な実施のために

必要な情報を活用していること。 

 【留意事項通知第２の３の２（２０）】 

留意 

事項 

①口腔機能向上加算の算定に係る口腔機能向上サービスの提供には、利用者ごとに行われるケアマネ

ジメントの一環として行われることに留意すること。 

②言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を１名以上配置して行うものであること。 

③口腔機能向上加算を算定できる利用者は、次のイからハまでのいずれかに該当する者であって、口

腔機能向上サービスの提供が必要と認められる者とすること。 

イ 認定調査票における嚥下、食事摂取、口腔清潔の３項目のいずれかの項目において「１」以外

に該当する者 

ロ 基本チェックリストの口腔機能に関連する（１３）、（１４）、（１５）の３項目のうち、２

項目以上が「１」に該当する者 

ハ その他口腔機能の低下している者又はそのおそれのある者 

④利用者の口腔の状態によっては、医療における対応を要する場合も想定されることから、必要に応

じて、介護支援専門員を通して主治医又は主治の歯科医師への情報提供、受診勧奨などの適切な措

置を講じることとする。なお、介護保険の口腔機能向上サービスとして「摂食・嚥下機能に関する

訓練の指導若しくは実施」を行っていない場合にあっては、加算は算定できない。 

⑤口腔機能向上サービスの提供は、以下のイからホまでに掲げる手順を経てなされる。 
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イ 利用者ごとの口腔機能等の口腔の健康状態を、利用開始時に把握すること。 

ロ 利用開始時に、言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員が中心となって、利用者ごとの口腔衛

生、摂食・嚥下機能に関する解決すべき課題の把握を行い、言語聴覚士、歯科衛生士、看護職

員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して取り組むべき事項等を記載した口腔機

能改善管理指導計画を作成すること。作成した口腔機能改善管理指導計画については、口腔機

能向上サービスの対象となる利用者又はその家族に説明し、その同意を得ること。なお、地域

密着型通所介護においては、口腔機能改善管理指導計画に相当する内容を地域密着型通所介護

計画の中に記載する場合は、その記載をもって口腔機能改善管理指導計画の作成に代えること

ができるものとすること。 

ハ 口腔機能改善管理指導計画に基づき、言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員等が利用者ごとに

口腔機能向上サービスを提供すること。その際、口腔機能改善管理指導計画に実施上の問題点

があれば直ちに当該計画を修正すること。 

ニ 利用者の口腔機能の状態に応じて、定期的に、利用者の生活機能の状況を検討し、おおむね３

月ごとに口腔機能の状態の評価を行い、その結果について、当該利用者を担当する介護支援専

門員や主治の医師、主治の歯科医師に対して情報提供すること。 

ホ 指定地域密着型サービス基準第３７条において準用する第３条の１８に規定するサービスの提

供の記録において利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画に従い言語聴覚士、歯科衛生士又は

看護職員が利用者の口腔機能を定期的に記録する場合は、当該記録とは別に口腔機能向上加算

の算定のために利用者の口腔機能を定期的に記録する必要はないものとすること。 

⑥おおむね３月ごとの評価の結果、次のイ又はロのいずれかに該当する者であって、継続的に言語聴

覚士、歯科衛生士又は看護職員等がサービス提供を行うことにより、口腔機能の向上又は維持の効

果が期待できると認められるものについては、継続的に口腔機能向上サービスを提供する。 

イ 口腔清潔・唾液分泌・咀嚼・嚥下・食事摂取等の口腔機能の低下が認められる状態の者 

ロ 当該サービスを継続しないことにより、口腔機能が低下するおそれのある者 

⑦口腔機能向上サービスの提供に当たっては、別途通知（｢リハビリテーション・個別機能訓練、栄

養、口腔の実施及び一体的取組について｣）を参照されたい。 

⑧厚生労働省への情報の提出については、ＬＩＦＥを用いて行うこととする。ＬＩＦＥへの提出情

報、提出頻度等については、「科学的介護情報システム(ＬＩＦＥ)関連加算に関する基本的考え方

並びに事務処 理手順及び様式例の提示について」を参照されたい。サービスの質の向上を図るた

め、ＬＩＦＥへの提出情報及びフィードバック情報を活用し、利用者の状態に応じた口腔機能改善

管理指導計画の作成（Plan）、当該計画に基づく支援の提供（Do）、当該支援内容の評価

（Check）、その評価結果を踏まえた当該計画の見直し・改善（Action）の一連のサイクル（ＰＤ

ＣＡサイクル）により、サービスの質の管理を行うこと。提出された情報については、国民の健康

の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するため、適宜活用されるものである。 

科学的介護推進体制加算について 

 【地域密着型報酬告示２の２注２４】 

基準 イ（地域密着型通所介護費）について、次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして、電子

情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定
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地域密着型通所介護事業所が、利用者に対し指定地域密着型通所介護を行った場合は、科学的介護推進

体制加算として、１月につき４０単位を所定単位数に加算する。 

（１）利用者ごとのＡＤＬ値（ＡＤＬの評価に基づき測定した値をいう。以下同じ。）、栄養状態、口

腔機能、認知症（介護保険法（平成 9年法律第 123号）第５条の２第１項に規定する認知症をい

う。以下同じ。）の状況その他の利用者の心身の状況等に係る基本的な情報を、厚生労働省に提

出していること。 

（２）必要に応じて地域密着型通所介護計画を見直すなど、指定地域密着型通所介護の提供に当たっ

て、（１）に規定する情報その他指定地域密着型通所介護を適切かつ有効に提供するために必要

な情報を活用していること。 

 【留意事項通知第２の３の２（２１）】 

留意 

事項 

①科学的介護推進体制加算は、原則として利用者全員を対象として、利用者ごとに注２４に掲げる要

件を満たした場合に、当該事業所の利用者全員に対して算定できるものであること。 

②情報の提出については、ＬＩＦＥを用いて行うこととする。ＬＩＦＥへの提出情報、提出頻度等に

ついては、「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理

手順及び様式例の提示について」を参照されたい。 

③事業所は、利用者に提供するサービスの質を常に向上させていくため、計画（Plan）、実行

（Do）、評価（Check）、改善（Action）のサイクル（ＰＤＣＡサイクル）により、質の高いサー

ビスを実施する体制を構築するとともに、その更なる向上に努めることが重要であり、具体的に

は、次のような一連の取組が求められる。したがって、情報を厚生労働省に提出するだけでは、本

加算の算定対象とはならない。 

イ 利用者の心身の状況等に係る基本的な情報に基づき、適切なサービスを提供するためのサービ

ス計画を作成する（Plan）。 

ロ サービスの提供に当たっては、サービス計画に基づいて、利用者の自立支援や重度化防止に資

する介護を実施する（Do）。 

ハ ＬＩＦＥへの提出情報及びフィードバック情報等も活用し、多職種が共同して、事業所の特性

やサービス提供の在り方について検証を行う（Check）。 

ニ 検証結果に基づき、利用者のサービス計画を適切に見直し、事業所全体として、サービスの質

の更なる向上に努める（Action）。 

④提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するため、

適宜活用されるものである。 

重度者ケア体制加算（療養通所介護）について 

 【地域密着型報酬告示２の２注２５】 

基準 ロ（療養通所介護費）について、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情

報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定地

域密着型通所介護事業所が、重度の要介護者を受け入れる体制を構築し、指定地域密着型通所介護を行

った場合は、重度者ケア体制加算として、１月につき１５０単位を所定単位数に加算する。 

 【厚生労働大臣が定める基準 大臣基準告示５１の８の２】 

大臣 次のいずれにも適合すること。 
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基準 イ 指定地域密着型サービス基準第４０条第２項に規定する看護師の員数に加え、看護職員を常勤換

算法で３以上確保していること。 

ロ 療養通所介護従業者のうち、保健師助産師看護師法第３７条の２第２項第五号に規定する指定研

修機関において行われる研修等を修了した看護師を１以上確保していること。 

ハ 指定療養通所介護事業者が指定訪問看護事業者の指定を併せて受け、かつ、一体的に事業を実施

していること。 

 【留意事項通知第２の３の２（２６）⑧】 

留意 

事項 

イ 重度者ケア体制加算は、歴月ごとに、指定密着型サービス基準第４０条第２項に規定する看護職

員の員数に加え、看護職員を常勤換算方法で３以上確保する必要がある、このため、常勤換算方

法による職員数の算定方法は、歴月ごとの看護職員の勤務延時間数を、当該事業所において常勤

の職員が勤務すべき時間数で除することによって算定し、歴月において常勤換算方法で３以上確

保していれば加算の要件を満たすこととする。なお、常勤換算方法を計算する際の勤務延時間数

については、サービス提供時間前後の延長加算を算定する際に配置する看護職員の勤務時間数は

含めないこととし、常勤換算方法による員数については、小数点第２位以下を切り捨てるものと

する。 

ロ 保健師助産師看護師法（昭和 23年法律第 203号）第３７条の２第２項第五号に規定する指定研

修機関において行われる研修等を修了した看護師を１以上確保していれば加算の要件を満たすこ

ととする。 

ハ 指定療養通所介護事業者が指定訪問看護事業者の指定を併せて受けている場合であっても、事業

が一体的に実施されず、実態として両事業が分離されて実施されている場合には、加算の要件は

満たさないものとする。 

ニ 重度者ケア体制加算については、事業所を利用する利用者全員に算定することができる。 

地域密着型通所介護費に係る併算定不可のサービスについて 

 【地域密着型報酬告示２の２注２６】 

基準 利用者が短期入所生活介護、短期入所療養介護若しくは特定施設入所者生活介護又は小規模多機能型

居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入所者生活介護、地域密着型介護老人福祉

施設入所者生活介護若しくは複合型サービスを受けている間は、地域密着型通所介護費は、算定しな

い。 

療養通所介護費に係る併算定不可のサービスについて 

 【地域密着型報酬告示２の２注２７】 

基準 利用者が一の指定療養通所介護事業所において、指定療養通所介護を受けている間は、当該指定療養

通所介護事業所以外の指定療養通所介護事業所が指定療養通所介護を行った場合に、療養通所介護費

は、算定しない。 

事業所と同一建物に居住する利用者又は同一建物から通う利用者に地域密着型通所介護を行う場合について 

 【地域密着型報酬告示２の２注２８】※区分支給限度基準額の算定の際は当該減算前の所定単位数を算

入 

基準 イ（地域密着型通所介護費）について、指定地域密着型通所介護事業所と同一建物に居住する者又は

指定地域密着型通所介護事業所と同一建物から当該指定地域密着型通所介護事業所に通う者に対し、指
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定地域密着型通所介護を行った場合は、１日につき９４単位を所定単位数から減算する。ただし、傷病

その他やむを得ない事情により送迎が必要であると認められる利用者に対して送迎を行った場合は、こ

の限りでない。 

 【留意事項通知第２の３の２（２２）】 

留意 

事項 

①同一建物の定義 

注２８における「同一建物」とは、当該指定地域密着型通所介護事業所と構造上又は外形上、一体

的な建築物を指すものであり、具体的には、当該建物の一階部分に指定地域密着型通所介護事業所

がある場合や当該建物と渡り廊下等で繋がっている場合が該当し、同一敷地内にある別棟の建築物

や道路を挟んで隣接する場合は該当しない。また、ここでいう同一建物については、当該建築物の

管理、運営法人が当該指定地域密着型通所介護事業所の指定地域密着型通所介護事業者と異なる場

合であっても該当するものであること。 

②なお、傷病により一時的に送迎が必要であると認められる利用者その他やむを得ない事情により送

迎が必要と認められる利用者に対して送迎を行った場合は、例外的に減算対象とならない。具体的

には、傷病により一時的に歩行困難となった者又は歩行困難な要介護者であって、かつ建物の構造

上自力での通所が困難である者に対し、２人以上の従業者が、当該利用者の居住する場所と当該指

定地域密着型通所介護事業所の間の往復の移動を介助した場合に限られること。ただし、この場

合、２人以上の従業者による移動介助を必要とする理由や移動介助の方法及び期間について、介護

支援専門員とサービス担当者会議等で慎重に検討し、その内容及び結果について地域密着型通所介

護計画に記載すること。また、移動介助者及び移動介助時の利用者の様子等について、記録しなけ

ればならない。 

送迎を行わない場合の減算について 

 【地域密着型報酬告示２の２注２９】 

基準 イ（地域密着型通所介護費）について、利用者に対して、その居宅と指定地域密着型通所介護事業所

との間の送迎を行わない場合は、片道につき４７単位を所定単位数から減算する。 

 【留意事項通知第２の３の２（２３）】 

留意 

事項 

利用者が自ら指定地域密着型通所介護事業所に通う場合、利用者の家族等が指定地域密着型通所介護

事業所への送迎を行う場合など、当該指定地域密着型通所介護事業所の従業者が利用者の居宅と指定地

域密着型通所介護事業所との間の送迎を実施していない場合は、片道につき減算の対象となる。ただ

し、注２８（事業所と同一建物に居住する利用者又は同一建物から通う利用者に地域密着型通所介護を

行う場合について）の減算の対象となっている場合には、当該減算の対象とはならない。 

サービス提供体制強化加算について 

 【地域密着型報酬告示２の２ニ】※区分支給限度基準額の算定対象外 

基準 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により 

市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定地域密着型通所介護事業所が利用者に

対し指定地域密着型通所介護を行った場合又は別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし

て、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行

った指定療養通所介護事業所が利用者に対し指定療養通所介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分

に従い、イについては１回につき、ロについては１月につき、ハについては１日につき、次に掲げるい
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ずれかの所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、

次に掲げるその他の加算は算定しない。 

（１）イを算定している場合 

（一）サービス提供体制強化加算（Ⅰ） ２２単位 

（二）サービス提供体制強化加算（Ⅱ） １８単位 

（三）サービス提供体制強化加算（Ⅲ） ６単位 

（２）ロを算定している場合 

（一）サービス提供体制強化加算（Ⅲ）イ ４８単位 

（二）サービス提供体制強化加算（Ⅲ）ロ ２４単位 

（３）ハを算定している場合 

（一）サービス提供体制強化加算（Ⅲ）イ １２単位 

（二）サービス提供体制強化加算（Ⅲ）ロ  ６単位 

 【厚生労働大臣が定める基準 大臣基準告５１の９】 

大臣 

基準 

イ サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 次のいずれにも適合すること。 

（１） 次のいずれかに適合すること。 

（一）指定地域密着型通所介護事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が１００

分の７０以上であること。 

（二）指定地域密着型通所介護事業所の介護職員の総数のうち、勤続年数１０年以上の介護福祉士

の占める割合が１００分の２５以上であること。 

(２)定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 

ロ サービス提供体制強化加算（Ⅱ） 次のいずれにも適合すること。 

（１）指定地域密着型通所介護事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が１００分

の５０以上であること。 

（２）定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 

ハ サービス提供体制強化加算（Ⅲ） 次のいずれにも適合すること。 

（１）次のいずれかに適合すること。 

（一）指定地域密着型通所介護事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が１００

分の４０以上であること。 

（二）指定地域密着型通所介護を利用者に直接提供する職員の総数のうち、勤続年数７年以上の者

の占める割合が１００分の３０以上であること。 

（２）定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 

ニ サービス提供体制強化加算（Ⅲ）イ 次のいずれにも適合すること。 

（１）指定療養通所介護を利用者に直接提供する職員の総数のうち、勤続年数７年以上の者の占める

割合が１００分の３０以上であること。 

（２）定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 

ホ サービス提供体制強化加算（Ⅲ）ロ 次のいずれにも適合すること。 

（１）指定療養通所介護を利用者に直接提供する職員の総数のうち、勤続年数３年以上の者の占める

割合が１００分の３０以上であること。 
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（２）定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 

 【留意事項通知第２の３の２（２７）】 

留意 

事項 

①２（２０）④から⑦までを参照のこと。 

②指定地域密着型通所介護を利用者に直接提供する職員又は指定療養通所介護を利用者に直接提供す

る職員とは、生活相談員、看護職員、介護職員又は機能訓練指導員として勤務を行う職員を指すも

のとする。 

③同一の事業所において第１号通所事業（指定居宅サービス等基準第９３条第１項第三号に規定する

第１号通所事業をいう。）の指定を併せて受け一体的に行っている場合においては、本加算の計算

も一体的に行うこととする。 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

留意事項通知第２の３の２（２０）④から⑦より 

④職員の割合の算出に当たっては、常勤換算方法により算出した前年度（３月を除く。）の平均を用

いることとする。ただし、前年度の実績が６月に満たない事業所（新たに事業を開始し、又は再開

した事業所を含む。）については、届出日の属する月の前３月について、常勤換算方法により算出

した平均を用いることとする。したがって、新たに事業を開始し、又は再開した事業者について

は、４月目以降届出が可能となるものであること。なお、介護福祉士〔中略〕については、各月の

前月の末日時点で資格を取得〔中略〕している者とすること。 

⑤前号ただし書の場合にあっては、届出を行った月以降においても、直近３月間の職員の割合につ

き、毎月継続的に所定の割合を維持しなければならない。なお、その割合については、毎月記録す

るものとし、所定の割合を下回った場合については、直ちに第１の５の届出（介護給付費算定に係

る体制等に関する届出書（別紙３－２）、介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（別紙１－３－

２）及び別紙１４－６並びに根拠資料）を提出しなければならない。 

⑥勤続年数とは、各月の前月の末日時点における勤続年数をいうものとする。 

⑦勤続年数の算定に当たっては、当該事業所における勤務年数に加え、同一法人の経営する他の介護

サービス事業所、病院、社会福祉施設等においてサービスを利用者に直接提供する職員として勤務

した年数を含めることができるものとする。 

介護職員等処遇改善加算について（令和６年６月１日から） 

 【地域密着型報酬告示１ホ】※区分支給限度基準額の算定対象外 

基準 （注１） 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電

子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指

定地域密着型通所介護事業所が、利用者に対し、指定地域密着型通所介護を行った場合は、当該基準に

掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を

算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 

（１）介護職員等処遇改善加算（Ⅰ） 

イからニまでにより算定した単位数の１０００分の９２に相当する単位数 

（２）介護職員等処遇改善加算（Ⅱ） 

イからニまでにより算定した単位数の１０００分の９０に相当する単位数 
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（３）介護職員等処遇改善加算（Ⅲ） 

イからニまでにより算定した単位数の１０００分の８０に相当する単位数 

（４）介護職員等処遇改善加算（Ⅳ） 

イからニまでにより算定した単位数の１０００分の６４に相当する単位数 

（注２） 

令和７年３月３１日までの間、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等

を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定

める様式による届出を行った指定地域密着型通所介護事業所（注 1の加算を算定しているものを除

く。）が、利用者に対し、指定地域密着型通所介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次

に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にお

いては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 

（１）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１） 

イからニまでにより算定した単位数の１０００分の８１に相当する単位数 

（２）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（２） 

イからニまでにより算定した単位数の１０００分の７６に相当する単位数 

（３）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（３） 

イからニまでにより算定した単位数の１０００分の７９に相当する単位数 

（４）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（４） 

イからニまでにより算定した単位数の１０００分の７４に相当する単位数 

（５）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（５） 

イからニまでにより算定した単位数の１０００分の６５に相当する単位数 

（６）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（６） 

イからニまでにより算定した単位数の１０００分の６３に相当する単位数 

（７）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（７） 

イからニまでにより算定した単位数の１０００分の５６に相当する単位数 

（８）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（８） 

イからニまでにより算定した単位数の１０００分の６９に相当する単位数 

（９）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（９） 

イからニまでにより算定した単位数の１０００分の５４に相当する単位数 

（１０）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１０） 

イからニまでにより算定した単位数の１０００分の４５に相当する単位数 

（１１）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１１） 

イからニまでにより算定した単位数の１０００分の５３に相当する単位数 

（１２）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１２） 

イからニまでにより算定した単位数の１０００分の４３に相当する単位数 

（１３）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１３） 

イからニまでにより算定した単位数の１０００分の４４に相当する単位数 

（１４）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１４） 
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イからニまでにより算定した単位数の１０００分の３３に相当する単位数 

 【厚生労働大臣が定める基準 大臣基準告示５１の１０】 

大臣 

基準 

第４８号の規定を準用する。この場合において、同号イ（１０）中「定期巡回・随時対応型訪問介護

看護費におけるサービス提供体制強化加算（Ⅰ）又は（Ⅱ）のいずれか」とあるのは、「地域密着型通

所介護費におけるサービス提供体制強化加算（Ⅰ）又は（Ⅱ）（指定療養通所介護にあってはサービス

提供体制強化加算（Ⅲ）イ又は（Ⅲ）ロ）のいずれか」と読み替えるものとする。 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

第４８号より 

イ 介護職員等処遇改善加算（Ⅰ） 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

（１）介護職員その他の職員の賃金改善について、次に掲げる基準のいずれにも適合し、かつ、賃金改

善に要する費用の見込額が介護職員等処遇改善加算の算定見込額以上となる賃金改善に関する計

画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を講じていること。 

（一）当該指定地域密着型通所介護事業所が仮に介護職員等処遇改善加算（Ⅳ）を算定した場合に算

定することが見込まれる額の２分の１以上を基本給又は決まって毎月支払われる手当に充てる

ものであること。 

（二）当該指定地域密着型通所介護事業所において、経験・技能のある介護職員のうち一人は、賃金

改善後の賃金の見込額が年額４４０万円以上であること。ただし、介護職員等処遇改善加算の

算定見込額が少額であることその他の理由により、当該賃金改善が困難である場合はこの限り

でないこと。 

（２）当該指定地域密着型通所介護事業所において、（１）の賃金改善に関する計画、当該計画に係る

実施期間及び実施方法その他の当該事業所の職員の処遇改善の計画等を記載した介護職員等処遇

改善計画書を作成し、全ての職員に周知し、市町村長（特別区の区長を含む。以下同じ。）に届

け出ていること。 

（３）介護職員等処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。ただし、経営の悪化等に

より事業の継続が困難な場合、当該事業の継続を図るために当該事業所の職員の賃金水準（本加

算による賃金改善分を除く。）を見直すことはやむを得ないが、その内容について市町村長に届

け出ること。 

（４）指定指定地域密着型通所介護事業所において、事業年度ごとに当該事業所の職員の処遇改善に関

する実績を市町村長に報告すること。 

（５）算定日が属する月の前１２月間において、労働基準法、労働者災害補償保険法、最低賃金法、労

働安全衛生法、雇用保険法その他の労働に関する法令に違反し、罰金以上の刑に処せられていな

いこと。 

（６）当該指定地域密着型通所介護事業所において、労働保険料の納付が適正に行われていること。 

（７）次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

（一）介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件（介護職員の賃金に関するものを含

む。）を定めていること。 

（二）（一）の要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。 
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（三）介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機

会を確保していること。 

（四）（三）について、全ての介護職員に周知していること。 

（五）介護職員の経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を

判定する仕組みを設けていること。 

（六）（五）について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。 

（８）（２）の届出に係る計画の期間中に実施する職員の処遇改善の内容（賃金改善に関するものを除

く。）及び当該職員の処遇改善に要する費用の見込額を全ての職員に周知していること。 

（９）（８）の処遇改善の内容等について、インターネットの利用その他の適切な方法により公表して

いること。 

（１０） 地域密着型通所介護費におけるサービス提供体制強化加算（Ⅰ）又は（Ⅱ）のいずれかを届け

出ていること。 

ロ 介護職員等処遇改善加算（Ⅱ） イ（１）から（９）までに掲げる基準のいずれにも適合するこ

と。 

ハ 介護職員等処遇改善加算（Ⅲ） イ（１）（一）及び（２）から（８）までに掲げる基準のいずれ

にも適合すること。 

ニ 介護職員等処遇改善加算（Ⅳ） イ（１）（一）、（２）から（６）まで、（７）（一）から

（四）まで及び（８）に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

ホ 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１） 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

（１）令和６年５月３１日において現に指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一

部を改正する告示による改正前の指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準

（平成 18年厚生労働省告示第 126 号）別表指定地域密着型サービス介護給付費単位数表（以下

「旧指定地域密着型サービス介護給付費単位数表」という。）の地域密着型通所介護費における

介護職員処遇改善加算（Ⅰ）及び介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）を届け出ており、かつ、介

護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていないこと。 

（２）イ（１）（二）及び（２）から（１０）までに掲げる基準のいずれにも適合すること。 

ヘ 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（２） 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

（１）令和６年５月３１日において現に旧指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型通

所介護費における介護職員処遇改善加算（Ⅱ）、介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）及び介護職

員等ベースアップ等支援加算を届け出ていること。 

（２）イ（１）（二）、（２）から（６）まで、（７）（一）から（四）まで及び（８）から（１０）

までに掲げる基準のいずれにも適合すること。 

ト 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（３） 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

（１）令和６年５月３１日において現に旧指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型通

所介護費における介護職員処遇改善加算（Ⅰ）及び介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ）を届け出

ており、かつ、介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていないこと。 

（２）イ（１）（二）及び（２）から（９）までに掲げる基準のいずれにも適合すること。 

チ 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（４） 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 
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（１）令和６年５月３１日において現に旧指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型通

所介護費における介護職員処遇改善加算（Ⅱ）、介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ）及び介護職

員等ベースアップ等支援加算を届け出ていること。 

（２）イ（１）（二）、（２）から（６）まで、（７）（一）から（四）まで、（８）及び（９）に掲

げる基準のいずれにも適合すること。 

リ 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（５） 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

（１）令和６年５月３１日において現に旧指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型通

所介護費における介護職員処遇改善加算（Ⅱ）及び介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）を届け出

ており、かつ、介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていないこと。 

（２）イ（１）（二）、（２）から（６）まで、（７）（一）から（四）まで及び（８）から（１０）

までに掲げる基準のいずれにも適合すること。 

ヌ 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（６） 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

（１）令和６年５月３１日において現に旧指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型通

所介護費における介護職員処遇改善加算（Ⅱ）及び介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ）を届け出

ており、かつ、介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていないこと。 

（２） イ（１）（二）、（２）から（６）まで、（７）（一）から（四）まで、（８）及び（９）に

掲げる基準のいずれにも適合すること。 

ル 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（７） 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

（１）令和６年５月３１日において現に旧指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型通

所介護費における介護職員処遇改善加算（Ⅲ）、介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）及び介護職

員等ベースアップ等支援加算を届け出ていること。 

（２）イ（１）（二）、（２）から（６）まで及び（８）から（１０）までに掲げる基準のいずれにも

適合すること。 

（３）次に掲げる基準のいずれかに適合すること。 

（一）次に掲げる要件の全てに適合すること。 

ａ 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件（介護職員の賃金に関するものを含

む。）を定めていること。 

ｂ ａの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。 

（二）次に掲げる要件の全てに適合すること。 

ａ 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修

の機会を確保していること。 

ｂ ａについて、全ての介護職員に周知していること。 

ヲ 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（８） 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

（１）令和６年５月３１日において現に旧指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型通

所介護費における介護職員処遇改善加算（Ⅰ）を届け出ており、かつ、介護職員等特定処遇改善

加算（Ⅰ）又は（Ⅱ）及び介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていないこと。 

（２）イ（１）（（一）及び（二）に係る部分を除く。）及び（２）から（８）までに掲げる基準のい

ずれにも適合すること。 



- 80 - 

 

ワ 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（９） 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

（１）令和６年５月３１日において現に旧指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型通

所介護費における介護職員処遇改善加算（Ⅲ）、介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ）及び介護職

員等ベースアップ等支援加算を届け出ていること。 

（２）イ（１）（二）、（２）から（６）まで、（８）及び（９）に掲げる基準のいずれにも適合する

こと。 

（３）次に掲げる基準のいずれかに適合すること。 

（一）次に掲げる要件の全てに適合すること。 

ａ 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件（介護職員の賃金に関するものを含

む。）を定めていること。 

ｂ ａの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。 

（二）次に掲げる要件の全てに適合すること。 

ａ 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の

機会を確保していること。 

ｂ ａについて、全ての介護職員に周知していること。 

カ 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１０） 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

（１）令和６年５月３１日において現に旧指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型通

所介護費における介護職員処遇改善加算（Ⅲ）及び介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）を届け出

ており、かつ、介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていないこと。 

（２）イ（１）（二）、（２）から（６）まで及び（８）から（１０）までに掲げる基準のいずれにも

適合すること。 

（３）次に掲げる基準のいずれかに適合すること。 

（一）次に掲げる要件の全てに適合すること。 

ａ 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件（介護職員の賃金に関するものを含

む。）を定めていること。 

ｂ ａの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。 

（二）次に掲げる要件の全てに適合すること。 

ａ 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の

機会を確保していること。 

ｂ ａについて、全ての介護職員に周知していること。 

ヨ 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１１） 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

（１）令和６年５月３１日において現に旧指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型通

所介護費における介護職員処遇改善加算（Ⅱ）を届け出ており、かつ、介護職員等特定処遇改善

加算（Ⅰ）又は（Ⅱ）及び介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていないこと。 

（２）イ（１）（（一）及び（二）に係る部分を除く。）、（２）から（６）まで、（７）（一）から

（四）まで及び（８）に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

タ 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１２） 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 
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（１）令和６年５月３１日において現に旧指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型通

所介護費における介護職員処遇改善加算（Ⅲ）及び介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ）を届け出

ており、かつ、介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていないこと。 

（２）イ（１）（二）、（２）から（６）まで、（８）及び（９）に掲げる基準のいずれにも適合する

こと。 

（３）次に掲げる基準のいずれかに適合すること。 

（一）次に掲げる要件の全てに適合すること。 

ａ 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件（介護職員の賃金に関するものを含

む。）を定めていること。 

ｂ ａの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。 

（二）次に掲げる要件の全てに適合すること。 

ａ 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機

会を確保していること。 

ｂ ａについて、全ての介護職員に周知していること。 

レ 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１３） 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

（１）令和６年５月３１日において現に旧指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型通

所介護費における介護職員処遇改善加算（Ⅲ）及び介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出

ており、かつ、介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）又は（Ⅱ）を届け出ていないこと。 

（２）イ（１）（（一）及び（二）に係る部分を除く。）、（２）から（６）まで及び（８）に掲げる

基準のいずれにも適合すること。 

（３）次に掲げる基準のいずれかに適合すること。 

（一）次に掲げる要件の全てに適合すること。 

ａ 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件（介護職員の賃金に関するものを含

む。）を定めていること。 

ｂ ａの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。 

（二）次に掲げる要件の全てに適合すること。 

ａ 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機

会を確保していること。 

ｂ ａについて、全ての介護職員に周知していること。 

ソ 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１４） 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

（１）令和６年５月３１日において現に旧指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型通

所介護費における介護職員処遇改善加算（Ⅲ）を届け出ており、かつ、介護職員等特定処遇改善

加算（Ⅰ）又は（Ⅱ）及び介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていないこと。 

（２）イ（１）（（一）及び（二）に係る部分を除く。）、（２）から（６）まで及び（８）に掲げる

基準のいずれにも適合すること。 

（３）次に掲げる基準のいずれかに適合すること。 

（一）次に掲げる要件の全てに適合すること。 
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９ 過去の運営指導において、指摘が多い事項について 

 

【基準関係】 

1 重要事項説明書に記載されている利用負担割合について、１割・２割のみの記載となっており、３割負

担について記載されていない。 

2 重要事項説明書に事故発生時の対応、提供するサービスの第三者評価の実施状況が記載されていない。 

3 重要事項説明書、契約書及び個人情報に関する同意書に代筆者氏名等、続柄、代筆理由を記載する欄を 

設けていない。 

4 重要事項説明書、利用契約書等において、日付や代筆者の続柄等の記載もれや押印の漏れがあるなど内

容に不備が見られる。 

5 掲示物の内容が不足している、掲示物の内容が古いままになっている。 

6 運営規程、専用区画が変更されているが、変更届が市へ提出されていない。 

7 運営推進会議の記録が公表されていない。 

8 運営推進会議に、利用者・利用者の家族が含まれていない。 

9 従業者の資質の向上のための研修の機会が確保されていない。 

10 研修計画及び研修の記録が確認できない。 

11 研修へ参加した職員の記録がされていない、他の職員への周知がされていない。 

12 浴室・脱衣所・トイレなど、利用者の手が届く所に、洗剤や薬物、カミソリなどが置かれている。 

13 一部の従業者について、秘密保持の誓約書がとられていない。 

14 保険者に報告すべき事故が報告されていない。 

15 高齢者虐待マニュアルが整備されていない。 

16 感染症マニュアルに、インフルエンザ対策、腸管出血性大腸菌感染症対策、レジオネラ感染症対策な

どについて必要な項目がない。 

17 感染症対応マニュアルは整備されているが、介護現場における感染症の手引きをそのまま引用してお

り、事業所独自のマニュアルになっていない。 

18 一部の従業者について、勤務表と出勤簿との整合性がとれない。 

19 一部の従業者について、健康診断の実施について確認できない。 

20 事業所に健康診断の結果が保管されておらず、健康診断の実施について確認できない。 

21 氏名の変更があった場合でも、資格証の変更を行っていない。 

22 指定通所介護事業所等の施設を利用し宿泊サービスを提供する場合に、宿泊サービスの運営規程、重

要事項説明書が作成されていない。 

23 苦情対応マニュアルが整備されていない。 

24 事故発生時の対応に関する記録はされているが、当該利用者の家族への報告対応等の記録がされてい

ない。 

25 保険者等への報告が必要な事故等について、報告されていないものがある。 

26 生活相談員の配置が、1以上確保されていないサービス提供日がある。 

27 勤務表において複数の専従の職種に従事する従事者の勤務時間が、職種ごとに明確になっていない。 

28 避難訓練の実施にあたって地域住民への参加の呼びかけもなく、参加もない。 

 

【報酬関係】 

1 入浴介助加算について、入浴介助の有無のチェックの記録はあるが、入浴についての観察や介助につい

てなど入浴時の様態に関する記録が不十分である。 

2 入浴介助加算について、入浴を行っていない日に加算を算定しているものがあった。 

ａ 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件（介護職員の賃金に関するものを含

む。）を定めていること。 

ｂ ａの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。 

（二）次に掲げる要件の全てに適合すること。 

ａ 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機

会を確保していること。 

ｂ ａについて、全ての介護職員に周知していること。 
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3 介護職員処遇改善加算における内容を全介護職員に周知していることが確認できない。 

4 宿泊サービス利用者について、送迎減算ではなく、同一建物減算を適用していた。 

5 個別機能訓練の内容が画一的であり、利用者の状態変化に合わせた訓練の見直しが行われていない。 

 

【地域密着型通所介護計画関係】 

1 アセスメントによる状態把握が不十分で、目標設定に個別性、具体性のないものがある。 

2 居宅サービス計画の目標に沿って立案されていないものがある。 

3 地域密着型通所介護計画が作成されていないものがある。 

4 地域密着型通所介護計画について、交付の確認が取れない。 

5 地域密着型通所介護計画書の目標が漠然としており、居宅介護計画の目標がそのまま転記されている。 

6 地域密着型通所介護計画の短期目標で、居宅サービスの目標や具体的なサービス内容と連動していない

ものがある。 

7 地域密着型通所介護計画作成に当たり、アセスメントがチェック項目のみの記載で、利用者の心身の状

況、ＩＡＤＬ等の詳細が分からない。 

8 地域密着型通所介護計画の同意について、家族の同意はあるが、利用者（本人）の同意の記載がないも

のがある。 

9 評価について利用者やその家族に対して、説明を行った確認が取れない。 

10 地域密着型通所介護計画に対する評価において、目標に対するサービスの実施状況がなかったり、実

施状況のみだったりすることがあり、短期目標の評価になっていないものがある。 

11 送迎について、往復か片道か位置付けられていない、または通所介護計画内に通常の送迎実施に関す

る位置づけがないものがある。 

12 屋外サービスの提供について、通所介護計画への位置付けがない。 

13 通所介護のサービス提供中に、本人参加のサービス担当者会議が行われている事例があるが、サービ

ス中断後も請求が行われている。 

14 反復的、継続的に宿泊サービスを利用している利用者において、宿泊サービス計画の作成がなされて

いない。 
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１０ 市町村の区域を越えて地域密着型サービスを利用するための手続きについて 
 

介護保険制度における地域密着型サービスは、原則としてその施設がある市町村の被保険者のみが利用

（介護保険法第７８条の２、第１１５条の１２）できるものとなっていますが、特別な事情がある場合

は、施設所在市町村長等の同意により、他市町村の被保険者の利用が可能となっています（同法第７８条

の２第４項４号、第１１５条の１２第２項第４号）。 

 

（１）手続きについて 

・有田町の被保険者が町外の地域密着型サービスの利用を希望する場合は、「地域密着型サービス圏域

外利用申請書」を提出してください。 

・同意の手続きは町が行います。 

・他市町村の被保険者が有田町の地域密着型サービスを利用したいときは、有田町長の同意が必要で

す。 

・有田町の被保険者が他市町村の地域密着型サービスを利用したいときは、他市町村長の同意が必要で

す。 

（２）この基本方針の対象となる地域密着型サービスについて 

・地域密着型通所介護 

・（介護予防）認知症対応型通所介護 

・（介護予防）小規模多機能型居宅介護 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

・看護小規模多機能型居宅介護 
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１１ 宿泊サービスの実施に関する届出の提出について 
 

（１）届出を要する事業所 

当該指定通所介護事業所等の設備を利用して宿泊サービスを提供する事業所 

 

（２）届出の期限 

宿泊サービスを提供開始する前まで 

 

（３）留意事項 

ア 「地域共生ステーション」「宅老所」等の名称に関わらず、指定通所介護事業所等の設備を利

用して宿泊サービスを提供している場合は、届出が必要となります。 

イ 食堂などの一部設備を共用するが、宿泊に関しては指定通所介護事業所等以外で実施する場合

は、届出は要しないこととなります 

ウ 高齢者を入居させ、「入浴、排せつ又は食事の介護」、「食事の提供」、「洗濯、掃除等の家

事」又は「健康管理」の少なくとも一つのサービスを供与する場合には、宿泊サービスではな

く有料老人ホームに該当し、老人福祉法上の届出を行うことが必要となりますのでご留意くだ

さい。 

 

（４）届出様式 

必要な場合は、有田町健康福祉課へ問い合わせください。 

 
（５）参考 

 

「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成 18年 3月 14日厚生労

働省令第 34号）」第２２条第４項より 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

４ 前項ただし書の場合（指定地域密着型通所介護事業者が第１項に掲げる設備を利用し、夜間及

び深夜に指定地域密着型通所介護以外のサービスを提供する場合に限る。）には、当該サービスの

内容を当該サービスの提供の開始前に当該指定地域密着型通所介護事業者に係る指定を行った市町

村長に届け出るものとする。 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

「指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について（平成 18年

3月 31日老計発第 0331004 号・老振発第 0331004号・老老発第 0331017 号厚生労働省老健局計画・

信仰・老人保健課長連名通知」第３の２の２ ２設備に関する基準（５）より 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

（５）指定地域密着型通所介護の提供以外の目的で、指定地域密着型通所介護事業所の設備を利用

し、夜間及び深夜に指定地域密着型通所介護以外のサービス（以下「宿泊サービス」」）を提供す

る場合には、当該サービスの内容を当該サービスの提供開始前に当該指定地域密着型通所介護事業

者に係る指定を行った市町村長（以下、「指定権者」という。）に届け出る必要があり、当該サー

ビスの届出内容については、別紙様式によるものとする。 

また、指定地域密着型通所介護事業者は宿泊サービスの届出内容に係る介護サービス情報を都道府

県に報告し、都道府県は情報公表制度を活用し宿泊サービスの内容を公表することとする。 

指定地域密着型通所介護事業者は届け出た宿泊サービスの内容に変更がある場合は、変更の事由が

生じてから１０日以内に指定権者に届け出るよう努めることとする。また、宿泊サービスを休止又

は廃止するう場合は、その休止又は廃止の日の１月前までに指定権者に届け出るよう努めることと

する。 

※指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する

場合の事業の人員、設備及運営に関する指針について（平成 27年 4月 30日老振発第 0430第 1

号・老老発第 0430第 1号・老推発第 0430第 1号） 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 



- 86 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 87 - 

 

（別紙様式） 
 

指定通所介護事業所等における宿泊サービスの実施に関する         届出書 

 

 

令和   年  月  日 

 

有田町長 殿 
 

法人所在地 

名   称 

代表者氏名            印 
 

基
本
情
報 

事
業
所
情
報 

フリガナ  
事業所

番号 
 

名称  

フリガナ  
連絡先 

－      － 
（緊急時） 

－      － 代表者氏名  

所在地 
（〒   －   ） 

宿泊サービスの開始･廃止･休止予定年月日 

（既に開始している場合はその年月日） 
令和     年     月     日 

宿
泊
サ
ー
ビ
ス 

利用定員 人  提供日 
月 火 水 木 金 土 日 

       

提供時間 

:   

～ 

:   

その他年

間の休日 
 

1泊当たりの利

用料金 

宿泊 夕食 朝食 

円 円 円 

人
員
関
係 

人
員 

宿泊サービスの提

供時間帯を通じて

配置する職員数 
人  

時間帯での

増員（※2） 
夕食介助 :  ～  : 人 

朝食介助 :  ～  : 人 
配置する職員の

保有資格等 
看護職員 ・ 介護福祉士 ・ 左記以外の介護職員 ・ その他有資格者（        ） 

設
備
関
係 

宿
泊
室 

個 室 

合 計 床面積（※3） 

(   室) 
(    ㎡) (    ㎡) (    ㎡) (    ㎡) (    ㎡) 

(    ㎡) (    ㎡) (    ㎡) (    ㎡)  

個室以外 

合 計 
場 所 
（※4） 

利用定員 
床面積 
（※3） 

プライバシー確保の方法 
（※5） 

(   室） 

(     ) (    人) (    ㎡)  

(     ) (    人) (    ㎡)  

(     ) (    人) (    ㎡)  

(     ) (    人) (    ㎡)  

(     ) (    人) (    ㎡)  

消
防
設
備 

消火器 有 ・ 無 スプリンクラー設備 有 ・ 無 

自動火災報知

設備 
有 ・ 無 

消防機関へ通報する火災

報知設備 
有 ・ 無 

※1 事業開始前に届け出ること。なお、変更の場合は変更箇所のみ記載すること。 

※2 時間帯での増員を行っていない場合は記載は不要。 

※3 小数点第二位まで（小数点第三位以下を切り捨て）記載すること。 

※4 指定通所介護事業所の設備としての用途を記載すること。（機能訓練室、静養室等） 

※5 プライバシーを確保する方法を記載すること。（衝立、家具、パーテーション等） 

 

※１ 

開始 

変更  

休止・廃止 
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１２ 変更の届出等について 
 

（１）変更の届出（介護保険法第７８条の５、１１５条の１５、介護保険法施行規則第１３１条の１３、

１４０条の３０） 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

第７８条の５より 

 指定地域密着型サービス事業者は、当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定

める事項に変更があったとき、又は休止した当該指定地域密着型サービス（地域密着型介護老人福祉施

設入所者生活介護を除く。）の事業を再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、１０日以

内に、その旨を市町村長に届け出なければならない。 

 

２ 指定地域密着型サービス事業者は、当該指定地域密着型サービス（地域密着型介護老人福祉施設入所

者生活介護を除く。）の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところに

より、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を市町村長に届け出なければならない。 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

第１３１条の１３より 

指定地域密着型サービス事業者は、次の各号に掲げる指定地域密着型サービス事業者が行う地域密着

型サービスの種類に応じ、当該各号に定める事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について

当該指定地域密着型サービス事業者の事業所の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。 

 

 

届出必要項目 地密通所 

①事業所・施設の名称 ○ 

②事業所・施設の所在地 ○ 

③申請者の名称 ○ 

④主たる事務所の所在地 ○ 

⑤代表者の氏名、住所及び職名 ○ 

⑥定款・寄付行為等及びその登記事項証明書又は条例等 ○ 

⑦事業所・施設の建物の構造、専用区画等 ○ 

⑧事業所・施設の管理者の氏名及び住所 ○ 

⑨運営規程 ○ 

⑩協力医療機関（病院）・協力医療機関（歯科）  

⑪介護老人福祉施設、介護老人保健施設、病院等との連携・支援体制  

⑫地域密着型介護サービス費の請求に関する事項 ○ 

⑬役員の氏名及び住所 ○ 

⑭本体施設、本体施設との移動経路等  

⑮併設施設の状況等  

⑯介護支援専門員の氏名及びその登録番号  

⑰計画作成担当者の氏名、生年月日、住所及び経歴  

⑱連携する訪問看護を行う事業所の名称及び所在地（連携型のみ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【提出書類】 

・変更届出書（別紙様式第二号（四）） 

・付表第２号（三） 

※（付表の記載内容に変更がない場合は不要）＋添付書類 

☆体制等に関する届出の場合は上記に加えて 

・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書（別紙３－２） 

・体制等状況一覧表（別紙１ｰ３ｰ２）及び添付書類 
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（２）変更届提出時の添付書類について 

 

変更があった届出必要項目 必要な添付書類 

①事業所･施設の名称 運営規程（事業所の名称を記載している場合） 

②事業所･施設の所在地 

平面図、写真（外観及び各部屋）、土地及び建物の登記簿

謄本又は賃貸借契約書、運営規程（事業所の所在地を記載

している場合） 

③申請者の名称 
定款・登記事項証明書、運営規程（事業所の名称を記載し

ている場合） 

④主たる事務所の所在地 
定款・登記事項証明書又は土地及び建物の登記簿謄本又は

賃貸借契約書 

⑤代表者の氏名及び住所及び職名 

誓約書（地域密着型サービス用、地域密着型介護予防サー

ビス用）、役員名簿、登記事項証明書又は理事会等の議事

録 

⑥定款･寄附行為等及びその登録

事項証明書又は条例等（当該事

業に関するもの） 

定款、登記事項証明書 

⑦事業所･施設の建物の構造、専用

区画等 
平面図、写真（変更箇所） 

⑧事業所･施設の管理者の氏名及

び住所 

勤務表（変更月の管理者の勤務状況がわかるもの）、経歴

書、誓約書（地域密着型サービス用･地域密着型介護予防サ

ービス用）、役員名簿（管理者のもの） 

⑨運営規程 

運営規程（変更箇所が分かるようにすること） 

［下記の変更については適宜必要な書類］ 

（従業者の職種、員数及び職務の内容） 

勤務表（変更月のもの）、組織図、資格証の写し 

（営業日及び営業時間） 

勤務表（変更月のもの）、サービス提供実施単位一覧表 

（利用定員） 

勤務表、平面図、サービス提供実施単位一覧表 

⑬役員の氏名及び住所 
誓約書（地域密着型サービス用･地域密着型介護予防サービ

ス用）、役員名簿、理事会等の議事録 

⑱連携する訪問看護を行う事業所

の名称及び所在地（連携型のみ） 
契約書等の写し 

 

※変更する事項の内容によって、その他の添付書類の提出を求める場合があります。 

 

※届出様式は下記からダウンロードしてください。 

 

 

 

  
有田町ホームページ  （http://www.town.arita.lg.jp） 

ホーム＞分類から探す＞健康・福祉＞介護保険＞介護保険サービス＞介護保険指定申請・

更新・変更・体制等に関する様式について 
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１３ 介護保険指定事業者等の事故発生時の報告について 
 

「指定居宅サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」に基づき、有田町に所在する介護保険

事業所及び有田町の被保険者が利用する介護保険事業所において、サービスの提供により事故が発生した

場合には、速やかに有田町健康福祉課へ報告してください。 

 

１ 報告が必要な事故について 

（１）サービスの提供による利用者のけが又は死亡事故その他重大な人身事故の発生 

・死亡に至った事故や、医師（施設の勤務医、配置医を含む）の診断を受け、投薬、処置等何らかの治

療が必要となった事故は原則全て報告してください。 

・「サービスの提供による」とは送迎・通院等の間の事故を含む。また、在宅の通所・入所サービス及

び施設サービスにおいては、利用者が事業所内にいる間は、｢サービスの提供中｣に含まれるものとす

る。 

・事業者側の過失の有無は問いません。 

・利用者が病気等により死亡した場合であっても、死因等に疑義が生じる可能性のあるときは、報告す

ること。 

（２）食中毒及び感染症、結核の発生 

感染症は「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に定めるもののうち、原則と

して１、２、３及び４類とする。 

ただし、５類であっても、インフルエンザ等が施設又は事業所内にまん延する等の状態になった場合

には、報告すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）職員（従業員）の法令違反、不祥事等の発生 

利用者からの預り金の横領など利用者の処遇に影響のあるものについては、報告すること。 

（４）その他、報告が必要と認められる事故の発生 

・救急搬送があった場合（近年、トラブルが増加していることから） 

・他者の薬を誤って服用した場合 

 

２ 報告様式（Ｐ.９４）を使用してください 

※有田町ホームページ（http://www.town.arita.lg.jp） 

ホーム＞分類から探す＞健康・福祉＞介護保険＞介護保険サービス＞事故報告書（介護事業所の

皆様へ） 

 

３ 報告期限 

・第１報は少なくとも報告様式内の１から６の項目までについて可能な限り記載し、事故発生後速やか

に、遅くとも５日以内を目安に提出すること。 

・その後、状況の変化等必要に応じて、追加の報告を行い、事故の原因分析や再発防止策等について

は、作成次第報告すること 

 

 

 

厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順 

（平成１８年３月３１日厚生労働省告示第２６８号） 

養護老人ホーム等（注：地域密着型サービス事業所等を含みます）の管理者等は、イからハまでに

掲げる場合には、有症者等の人数、症状、対応状況等を市町村又は保健所に迅速に報告するととも

に、市町村又は保健所からの指示を求めることその他の必要な措置を講じなければならないこと。 

イ 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤な患者が１週

間内に２名以上発生した場合 

ロ 同一の有症者等が１０名以上又は全利用者の半数以上発生した場合 

ハ イ及びロに掲げる場合のほか、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に管理

者等が報告を必要と認めた場合 
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【報告様式】※報告には利用者の個人情報が含まれるため、その取扱いに十分注意すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※様式は２ページ目もありますので、出力の際はご注意ください。 


